
【
現
状
】

１
．
長
期
滞
納
で
訴
訟
の
結
果
和
解
と
な
っ
た
債
務
者
（
法
人

）
に
つ
い
て
、
平
成

年
の
控
訴
裁
の
和

解
内
容
に
よ
る
と
、
「
債
務
者
は
分
納
と
し
、
期
限
の
利
益
喪
失
の
際
は
即
座
に
全
額
を
返
済
し
、
賃
貸

借
契
約
を
解
約
す
る
と
と
も
に
、
建
物
を
収
去
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。

債
務
者
は
、
和
解
後
に
お
い
て
対
象
債
務
を
一
切
返
済
し
て
お
ら
ず
分
納
計
画
と
お
り
の
対
応
を
し
て

い
な
い
。
こ
の
た
め
、
県
と
し
て
は
即
座
に
契
約
解
除
を
し
て
収
去
を
促
す
と
と
も
に
、
対
応
し
な
い
場

合
は
訴
訟
手
続
き
を
経
て
自
ら
収
去
し
債
務
者
に
費
用
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
県
が
契
約
を
解
除
し
た
の
は
お
よ
そ

年
を
経
て
で
あ
り
、
収
去
に
至
っ
た
の
が

年
後
の
事

で
あ
る
。

年
分
の
土
地
使
用
料
お
よ
そ

万
円
が
生
じ
収
入
未
済
と
な
っ
て
い
る
。

債
務
者
が
分
納
計
画
と
お
り
に
返
済
を
せ
ず
支
払
意
思
も
見
せ
な
い
場
合
は
、
猶
予
を
与
え
る
こ
と
な

く
強
制
収
去
し
て
新
た
な
借
地
権
者
を
募
集
す
る
事
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
っ
た
。

２
．
破
産
手
続
廃
止
の
決
定
が
確
定
し
た
債
務
者
も
あ
る
。
借
地
権
譲
渡
も
不
能
で
、
現
状
は
消
滅
時
効
が

到
来
す
る
ま
で
回
収
可
能
性
の
な
い
ま
ま
未
収
賃
料
が
増
え
る
見
込
み
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
未
収

使
用
料
と
清
算
人
の
選
任
費
用
を
勘
案
し
、
早
急
に
契
約
解
除
を
し
て
建
物
収
去
を
行
い
、
新
た
な
借
地

人
に
再
分
譲
を
す
る
な
ど
、
流
動
化
さ
せ
る
方
が
経
済
的
な
場
合
も
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

権
利
譲
渡
等
で
土
地
の
借
地
権
者
が
新
規
に
契
約
で
き
た
場
合
、
新
た
な
借
地
人
に
よ
る
土
地
使
用
料
の

収
入
が
見
込
ま
れ
、
未
納
リ
ス
ク
は
低
い
。
ま
た
再
分
譲
す
れ
ば
多
額
の
借
地
権
料
が
収
受
で
き
る
。
こ
の

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
回
収
可
能
性
の
低
い
債
務
者
に
つ
い
て
は
迅
速
に
契
約
を
解
除
し
建
物
収
去
し
て
新

た
な
借
地
人
を
探
す
方
が
、
契
約
解
除
を
引
き
延
ば
し
土
地
使
用
料
や
解
約
後
損
害
金
を
債
務
者
に
請
求
し

て
、
膨
大
し
た
未
収
賃
料
に
対
し
長
期
的
に
回
収
手
続
を
続
け
て
い
く
よ
り
も
、
経
済
性
が
あ
る
判
断
で
あ

る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
場
合
、
滞
納
が
一
定
期
間
の
場
合
は
強
制
収
去
す
る
旨
の
同
意
を
契
約
時
に
得
ら
れ
れ
ば
ス
ム
ー
ズ

で
あ
る
。

ま
た
バ
ブ
ル
期
の
事
業
で
あ
り
権
利
者
は
平
均
年
齢
が
高
い
と
推
測
さ
れ
、
滞
留
が
生
じ
た
債
務
者
に
つ

い
て
は
親
族
も
含
め
継
続
所
有
か
売
却
の
意
思
を
確
認
し
、
売
却
収
入
に
よ
る
未
収
金
回
収
と
権
利
の
流
動

化
が
有
用
と
考
え
る
。

別
荘
地
に
関
し
て
は
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
需
要
か
ら
こ
こ
数
年
契
約
が
増
え
て
お
り
、
借
地
人
の
今
後
の

支
払
能
力
や
返
済
へ
の
誠
実
性
等
を
踏
ま
え
、
契
約
解
除
や
建
物
収
去
の
意
思
決
定
を
で
き
る
だ
け
迅
速
に

行
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

な
お
シ
ェ
ア
別
荘
地
（
い
わ
ゆ
る
共
同
所
有
型
別
荘
地
）
が
、
比
較
的
低
コ
ス
ト
で
権
利
を
購
入
で
き
、

所
有
権
の
売
却
も
し
易
い
点
で
流
動
性
の
あ
る
別
荘
地
の
形
態
と
し
て
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

【
現
状
】

土
地
使
用
料
が
長
期
滞
留
と
な
り
、
訴
訟
手
続
の
結
果
和
解
ま
た
は
勝
訴
に
な
っ
て
い
る
債
権
に
つ
い
て

は
債
務
名
義
が
取
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
財
産
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
県
と
し
て
強
制
執
行
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第

条
の

）
。

し
か
し
該
当
す
る

件
の
債
権
に
つ
い
て
、
下
記
例
の
と
お
り
十
分
な
財
産
調
査
や
現
況
調
査
は
さ
れ

ず
、
強
制
執
行
も
一
切
実
行
さ
れ
て
い
な
い
。

・
年
以
上
前
に
外
部
機
関
に
よ
る
財
産
調
査
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
が
管
理
簿
に
記
載
が
あ
る
が
、
当

時
の
調
査
報
告
等
の
証
憑
は
保
存
さ
れ
て
お
ら
ず
詳
細
な
財
産
状
況
が
不
明
。

・
令
和

年
月
に
別
の
市
町
村
に
本
店
移
転
し
て
い
る
が
、
令
和

年
月
時
点
で
の
調
査
記
録
に
は

往
訪
に
よ
る
現
況
調
査
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

直
近
数
年
間
は
、
納
入
督
促
送
付
と
訪
問
（
た
だ
し
不
在
）
を
継
続
す
る
の
み
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お

い
て
は
臨
戸
訪
問
も
控
え
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
回
収
の
可
能
性
が
上
が
る
と
は
思
え
ず
、
支
払
意
思
の

見
ら
れ
な
い
債
務
者
に
対
し
て
は
積
極
的
に
強
制
執
行
を
実
行
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。
督
促

も
無
視
し
続
け
る
債
務
者
に
対
し
て
は
強
制
執
行
自
体
が
一
定
の
効
果
が
あ
る
。

支
払
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
が
詳
細
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
漫
然
と
管
理
さ
れ
て
い
る
状
態
で
は
、

私
債
権
を
債
権
放
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
の
要
件
で
あ
る
「
相
当
程
度
の
徴
収
努
力
と
そ
の
記
録
」
が
満
た
さ

れ
て
い
な
い
状
況
と
考
え
る
。

仮
に
債
務
者
が
悠
然
と
生
活
し
て
い
る
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
の
相
続
発
生
と
債
権
放
棄
を
待

つ
と
い
う
姿
勢
で
は
、
債
務
者
の
「
逃
げ
得
」
で
あ
り
、
賃
借
料
を
支
払
っ
て
い
る
賃
借
人
と
の
公
平
を
害

す
る
。

回
収
の
可
能
性
が
あ
る
限
り
は
講
じ
う
る
回
収
策
を
実
行
す
べ
き
で
あ
り
、
可
能
性
が
無
い
場
合
は
速
や

か
に
債
権
放
棄
や
徴
収
停
止
の
手
順
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

 【意
見
事
項
】
借
地
権
の
流
動
化
促
進
に
つ
い
て

 

長
期
滞
納
の
可
能
性
が
高
い
債
務
者
に
対
し
て
は
、
賃
貸
借
契
約
解
除
と
建
物
収
去
を
先
送
り
し
て

滞
留
債
権
を
拡
大
さ
せ
ず
、
可
能
な
限
り
契
約
解
除
し
て
新
た
な
借
地
人
を
募
集
す
る
、
あ
る
い
は
権

利
の
売
却
を
促
す
等
、
借
地
権
の
流
動
化
を
促
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 
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 【意
見
事
項
】
徴
収
停
止
又
は
権
利
放
棄
に
基
づ
く
不
納
欠
損
処
理
の
検
討
に
つ
い
て

 

連
帯
保
証
人
の
い
な
い
破
産
手
続
廃
止
の
決
定
が
確
定
し
た
債
務
者
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施

行
令
第

171
条
の

5
の
規
定
に
基
づ
き
、
徴
収
停
止
の
実
施
検
討
を
お
こ
な
い
、
権
利
放
棄
の
判
断
基

準
に
照
ら
し
、
可
能
な
も
の
は
議
会
の
議
決
を
経
て
権
利
放
棄
に
基
づ
く
不
納
欠
損
処
理
を
検
討
す

る
こ
と
。 

【
現
状
】

長
期
滞
納
し
て
い
る
２
件
の
う
ち
１
件
は
、
法
人
が
破
産
し
て
い
る
も
の
の
、
配
当
が
見
込
め
な
い
等
の

理
由
か
ら
破
産
手
続
廃
止
の
決
定
が
確
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
連
帯
保
証
人
が
存
在
し
て
い
な
い
。

破
産
手
続
廃
止
の
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
法
人
格
が
消
滅
し
て
い
な
い
た
め
、
債
権
が
消
滅
せ
ず
当
然

に
不
納
欠
損
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
下
記
通
知
の
と
お
り
、
徴
収
停
止
を
検
討
す
る
余
地
が
あ

る
。（
平
成

年
月

日
発
出
の
山
梨
県
出
納
局
会
計
課
に
よ
る
通
知
）

破
産
手
続
廃
止
の
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
登
記
簿
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
て
も
法
人
格
は
消
滅
し
な
い

た
め
、
こ
の
場
合
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

条
の

の
規
定
に
よ
る
徴
収
停
止
を
検
討
し
て
く

だ
さ
い
。

（
中
略
）

た
だ
し
、
上
記
の
各
債
権
に
対
し
、
保
証
人
（
連
帯
保
証
人
）
が
い
る
場
合
な
ど
、
弁
済
の
責
に
任
ず

べ
き
他
の
者
が
い
る
場
合
、
不
納
欠
損
処
分
は
行
わ
ず
そ
の
者
に
対
し
請
求
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
２
件
の
う
ち
の

件
に
つ
い
て
は
、
連
帯
保
証
人
（
法
人
の
代
表
者
で
あ
っ
た
個
人
）
に
対
し
、

催
告
及
び
債
務
承
認
書
の
徴
収
に
よ
り
債
権
管
理
を
継
続
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

県
と
し
て
は
可
能
な
限
り
債
権
回
収
に
努
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
で
債
権
の
金
額
的
重
要
性
、

管
理
コ
ス
ト
を
勘
案
す
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
連
帯
保
証
人
の
い
な
い
債
務
者
の
当
該
状
況

か
ら
積
極
的
に
徴
収
停
止
処
分
の
実
施
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
徴
収
停
止
後
に
お
い
て
は
、
債
権

放
棄
の
判
断
基
準
に
照
ら
し
、
可
能
な
も
の
は
議
会
の
議
決
を
経
て
債
権
放
棄
を
行
い
不
納
欠
損
処
分
の
検

討
が
必
要
で
あ
る
。

２
．
県
有
地
土
地
貸
付
料
等
未
収
金
（
「
清
里
の
森
」
を
除
く
中
北
林
務
環
境
事
務
所
で
管
理
す
る
貸
付
料

債
権
）
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

中
北
林
務
環
境
事
務
所
で
は
、
１
－
１
の
清
里
の
森
の
土
地
貸
付
事
業
の
他
に
も
、
県
有
地
の
貸
付
・
管

理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

件
を
超
え
る
管
理
物
件
が
あ
る
が
、
未
収
金
と
し
て
長
期
滞
留
が
発
生
し
て
い
る
の
は

件
の
み
で
あ

る
。

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
所
管
課

中
北
林
務
環
境
事
務
所
（
管
理
・
森
林
利
用
担
当
）

訴
訟
と
な
っ
た
際
の
建
物
収
去
費
用
債
権
に
つ
い
て
は
、
本
庁
の
県
有
林
課
の
所
管
と
な
る
。

・
根
拠
法
令
、
条
文
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

地
方
自
治
法

山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
管
理
条
例

山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
管
理
条
例
施
行
規
則

恩
賜
県
有
財
産
賃
貸
借
契
約
書
約
款

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳
と
電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
の
併
用

紙
台
帳
「
恩
賜
県
有
財
産
賃
貸
借
契
約
書
」

電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
「
恩
賜
県
有
財
産
土
地
管
理
シ
ス
テ
ム
、
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
」

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】
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所所
属属
課課
ごご
とと
のの
決決
算算
情情
報報
等等

①
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
（
公
正
入
札
違
約
金
の
み
）

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
5
8
,
3
4
8
,
9
8
9

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
5
8
,
3
4
8
,
9
8
9

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

3.1.11.
県県
土土
整整
備備
部部

県県
土土
整整
備備
総総
務務
課課

 

・
債
権
の
名
称

公
正
入
札
違
約
金

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
の
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅱ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に
欠

け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
金
額
、
件
数
等
の
管
理
に
お
け
る
正
確
性
（
債
権
金
額
や
件
数
の
正
確
性
を
複
数
職
員
で
チ
ェ

ッ
ク
す
る
体
制
を
組
ん
で
い
る
。
）

ⅱ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等
を

適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
決
算
書
及
び
各
種
資
料
（
公
表
・
非
公
表
）
上
で
の
表
示
の
妥
当
性
（
歳
入
歳
出
決
算
書
等

で
の
適
正
な
表
示
に
は
留
意
し
て
い
る
。
）

・
決
算
情
報
等

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

七
七



③
峡
東
農
務
事
務
所

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
3
0
,
9
6
8
,
2
9
3

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
3
0
,
9
6
8
,
2
9
3

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

②
耕
地
課

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
4
,
6
4
9
,
2
0
1

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
4
,
6
4
9
,
2
0
1

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

七
八



⑤
道
路
管
理
課

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

注
4

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
4
,
7
5
2
,
2
5
7

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
4
,
7
5
2
,
2
5
7

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

④
道
路
整
備
課

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
5
5
,
0
4
5
,
1
5
8

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
5
5
,
0
4
5
,
1
5
8

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

七
九



⑦
都
市
計
画
課
（
公
正
入
札
違
約
金
の
み
）

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
3
,
5
2
2
,
2
2
9

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
3
,
5
2
2
,
2
2
9

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

⑥
治
水
課
（
公
正
入
札
違
約
金
の
み
）

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

注
2
・

3

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

注
4

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

八
〇



⑨
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
9
8
6
,
7
9
7

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
9
8
6
,
7
9
7

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

⑧
峡
東
建
設
事
務
所
（
公
正
入
札
違
約
金
の
み
）

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
6
7
,
3
1
0
,
2
9
6

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
6
7
,
3
1
0
,
2
9
6

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

八
一



公
正
入
札
違
約
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
公
正
入
札
違
約
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

山
梨
県
発
注
の
工
事
に
関
し
、
独
占
禁
止
法
第

条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
、

公
正
取
引
委
員
会
か
ら
平
成

年
度
に
違
反
事
業
者
と
認
定
さ
れ
、
排
除
措
置
命
令
、
課
徴
金
納
付
命

令
を
受
け
た
。

県
は
、
工
事
発
注
に
際
し
て
当
該
事
業
者
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る
建
設
工
事
請
負
契
約
約
款
第

条
で
は
、
独
占
禁
止
法
第

条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
代
金
の

％

（
平
成

年
度
契
約
案
件
に
つ
い
て
は

％
）
を
違
約
金
と
し
て
支
払
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

公
正
取
引
委
員
会
の
課
徴
金
納
付
命
令
が
確
定
し
た
業
者
に
対
し
て
、
違
約
金
の
請
求
を
行
っ
た
。

１
．
業
者
数

社

２
．
違
約
金
額
（
総
額
）

円
（

億
万
円
）

摘
要

事
業
者
数

違
約
金
額
（
円
）

民
事
調
停
（

成
立
）

請
求
中

破
産
、
廃
業
等

納
付
済

合
計

（
出
典
：
県
土
整
備
総
務
課
作
成
資
料
）

（
令
和

年
月
末
現
在
）

注
）
県
民
一
人
当
た
り
：

円
人
（
未
収
残
高
÷
山
梨
県
人
口
）
｛
山
梨
県
人
口

人
（
令
和

年
月

日
現
在
）
｝

⑩
流
域
下
水
道
事
務
所

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
2
,
1
6
7
,
0
0
8

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
2
,
1
6
7
,
0
0
8

公
正
入
札
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

公
正
入
札
違
約
金

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

八
二



・
当
該
公
正
入
札
違
約
金
に
係
る
未
収
債
権
の
発
生
経
緯
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成

年
月

日

公
正
取
引
委
員
会
は
、

年
月

日
〜

年
月

日
の
間
に
土
木

一
式
工
事
の
取
引
分
野
に
お
け
る
独
禁
法
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
、

関
係
各
社
に
対
し
課
徴
金
納
付
等
を
命
じ
た
。

平
成

年
月
～

月
塩
山
地
区

社
、
石
和
地
区

社
が
課
徴
金
納
付
命
令
等
の
取
消
訴
訟
を

提
起
し
た
。

平
成

年
月

塩
山
地
区
業
者
の
審
判
請
求
を
棄
却
す
る
審
決

平
成

年
月

石
和
地
区
業
者
の
審
判
請
求
を
棄
却
す
る
審
決

平
成

年
月
〜
令
和
元

年
月

審
決
を
受
け
た
業
者
の
う
ち
、
多
数
の
者
が
東
京
高
等
裁
判
所
に
対
し
、

審
決
の
取
消
し
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
。
最
終
的
に
最
高
裁
に
お
け
る
上

告
棄
却
を
受
け
、
課
徴
金
納
付
命
令
の
効
力
確
定

平
成

年
月
〜

県
は
、
課
徴
金
納
付
命
令
等
が
確
定
し
た
業
者
に
対
し
て
、
順
次
、
建
設

工
事
請
負
契
約

条
に
基
づ
き
公
正
入
札
違
約
金
の
請
求
・
督
促
を
行
っ

た
。

平
成

年
月
〜
令
和

年
月

課
徴
金
納
付
命
令
等
が
確
定
し
た
業
者
の
一
部
が
民
事
調
停
を
申
し
立
て

た
。
（
最
終
的
に

社
）

令
和

年
月

県
議
会
が
公
正
入
札
違
約
金
の
減
額
を
求
め
る
請
願
を
採
択
し
た
。

・
債
権
の
名
称

公
正
入
札
違
約
金

・
債
権
の
性
質

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

地
方
自
治
法
第

条
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

条
等
、
山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処

分
に
関
す
る
規
則
第

条
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳
と
電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
の
併
用

（
２
）
監
査
手
続

10 山
梨

県
が

塩
山

地
区

を
施

工
場

所
と

し
て

発
注

す
る

土
木

一
式

工
事

の
入

札
談

合
事

件
：

平
成

29年
6月

16日
審

決
に

つ
い

て
公

正
取

引
委

員
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

URL:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170616_1.htm
l 

11 山
梨

県
が

石
和

地
区

を
施

工
場

所
と

し
て

発
注

す
る

土
木

一
式

工
事

の
入

札
談

合
事

件
：

平
成

29年
10月

6日
審

決
に

つ
い

て
公

正
取

引
委

員
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

URL:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/oct/171006_1.htm
l 

・
事
業
者
別
支
払
金
額
等
一
覧
表
（
民
事
調
停
）

図
１

事
業
者
別
支
払
金
額
一
覧
表
（
民
事
調
停
成
立
分
）

（
出
典
：
県
土
整
備
総
務
課
よ
り
提
供
さ
れ
た
資
料
を
一
部
監
査
人
加
工
）

注
）
公
正
入
札
違
約
金
：
契
約
金
額
の

％
ま
た
は

％

年
内
支
払
額
：
実
損
害
額
（
令
和

年
内
支
払
額
）

と
⑵
及
び
⑶
の
差
額
：
地
域
貢
献
（
再
発
防
止
策
、
防
災
・
減
災
対
策
、
雇
用
維
持
等
の
み
に
消

費
）
と
し
て
支
払
う
金
額

事
業

者
別

支
払

金
額

等
一

覧
表

（
単

位
：
円

）

議
案

番
号

事
件

番
号

調
停

の
申

立
人

所
在

市
公

正
入

札
違

約
金

額
（
１

）

年
内

支
払

金
額

（
２

）

分
割

支
払

金
額

（
３

）

分
割

支
払

期
間

最
終

支
払年

（
１
）
と
（
２
）
及
び

（
３
）
の
差
額

第
７

８
号

平
成

3
0
年

(ノ
)第

1
0
1

号
（
株

）
A

甲
州

市
５

年
Ｒ

８

第
７

９
号

平
成

3
1
年

(ノ
)第

4
0
号

（
株

）
B

笛
吹

市
 

５
年

Ｒ
８

第
８

０
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

C
（
株

）
甲

州
市

５
年

Ｒ
８

第
８

１
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

D
（
株

）
甲

州
市

５
年

Ｒ
８

第
８

２
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
株

）
E

甲
州

市
５

年
Ｒ

８

第
８

３
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

F
（
株

）
甲

州
市

５
年

Ｒ
８

第
８

４
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
株

）
G

甲
州

市
５

年
Ｒ

８

第
８

５
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
株

）
H

山
梨

市
 

１
０

年
Ｒ

１
３

第
８

６
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

I（
株

）
甲

州
市

５
年

Ｒ
８

第
８

７
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

J
（
株

）
甲

州
市

５
年

Ｒ
８

第
８

８
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

K
（
株

）
甲

州
市

５
年

Ｒ
８

第
８

９
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
株

）
L

甲
州

市
５

年
Ｒ

８

第
９

０
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

M
（
株

）
山

梨
市

 
５

年
Ｒ

８

第
９

１
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
株

）
N

甲
州

市
５

年
Ｒ

８

第
９

２
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
株

）
O

山
梨

市
 

５
年

Ｒ
８

第
９

３
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
株

）
P

山
梨

市
 

５
年

Ｒ
８

第
９

４
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
株

）
Q

山
梨

市
 

５
年

Ｒ
８

第
９

５
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

（
有

）
R

山
梨

市
 

５
年

Ｒ
８

第
９

６
号

令
和

元
年

(ノ
)第

9
5
号

S
（
株

）
山

梨
市

 
５

年
Ｒ

８

第
９

７
号

令
和

2
年

(ノ
)第

1
9
号

（
株

）
T

笛
吹

市
 

５
年

Ｒ
８

第
９

８
号

令
和

2
年

(ノ
)第

1
9
号

U
（
株

）
笛

吹
市

 
５

年
Ｒ

８

第
９

９
号

令
和

2
年

(ノ
)第

1
9
号

V
（
株

）
笛

吹
市

 
５

年
Ｒ

８

第
１

０
０

号
令

和
2
年

(ノ
)第

1
9
号

（
株

）
W

笛
吹

市
 

５
年

Ｒ
８

第
１

０
１

号
令

和
2
年

(ノ
)第

1
9
号

X
（
株

）
甲

府
市

５
年

Ｒ
８

第
１

０
２

号
令

和
2
年

(ノ
)第

2
2
号

Y
（
株

）
笛

吹
市

 
５

年
Ｒ

８

第
１

０
３

号
令

和
2
年

(ノ
)第

4
5
号

Z
（
株

）
笛

吹
市

 
１

０
年

Ｒ
１

３

２
６

社
合

計
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・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
報
告
書
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
整
備
に
つ
い
て

 

調
停
条
項
（和
解
内
容
）に
、
違
約
金
の
代
替
と
し
て
地
域
貢
献
の
観
点
か
ら
講
じ
ら
れ
た
措
置
が
確

約
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
実
効
性
の
担
保
の
た
め
に
、
県
が
後
日
検
証
可
能
な
内
容
と
し
て
標
準
的
な

報
告
形
式
を
整
え
る
よ
う
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

山
梨
県
の
峡
東
地
域
の
発
注
の
工
事
に
関
し
、
独
占
禁
止
法
第

条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た

と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
平
成

年
度
に

業
者
が
違
反
事
業
者
と
認
定
さ
れ
、
排
除
措
置
命
令
、

課
徴
金
納
付
命
令
を
受
け
た
。
公
正
取
引
委
員
会
の
課
徴
金
納
付
命
令
が
確
定
し
た
業
者
に
対
し
て
、
県
が

当
該
各
会
社
と
交
わ
し
て
い
た
建
設
工
事
請
負
契
約
約
款
第

条
の
条
項
に
基
づ
い
て
違
約
金
の
請
求
を
行

っ
た
。
違
約
金
の
請
求
金
額
は
、
当
初

業
者
に
対
し
て

億
万
円
（
契
約
金
額
の

％
ま
た
は

％
）
に
も
及
ん
だ
。
う
ち
、
最
終
的
に

業
者
は
民
事
調
停
を
申
し
立
て
て
、
果
た
し
て
、
調
停
委
員
会

か
ら
県
と
民
事
調
停
を
申
し
立
て
た
業
者
に
調
停
案
が
提
示
さ
れ
令
和

年
月
に
調
停
が
成
立
し
た
。

調
停
条
項
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

違
約
金
は
、
契
約
金
額
の

％
ま
た
は

％
相
当
と
な
っ
て
お
り
、
総
額
で

億
百
万
円
。
そ
の
う

ち
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
相
当
額
の

億
百
万
円
は
、

年
ま
た
は

年
の
分
割
払
い
と
な
り
、
実
損
害
相
当
額

は
、

億
百
万
円
で
、
一
括
払
い
と
な
る
。
残
り
の

億
百
万
円
（
総
額
の
約

％
）
は
、
再
発
防

止
の
観
点
か
ら
遵
守
す
べ
き

条
件
と
、
地
域
貢
献
の
観
点
か
ら
ア
〜
エ
ま
で
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
確

約
さ
れ
て
い
る

。
ち
な
み
に
、
実
損
害
は
、
以
下
の
と
お
り
談
合
に
よ
り
県
が
被
っ
た
損
害
額
と
な
っ
て
い

る
。

12 再
発

防
止

の
観

点
か

ら
遵

守
す

べ
き

3条
件

及
び

地
域

貢
献

の
観

点
か

ら
実

施
す

べ
き

４
つ

（
ア

～
エ

）
の

措
置

に
つ

い
て

は
、

次
々

項
「

調
停

条
項

の
内

容
」

を
参

照
。
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地
域
貢
献
の
観
点
か
ら
の
措
置
は
、
①
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
こ
と
の
な
い
自
発
的
再
発
防
止
策
、
②
峡

東
地
域
に
お
い
て
防
災
減
災
に
資
す
る
自
発
的
な
対
策
、
③
雇
用
の
維
持
及
び
確
保
並
び
に
事
業
の
高
度
化

及
び
効
率
化
へ
の
積
極
的
な
投
資
の

点
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら

点
の
た
め
に
消
費
さ
れ
る

こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
金
額
的
な
要
件
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
と
て
も
、
曖
昧
な
措
置
内
容
と
言
わ
ざ
る
を

得
ず
、
提
出
さ
れ
る
報
告
書
に
ど
れ
ほ
ど
の
内
容
を
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
の
か
が
、
不
明
瞭
で
あ
る
。
提

出
さ
れ
る
事
業
者
ご
と
に
、
あ
る
程
度
の
内
容
の
ば
ら
つ
き
は
容
認
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
談
合
を
し
て
も

違
約
金
は
実
質
払
わ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
前
例
を
作
っ
て
は
、
許
さ
れ
な
い
。
報
告
書
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

を
あ
る
程
度
詳
細
に
取
り
決
め
、
第
三
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
や
、
数
値
的
な
根
拠
と
な
る
証
憑
の
提
出
も
求

め
る
な
ど
、
措
置
の
実
効
性
が
十
分
に
図
ら
れ
る
よ
う
県
が
後
日
検
証
可
能
な
内
容
と
し
て
標
準
的
な
報
告

形
式
を
整
え
る
よ
う
要
望
す
る
。

 【意
見
事
項
】
報
告
内
容
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ズ
に
つ
い
て

 

調
停
条
項
（和
解
内
容
）に
、
違
約
金
の
代
替
と
し
て
地
域
貢
献
の
観
点
か
ら
講
じ
ら
れ
た
措
置
が
確

約
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
実
効
性
の
担
保
の
た
め
に
、
当
該
報
告
内
容
を
県
民
に
広
く
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ズ
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

前
述
の
と
お
り

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

前
述
と
同
様
に
、
問
題
点
は
、
違
約
金
の

％
を
占
め
る

億
百
万
円
が
、
地
域
貢
献
の
観
点
か
ら

の
措
置
の
確
約
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
実
効
性
の
担
保
が
十
分
図
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
措
置
状

況
は
、
年

回
、
県
に
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
が
、
県
に
よ
り
後
日
検
証
可
能
な

内
容
と
し
て
県
の
指
定
す
る
標
準
的
な
報
告
形
式
を
整
え
て
い
た
と
し
て
も
、
事
業
者
に
よ
っ
て
そ
の
報
告

内
容
、
数
値
根
拠
、
情
報
量
等
ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
措
置
の
内
容
は
、
事
業
者
の

地
域
へ
の
防
災
・
減
災
へ
の
対
策
に
資
す
る
取
り
組
み
・
地
元
住
民
に
対
す
る
雇
用
の
維
持
確
保
な
ど
、
地

域
住
民
や
地
域
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
還
元
策
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
る

と
、
事
業
者
が
実
施
し
た
措
置
状
況
の
報
告
書
を
、
県
民
に
広
く
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ズ
す
る
こ
と
が
重
要
と
考

え
る
。
こ
れ
を
も
と
に
、
県
民
か
ら
特
に
地
域
住
民
か
ら
広
く
意
見
を
徴
収
し
、
各
事
業
者
に
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
す
る
こ
と
が
措
置
の
実
効
性
を
担
保
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
担
当
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

内
容
に
よ
る
と
県
で
は
報
告
内
容
を
公
表
予
定
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
実
効
性
の
担
保
の
た
め

に
、
当
該
報
告
内
容
を
県
民
に
広
く
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ズ
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

問
題
点
は
、
違
約
金
の

％
を
占
め
る

億
百
万
円
が
、
地
域
貢
献
の
観
点
か
ら
の
措
置
の
確
約
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
実
効
性
の
担
保
が
十
分
図
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
事
業
者
は
、
措
置
の
実
施
状
況
を

分
割
納
付
の
期
間
、
年

回
、
県
に
報
告
す
る
こ
と
を
確
約
し
て
い
る
が
、
県
と
事
業
者
で
合
意
さ
れ
た
フ

ォ
ー
マ
ッ
ト
（
県
で
は
参
考
様
式
と
し
て
示
し
て
い
る
）
も
な
く
、
事
業
者
の
自
主
性
に
任
さ
れ
て
い
る
。
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梨
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な
お
、
徴
収
停
止
処
分
を
実
施
す
る
際
に
は
、
当
該
債
権
に
つ
い
て
、
「
徴
収
停
止
調
査
調
書
（
様
式

）
を
作
成
の
う
え
、
総
務
部
長
及
び
会
計
管
理
者
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
財
務
規
則
第

条
第

項
第

号
）
。
」
が
必
要
と
な
る
。

 【意
見
事
項
】
事
業
者
の
決
算
書
等
財
政
状
態
の
適
時
把
握
に
つ
い
て

 

分
割
納
付
に
お
い
て
そ
の
回
収
実
現
性
を
高
め
る
た
め
の
施
策
と
し
て
、
当
該
事
業
者
の
財
産
の
状

況
（土
地
・建
物
）、
会
社
の
決
算
書
等
財
政
状
況
が
適
時
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き
こ
と
を

要
望
す
る
。 

【
現
状
】

上
述
の
と
お
り
、
峡
東
地
域
公
正
入
札
違
約
金
に
つ
い
て
、

社
億

百
万
円
に
つ
い
て
は
、
民
事

調
停
で
和
解
が
成
立
し
て
い
る
。
違
約
金
の
う
ち
一
時
金
で
支
払
わ
れ
た
実
損
害
部
分
は
、

億
百
万
円

分
割
払
い
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
相
当
金
額
（
契
約
金
額
の

％
）
が
、

億
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ペ
ナ

ル
テ
ィ
相
当
額
は
、

年
も
し
く
は

年
の
期
間
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

こ
の

社
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
相
当
額
は
、
分
割
払
い
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
分
割
で
回
収
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
分
回
収
で
き
な
い
リ
ス
ク
が
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。
事
業
者
と
県
と
の
間
の
調
停
条
項

に
お
い
て
は
、
回
収
の
実
現
に
向
け
た
担
保
の
設
定
な
ど
の
取
り
決
め
が
な
い
た
め
、
独
占
禁
止
法
に
違
反

し
た
事
業
者
に
対
し
て
性
善
説
に
立
ち
、
粛
々
と
回
収
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
と
も
と
、
峡
東
地
域
公
正
入

札
違
約
金
の
総
額
が

億
百
万
円
の
う
ち
、
破
産
や
事
業
廃
止
に
よ
り
、
回
収
不
能
及
び
回
収
不
能
と

予
想
さ
れ
る
違
約
金
は
、

社
億

百
万
に
上
り
、
調
停
合
意
し
た
事
業
者
の
違
約
金
に
関
し
て
も
回
収

不
能
の
リ
ス
ク
は
そ
れ
な
り
に
高
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
当
該
事
業
者
の
財
産
の
状
況

（
土
地
・
建
物
）
の
調
査
、
会
社
の
決
算
の
状
況
等
が
適
時
に
把
握
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
問
題
で
あ
る
。
当

該
違
約
金
は
、
私
債
権
で
あ
り
、
財
産
調
査
や
徴
税
機
関
へ
の
調
査
等
の
権
限
の
あ
る
公
債
権
と
違
っ
て
、

財
産
調
査
や
徴
税
機
関
に
対
し
て
も
調
査
の
権
限
が
な
い
。

そ
こ
で
、
分
割
納
付
に
お
い
て
そ
の
回
収
実
現
性
を
高
め
る
た
め
の
施
策
と
し
て
、
当
該
事
業
者
に
協
力

を
求
め
、
当
該
事
業
者
の
財
産
の
状
況
（
土
地
・
建
物
）
、
会
社
の
決
算
書
等
財
政
状
況
が
適
時
に
把
握
で

き
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き
こ
と
を
要
望
す
る
。

 【意
見
事
項
】
徴
収
停
止
処
分
の
検
討
に
つ
い
て

 

民
事
調
停
を
し
て
い
な
い
事
案
の
中
に
、
自
治
法
施
行
令
及
び
債
権
回
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
定
め
に
基
づ

き
、
徴
収
停
止
処
分
を
検
討
す
べ
き
事
案
が
あ
り
、
停
止
処
分
の
検
討
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

当
該
峡
東
地
域
の
公
正
入
札
違
約
金
の
事
業
者
は
、
納
付
済
の
業
者
を
除
き

社
（
令
和

年
月
現

在
）
と
な
り
、
民
事
調
停
し
て
い
な
い
も
の
が

社
あ
り
、
そ
の
う
ち
破
産
、
廃
業
等
が
、

社
億

百

万
円
、
請
求
中
が
、

社
百
万
円
、
民
事
調
停
成
立
し
た
も
の
は
、

社
億

百
万
円
と
な
っ
て
い

る
。上
記
、
破
産
、
廃
業
等
の

社
の
う
ち

社
（
以
下
「

社
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、

億
百
万
円
の
公

正
入
札
違
約
金
が
存
在
し
て
お
り
、
建
設
業
は
廃
止
し
て
い
る
が
、
納
付
状
況
は
対
応
中
と
な
っ
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

社
に
対
す
る
延
滞
債
権
管
理
簿
（
強
制
債
権
に
関
す
る
も
の
で
当
該
私
債
権
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
）

を
参
照
す
る
と
、
現
地
調
査
等
に
よ
っ
て

社
は
実
質
的
に
倒
産
し
て
お
り
、
当
該
法
人
で
あ
る
債
務
者
が

事
業
を
廃
止
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
令
和

年
月
改
正
）

徴
収
停
止
、
履
行
延
期
、
免
除

⑴
徴
収
停
止
に
は
、

「
履
行
期
限
後
相
当
の
期
間
を
経
過
し
て
も
な
お
、
完
全
に
履
行
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
実

態
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
こ
れ
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
以
後
保
全
及
び
取
り
立
て
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

保
全
及
び
取
り
立
て
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第

条
の

）
。

ア
法
人
で
あ
る
債
務
者
が
事
業
を
休
止
し
た
場
合

法
人
で
あ
る
債
務
者
が
そ
の
事
業
を
休
止
し
、
将
来
そ
の
事
業
を
再
開
す
る
見
込
み
が
全
く
な
く
、

か
つ
、
差
し
押
さ
え
る
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
の
費
用
を
超
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
」
と
あ

り
、
こ
の

社
は
事
業
を
休
止
し
た
状
態
で
あ
る
の
で
、
当
該
規
定
に
基
づ
き
、
徴
収
停
止
を
検
討
す

べ
き
も
の
と
考
え
る
。
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～
万
円
以
上
の
全
て
の
工
事
に
つ
い
て
実
施
）

・
電
子
入
札
の
導
入
（

～
、
順
次
対
象
を
拡
大
し

～
完
全
実
施
）

・
入
札
時
に
提
出
さ
れ
る
工
事
費
内
訳
書
の
確
認
時
に
談
合
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、

談
合
情
報
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
り
対
応
（

～
）

・
工
事
の
契
約
約
款
へ
の
契
約
解
除
条
項
及
び
違
約
金
条
項
の
新
設
（

～
）
及
び

違
約
金
の
率
の
引
き
上
げ
（

～
）

・
指
名
停
止
措
置
期
間
の
拡
大
（

～
）

と
い
っ
た
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

今
回
、
公
正
入
札
違
約
金
が
発
生
し
た
事
案
は
、

年
月

日
〜

年
月

日
の
間
の
土
木
一
式

工
事
の
取
引
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
県
の
多
く
の
談
合
防
止
策
が
な
さ
れ
た
後
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

公
正
取
引
委
員
会
の
調
査
に
よ
り
、
事
業
者
の
独
占
禁
止
法
違
反
が
判
明
し
、
そ
れ
に
よ
り
約

億
円
と

多
額
に
上
る
公
正
入
札
違
約
金
が
発
生
し
た
当
該
事
案
に
つ
い
て
、
発
生
し
た
経
緯
を
、
会
社
別
、
入
札
案

件
別
に
詳
細
に
実
施
し
た
当
時
の
調
査
分
析
に
関
す
る
書
類
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。

ま
た
、
事
件
後
、
平
成

年
と
平
成

年
に
、
建
設
業
協
会
と
入
札
参
加
資
格
者
に
対
し
て
、
独
占
禁
止
法

等
の
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
よ
う
指
導
・
要
請
は
行
っ
た
が
、
長
期
的
な
業
者
に
対
す
る
、
県
主
導
に
よ
る

積
極
的
な
倫
理
教
育
を
行
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

事
案
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
入
札
制

度
等
の
改
善
す
べ
き
点
を
把
握
し
、
よ
り
適
正
な
入
札
制
度
と
な
る
よ
う
改
善
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
談
合

再
発
防
止
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
事
案
も
含
め
、
今
後
同
様
の
事
案
が
生
じ
た
際
に
は
、
調
査
分
析
を
行
い
、
再
発
防
止

の
施
策
の
策
定
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
長
期
的
な
業
者
に
対
す
る
県
主
導
に
よ
る
積
極
的
な
倫
理
教

育
が
な
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

最
終
的
に
は
、
調
停
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
調
停
成
立
調
書
を
債
務
名
義
と
し
て
強
制
執
行
が
可
能

で
あ
る
た
め
、
債
務
不
履
行
に
よ
り
回
収
が
滞
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
執
行
裁
判
所
を
通
じ
た

財
産
開
示
手
続
の
申
立
て
（
民
事
執
行
法
第

条
以
下
）
に
よ
り
、
債
務
者
の
財
産
（
預
貯
金
等
債
権

（
同
法
第

条
）
や
土
地
建
物
に
関
す
る
情
報
（
同
法
第

条
）
な
ど
）
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
な

る
。

 【意
見
事
項
】
発
生
経
緯
の
詳
細
な
調
査
分
析
及
び
入
札
制
度
の
改
善

/不
正
防
止
施
策

に
つ
い
て

 

今
回
の
公
正
入
札
違
約
金
の
発
生
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
発
生
し
た
経
緯
を
、
会
社
別
、
入
札
案
件
別

に
詳
細
に
実
施
し
た
当
時
の
調
査
分
析
に
関
す
る
書
類
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
事
案
の
分
析
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
入
札
制
度
等
の
改
善
す
べ
き
点
を
把
握
し
、
よ
り
適
正
な
入
札
制
度
と
な
る
よ
う
改

善
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
談
合
再
発
防
止
に
資
す
る
と
考
え
る
。 

こ
の
た
め
、
当
該
事
案
も
含
め
、
今
後
同
様
の
事
案
が
生
じ
た
際
に
は
、
調
査
分
析
を
行
い
、
再
発
防

止
の
施
策
の
策
定
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。 ま
た
、
長
期
的
な
業
者
に
対
す
る
県
主
導
に
よ
る

積
極
的
な
倫
理
教
育
が
な
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

当
該
公
正
入
札
違
約
金
が
発
生
し
た
経
緯
は
、
前
述
の
と
お
り
、
公
正
取
引
委
員
会
が
、
山
梨
県
が
峡
東

地
域
を
施
工
場
所
と
し
て
発
注
す
る
土
木
一
式
工
事
の
入
札
参
加
者
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
の
規
定
に
基
づ

い
て
審
査
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
塩
山
地
区
特
定
土
木
一
式
工
事
及
び
石
和
地
区
特
定
土
木
一
式
工
事
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
法
第

条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
平
成

年
月

日
、

同
法
第

条
第

項
の
規
定
に
基
づ
く
排
除
措
置
命
令
及
び
同
法
第

条
の

第
項
の
規
定
に
基
づ
く
課
徴

金
納
付
命
令
を
行
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
そ
れ
に
よ
り
県
が
当
該
事
業
者
と
交
わ
し
て
い
た
建
設
工
事
請

負
契
約
約
款
第

条
に
基
づ
き
公
正
入
札
違
約
金
の
請
求
・
督
促
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

県
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
談
合
防
止
策
と
し
て

・
工
事
発
注
の
見
通
し
の
公
表
（

～
）

・
一
般
競
争
入
札
の
範
囲
の
拡
大
（

～
試
行
、

～
本
格
実
施
、
順
次
対
象
を
拡
大
し
、
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・
債
権
年
齢
調
べ

１
．
行
政
代
執
行
費
用
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
行
政
代
執
行
費
用
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

環
境
整
備
課
を
所
管
課
と
す
る
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
違
反
に
よ
る
行
政
代
執
行
法

に
も
と
づ
く
費
用
請
求
の
う
ち
、
収
入
未
済
と
な
っ
て
い
る
事
案
が
令
和

年
度
末
に
お
い
て

件
存
在
す

る
。
う
ち

件
は
納
付
命
令
額
が
完
納
さ
れ
て
お
り
現
在
は
延
滞
金
の
み
請
求
し
て
い
る
。

な
お
山
梨
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
・
不
適
正
処
分
に
係
る
行
政
代
執

行
費
用
を
債
権
と
し
て
調
定
し
た
事
案
は
な
い
。
（
こ
の
た
め
、
不
納
欠
損
処
理
し
た
実
績
は
な
い
。
）

事
案
①

北
杜
市
須
玉
町
地
内
の
産
業
廃
棄
物
不
適
正
処
理
事
案
に
か
か
る
行
政
代
執
行
費
用

平
成

年
月
か
ら

年
月
ま
で
の
間
、
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
が
な
い

社
（
北
杜
市
須
玉

町
）
が
、

社
（
静
岡
県
島
田
市
）
か
ら
下
水
道
汚
泥
等
に
廃
石
膏
ボ
ー
ド
を
混
合
し
た
産
業
廃
棄
物
の
処
分

委
託
を
受
け
、
須
玉
町
内
の

か
所
に
野
積
・
放
置
し
た
も
の
。

県
の
調
査
よ
り
当
該
廃
棄
物
内
部
で

を
超
え
る
硫
化
水
素
の
発
生
が
確
認
。
人
体
に
影
響
を
与

え
る
基
準
値
を
遥
か
に
超
え
る
量
で
あ
る
。

平
成

年
月

，
両
法
人
及
び
そ
の
代
表
者
に
対
し
、
当
該
廃
棄
物
の
全
量
撤
去
の
措
置
命

令
を
発
出

平
成

年
月

社
へ
廃
石
膏
ボ
ー
ド
粉
を
引
き
渡
し
て
い
た

社
（
静
岡
県
島
田
市
）
及
び

業
務
責
任
者
に
対
し
、
ボ
ー
ド
粉
量
に
相
当
す
る
量
の
撤
去
の
措
置
命
令
を
発

出

平
成

年
月

撤
去
作
業
が
進
ま
な
い
た
め
、
県
に
よ
る
行
政
代
執
行
を
視
野
に
、
県
が
対
策

工
事
を
実
施
す
る
場
合
の
「
対
策
技
術
検
討
委
員
会
」
を
設
置

平
成

年
月

対
策
技
術
検
討
委
員
会
に
て
、
行
政
代
執
行
に
よ
る
対
策
工
事
と
し
て
「
セ
メ

ン
ト
安
定
化
工
法
」
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
滞
納
に
係
る
年
齢
（
発
生
年
度
）
別
の
滞
納
件
数
及
び
滞
納
額
の
内
訳
】

件
数

構
成
割

合
滞
納

額
構
成

割
合

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～
2
年
以
内

2
年

超
～
3
年
以
内

3
年

超
～
4
年
以
内

4
年

超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　

計

滞
納
件
数

（
件
、

％
）

滞
納
金
額
（
円

、
％
）

債
権

名
称

行
政

代
執

行
費

用

滞
納

年
齢

3.1.12.
環環
境境
・・
エエ
ネネ
ルル
ギギ
ーー
部部

環環
境境
整整
備備
課課

 

・
債
権
の
名
称

産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
・
不
適
正
処
分
に
係
る
行
政
代
執
行
費
用
に
関
す
る
債
権

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に

未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に
欠

け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
金
額
、
件
数
等
の
管
理
に
お
け
る
正
確
性
（
債
権
金
額
や
件
数
の
正
確
性
を
複
数
職
員
で
チ
ェ

ッ
ク
す
る
体
制
を
組
ん
で
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
評
価
（
回
収
可
能
性
等
）
の
妥
当
性
（
債
権
の
性
質
に
応
じ
て
、
財
産
調
査
や
滞
納
処
分
等

の
強
制
徴
収
に
よ
る
回
収
可
能
性
を
適
切
に
評
価
し
て
い
る
か
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
1
,
2
9
2
,
2
4
3

△
1
,
1
4
6
,
0
0
0

△
4
1
2
,
4
1
5

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

△
1
,
1
6
8
,
2
4
3

　
滞
納
繰
越
分

△
1
2
4
,
0
0
0

△
1
,
1
4
6
,
0
0
0

△
4
1
2
,
4
1
5

行
政
代
執
行
費
用
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平
成

年
月

被
命
令
者
に
納
付
命
令

平
成

年
月

督
促
状
送
付

令
和

年
度
末
現
在
の
未
収
残
高

代
執
行
費
用
納
付
命
令

納
付
命
令
額

徴
収
額

未
収
金
額

法
人
及
び
元
代
表
者

円
円

円

事
案
④

上
九
一
色
村
硫
酸
ピ
ッ
チ
不
法
投
棄

行
政
代
執
行
費
用
の
延
滞
金

旧
上
九
一
色
村
の
富
士
ヶ
嶺
地
内
及
び
静
岡
県
富
士
宮
市
に
硫
酸
ピ
ッ
チ
入
り
ド
ラ
ム
缶
が
不
法
投
棄
さ

れ
た
事
案
。
投
棄
し
た

名
が
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
後
収
集
・
運
搬
を
行
っ
た
者
や
仲
介
業
者
、
排
出
事
業
者

も
次
々
と
特
定
さ
れ
逮
捕
さ
れ
た
。

平
成

年
月

不
法
投
棄
し
た

名
に
撤
去
命
令

特
定
で
き
て
い
な
い
排
出
事
業
者
等
に
公
告
に
よ
る
撤
去
命
令

平
成

年
月

行
政
代
執
行
に
よ
る
撤
去
工
事
着
手

平
成

年
月

工
事
完
了

平
成

年
月

不
法
投
棄
実
行
者

名
、
仲
介
業
者

社
名
に
納
付
命
令

平
成

年
月

そ
の
後
判
明
し
た
排
出
事
業
者
及
び
仲
介
業
者
に
納
付
命
令

平
成

年
月

完
納

平
成

年
月

延
滞
金
調
定

平
成

年
月

延
滞
金
納
付
通
知

延
滞
金
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
連
帯
債
務
者
に
つ
い
て
債
務
承
認
及
び
分

納
誓
約
書
に
も
と
づ
き
分
納
し
て
い
る
。

令
和

年
度
末
現
在
の
未
収
残
高

代
執
行
費
用
納
付
命
令

納
付
命
令
額

徴
収
額

未
収
金
額

第
回
納
付
命
令
分

者
円

円
円

第
回
納
付
命
令
分

者
円

第
回
納
付
命
令
者
が
第

回
納
付
命
令
前
に

円
納
付
し
て
い
る
た
め
金
額
が
異
な
る
。

延
滞
金

請
求
金
額

徴
収
額

未
収
金
額

第
回
納
付
命
令
分

者
円

円
円

第
回
納
付
命
令
分

者
円

※
延
滞
金
の
利
率

納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
金
額
が
百
円
以
上
で
あ
る
と
き
は
当
該

金
額
に
つ
き
、
年

％
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
を
加
算
し
て
徴
収
す
る
。

（
山
梨
県
分
担
金
そ
の
他
の
歳
入
金
の
延
滞
金
徴
収
条
例
第

条
第

項
）

・
債
権
の
性
質

強
制
徴
収
公
債
権

平
成

年
月

行
政
代
執
行
に
よ
る
工
事
着
手

令
和

年
月

工
事
完
了

令
和

年
月

被
命
令
者
に
代
執
行
費
用
に
係
る
納
付
命
令
を
交
付

※

令
和

年
月

納
付
命
令
を
し
た

者
へ
督
促
状
送
付

※
措
置
命
令
を
し
た
以
下
各
者
（
法
人
及
び
そ
の
代
表
者
ま
た
は
責
任
者
）
に
請
求

廃
棄
物
処
分
業
者

、
処
分
委
託
業
者

、
委
託
業
者
の
協
力
者

（
不
真
正
連
帯
債
務
）

な
お

社
の
代
表
者
は
措
置
命
令
を
し
て
い
る
が
納
付
命
令
時
死
亡
の
た
め
請
求
せ
ず

令
和

年
度
末
現
在
の
未
収
残
高

代
執
行
費
用
納
付
命
令

納
付
命
令
額

徴
収
額

未
収
金
額

法
人

及
び
代
表
者

法
人

円
円

円

法
人

及
び
責
任
者

※

円

※
委
託
業
者
の
協
力
者

に
つ
い
て
は
責
任
部
分
に
該
当
す
る
金
額
の
み
請
求

事
案
②

大
月
市
内
の
不
法
投
棄
に
係
る
生
活
環
境
支
障
除
去
に
要
し
た
行
政
代
執
行
費
用

大
月
市
猿
橋
町
藤
崎
地
内
の
土
地
に
、
解
体
に
伴
う
建
設
廃
材
等
の
溜
め
込
み
や
、
農
地
に
廃
棄
物
を
積

み
上
げ
て
混
ぜ
込
む
不
適
正
保
管
・
放
置
を
お
こ
な
っ
て
い
た
も
の
。

平
成

年
月

法
人
と
代
表
者
に
措
置
命
令

平
成

年
月

行
政
代
執
行
に
よ
る
撤
去
工
事
着
手

平
成

年
月

工
事
完
了

平
成

年
月

代
表
者
に
納
付
命
令

平
成

年
月

代
表
者
へ
督
促
状
送
付

令
和

年
度
末
現
在
の
未
収
残
高

代
執
行
費
用
納
付
命
令

納
付
命
令
額

徴
収
額

未
収
金
額

代
表
者

円
円

円

事
案
③

北
杜
市
須
玉
町
日
向
処
分
場
支
障
除
去
等
行
政
代
執
行
費
用

北
杜
市
須
玉
町
日
向
地
区
内
に
設
置
許
可
を
要
し
な
い
小
規
模
な
自
社
埋
立
処
分
場
を
設
置
し
た
法
人
に

つ
い
て
、
平
成

年
月
の
県
の
現
地
調
査
で
、
処
分
場
の
面
積
超
過
と
埋
立
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物

の
埋
立
を
確
認
し
た
。

平
成

年
月

法
人
と
元
代
表
者
に
措
置
命
令

平
成

年
月

行
政
代
執
行
に
よ
る
撤
去
工
事
着
手

平
成

年
月

工
事
完
了

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

八
九



通
常
、
空
き
家
の
行
政
代
執
行
費
用
請
求
や
固
定
資
産
税
の
賦
課
請
求
が
義
務
者
の
相
続
人
に
発
せ
ら

れ
る
こ
と
と
の
整
合
性
が
不
明
確
で
あ
る
。

納
付
義
務
者
の
死
亡
後
の
請
求
に
関
し
て
は
、
下
記
の
よ
う
な
考
え
方
で
整
理
で
き
る
。

（
自
治
体
法
務
研
究

・
冬
（
Ｐ
８
６
）
自
治
体
職
員
の
た
め
の
政
策
法
務
入
門
「
行
政
代
執
行
費
用

の
徴
収
手
続
②
」

よ
り
抜
粋
）

納
付
命
令
を
発
す
る
前
に
義
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
（
略
）
、
代
執
行
費
用
の
徴
収
手
続
き
に
つ
い
て

は
特
別
の
定
め
が
あ
り
ま
す
。

特
別
の
定
め
と
は
、
地
方
自
治
法
第

条
の

第
項
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
地
方
税

法
第

条
で
す
。
同
条
は
、
被
相
続
人
に
課
さ
れ
る
べ
き
（
略
）
徴
収
金
は
、
相
続
人
が
そ
の
納
付
義
務

を
承
継
す
る
と
定
め
て
い
ま
す
。

（
略
）
「
被
相
続
人
に
課
さ
れ
る
べ
き
徴
収
金
」
と
は
、
相
続
開
始
時
に
お
い
て
、
被
相
続
人
に
お
い
て

既
に
抽
象
的
に
は
納
付
義
務
は
成
立
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
納
付
命
令
に
よ
り
納
付
義
務
が
具
体
的
に
確

定
し
て
い
な
い
も
の
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

（
相
続
に
よ
る
納
税
義
務
の
承
継
）

地
方
税
法
第

条

相
続
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
相
続
人
又
は
民
法
第

条
の
法
人
は
、
被
相
続
人
に
課
さ
れ
る
べ

き
、
又
は
被
相
続
人
が
納
付
し
、
若
し
く
は
納
入
す
べ
き
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
納
付
義
務
承
継
通
知
書
を
納
付
通
知
と
と
も
に
相
続
人
に
送
付
し
、
債
務
承
継
や
相
続
放

棄
、
限
定
承
認
の
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

当
事
案
に
関
し
て
、
既
に
納
付
通
知
を
し
た
個
人
の
債
務
者

に
今
後
相
続
が
発
生
し
た
場
合
、
相
続

放
棄
を
し
な
い
限
り
そ
の
相
続
人
に
請
求
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
ｂ
相
続
人
に
請
求
さ
れ
な
い
こ
と
は
公
平
性

を
欠
く
。

２
．
事
案
②
に
つ
い
て
、
廃
掃
法
に
基
づ
く
措
置
命
令
は
法
人
と
そ
の
代
表
者
に
発
し
て
い
る
が
、
納
付
命

令
は
代
表
者
個
人
に
の
み
送
付
し
て
い
る
。

当
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
「
同
社
は
現
在
事
実
上
営
業
実
態
が
な
く
、
構
成
員
た
る
株
主
及
び
社
員
が
〇

〇
（
個
人
名
）
一
人
し
か
存
在
し
な
い
い
わ
ゆ
る
一
人
会
社
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
こ
の

法
人
格
否
認
の
法
理
に
基
づ
く
解
釈
は
、
債
権
者
で
あ
る
県
に
と
っ
て
は
利
点
が
な
い
。
法
人
と
個
人
は

あ
く
ま
で
別
人
格
で
あ
り
、
廃
掃
法
に
基
づ
く
処
分
者
と
し
て
措
置
命
令
を
し
て
い
る
者
を
納
付
義
務
者

と
し
て
い
な
い
場
合
、
仮
に
財
産
調
査
で
法
人
に
財
産
が
発
見
さ
れ
て
も
原
則
と
し
て
は
滞
納
処
分
で
き

な
く
な
る
。
措
置
命
令
を
し
た
者
に
敢
え
て
納
付
命
令
を
出
さ
な
い
メ
リ
ッ
ト
が
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た

広
義
の
一
人
会
社
は
法
人
の

割
以
上
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
、
他
の
納
付
命
令
者
に
抗
弁
の
余
地
を
与

え
る
こ
と
に
な
る
。

・
根
拠
法
令
、
条
文
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

地
方
自
治
法

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

行
政
代
執
行
法

国
税
徴
収
法

山
梨
県
分
担
金
そ
の
他
の
歳
入
金
の
延
滞
金
徴
収
条
例

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

徴
収
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
山
梨
県
総
合
県
税
事
務
所
）

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

エ
ク
セ
ル
表
（
債
務
者
個
票
、
納
付
状
況
一
覧
）

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
納
付
義
務
者
を
特
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化
に
つ
い
て

 

行
政
代
執
行
費
用
に
関
す
る
債
務
者
（納
付
義
務
者
）を
特
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
法
的
根
拠
と
と
も

に
管
理
資
料
上
で
明
確
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

【
現
状
】

１
．
事
案
①
に
つ
い
て
、
法
人

及
び
代
表
者

に
措
置
命
令
を
し
て
い
る
が
、
代
表
者

に
対
し
て
は
、

納
付
命
令
前
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
納
付
命
令
を
し
て
い
な
い
。
代
表
者

は
措
置
命
令
の
履

行
期
限
後
に
死
亡
し
て
お
り
、
期
限
ま
で
に
履
行
を
し
な
か
っ
た
時
点
で
納
付
義
務
者
た
り
う
る
。
こ
の

解
釈
で
は
納
税
義
務
者
た
る

の
相
続
人
へ
の
請
求
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
代
表
者
の
相
続
人
に
請
求

し
な
い
事
の
法
的
根
拠
が
明
確
で
な
い
。
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 【意
見
事
項
】
国
税
徴
収
法
に
基
づ
く
官
公
署
へ
の
継
続
的
な
協
力
要
請
及
び
県
税
事
務

所
と
の
情
報
共
有
に
つ
い
て

 

行
政
代
執
行
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
財
産
調
査
に
関
し
て
国
税
徴
収
法
に
も
と
づ

き
税
務
署
を
は
じ
め
と
し
た
官
公
署
へ
の
協
力
を
引
き
続
き
要
請
す
る
と
と
も
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は

県
税
事
務
所
と
の
情
報
共
有
を
試
み
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

【
現
状
】

行
政
代
執
行
に
要
し
た
費
用
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
行

政
代
執
行
法
第

条
）
。
そ
し
て
当
該
債
権
は
強
制
徴
収
可
能
な
公
債
権
で
あ
り
、
徴
税
機
関
へ
の
調
査
権

限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
国
税
徴
収
法
第

条
の

）
。

債
務
者
で
あ
る
法
人
や
個
人
の
み
で
な
く
、
債
務
者
の
実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
関
連
会
社
等
に
関
し
て

も
、
決
算
書
や
帳
簿
の
閲
覧
等
に
よ
り
、
債
権
債
務
の
有
無
を
調
査
し
た
結
果
滞
納
処
分
の
対
象
と
で
き
る

財
産
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
現
状
で
は
債
務
者
を
所
管
す
る
甲
府
税
務
署
が
、
帳
簿
等
の
情
報
に
つ
い
て
個
人
情
報
を
理
由
に
協

力
要
請
を
拒
否
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

（
官
公
署
等
へ
の
協
力
要
請
）

国
税
徴
収
法
第

条
の

徴
収
職
員
は
、
滞
納
処
分
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
官
公
署
又
は
政
府
関
係
機
関

に
、
当
該
調
査
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
閲
覧
又
は
提
供
そ
の
他
の
協
力
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

本
件
債
権
は
「
国
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
」
で
あ
る
か
ら
、
国
税
の

滞
納
と
重
要
性
を
異
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
徴
収
を
確
実
に
確
保
す
る
観
点
か
ら
は
国
税
当
局
の
協
力

が
有
効
で
あ
る
。
債
務
者
の
悪
質
性
も
高
い
重
大
案
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
公
署
協
力
要
請
に
対
し
て
国

税
当
局
が
協
力
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
管
轄
の
甲
府
税
務
署
は
、
国
税
徴
収
法
第

条

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
情
報
提
供
を
拒
否
す
る
理
由
を
、
法
的
根
拠
を
も
と
に
明
確
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
甲
府
税
務
署
の
電
話
回
答
に
よ
る
と
「
地
方
税
の
賦
課
徴
収
に
係
る
こ
と
に
つ
い

て
の
み
（
帳
簿
書
類
の
）
閲
覧
複
写
を
認
め
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
債
務
者
に
県
税
の
滞

納
が
あ
る
場
合
は
、
県
税
事
務
所
と
し
て
甲
府
税
務
署
に
閲
覧
複
写
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

県
税
事
務
所
が
入
手
し
た
当
該
情
報
に
つ
い
て
は
本
件
債
権
管
理
課
に
お
い
て
そ
の
共
有
が
可
能
で
あ
る

と
解
す
る
。
山
梨
県
に
お
い
て
は
、
担
当
課
を
超
え
て
の
債
務
者
情
報
の
共
有
に
関
す
る
条
例
が
存
在
し
な

い
が
、
下
記
を
参
照
す
る
限
り
債
務
者
情
報
の
共
有
は
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

こ
の
よ
う
な
行
政
代
執
行
費
用
の
納
付
命
令
を
出
す
べ
き
債
務
者
の
特
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
管
理
資

料
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
、
法
的
根
拠
や
解
釈
資
料
と
と
も
に
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

義
務
者
を
特
定
し
て
適
切
に
請
求
で
き
る
法
的
根
拠
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
本
来
納
付
命
令
を
出
し
て

負
担
さ
せ
る
べ
き
対
象
を
明
確
に
し
て
公
平
な
請
求
に
つ
な
が
る
。

 【意
見
事
項
】
弁
護
士
の
利
用
に
よ
る
通
話
記
録
調
査
の
検
討
に
つ
い
て

 

強
制
徴
収
可
能
な
公
債
権
に
つ
い
て
は
、
判
明
し
て
い
る
電
話
番
号
を
も
と
に
弁
護
士
の
利
用
に
よ

る
通
話
記
録
調
査
の
検
討
を
要
望
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
本
人
の
所
在
特
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
直
接

交
渉
や
有
効
な
滞
納
処
分
に
近
づ
く
も
の
と
考
え
る
。 

【
現
状
】

複
数
の
滞
納
者
に
つ
い
て
、
本
人
の
親
族
と
は
連
絡
が
取
れ
る
も
の
の
、
債
務
者
本
人
と
は
直
接
に
連
絡

が
取
れ
ず
本
人
の
所
在
確
認
が
取
れ
て
い
な
い
。
差
押
え
を
免
れ
る
た
め
職
場
を
転
々
と
す
る
場
合
も
あ

り
、
ま
た
中
に
は
親
族
と
は
連
絡
を
取
っ
て
い
る
可
能
性
が
う
か
が
え
る
債
務
者
も
い
る
。
判
明
し
て
い
る

債
務
者
の
電
話
番
号
を
も
と
に
本
人
の
所
在
を
確
か
め
る
こ
と
で
、
直
接
本
人
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
と
と

も
に
、
職
場
を
特
定
し
て
給
与
差
押
え
に
よ
る
滞
納
処
分
へ
の
近
道
と
な
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

所
在
確
認
の
た
め
の
通
話
記
録
調
査
で
弁
護
士
法
人
等
の
サ
ー
ビ
サ
ー
を
利
用
す
る
事
も
可
能
で
あ
る
。

弁
護
士
法
第

条
の

に
基
づ
き
、
例
え
ば
通
話
記
録
、
契
約
者
住
所
、
請
求
書
郵
送
先
住
所
等
を
携
帯
電

話
会
社
に
対
し
て
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
制
約
は
あ
り
、
か
つ
費
用
対
効

果
の
側
面
も
あ
る
が
、
回
収
が
長
期
化
し
た
債
権
は
、
未
回
収
の
ま
ま
債
務
者
が
所
在
不
明
と
な
る
リ
ス
ク

が
高
く
な
る
た
め
、
所
在
調
査
は
重
要
と
な
る
た
め
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

弁
護
士
法
第

条
の

弁
護
士
は
、
受
任
し
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
、
所
属
弁
護
士
会
に
対
し
、
公
務
所
又
は
公
私
の
団
体
に
照

会
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
弁
護
士
会
は
、
そ
の
申
出
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
弁
護
士
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
基
き
、
公
務
所
又
は
公
私
の
団
体
に
照
会
し
て
必
要
な

事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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 【意
見
事
項
】
定
期
的
な
分
割
納
付
額
の
見
直
し
に
つ
い
て

 

延
滞
金
の
分
割
納
付
は
例
外
的
な
処
理
で
あ
る
た
め
、
回
収
方
法
に
つ
い
て
は
再
度
方
針
を
検
討
し
、

一
括
納
付
を
原
則
と
し
、
定
期
的
に
状
況
を
調
査
し
て
分
割
納
付
額
を
改
訂
す
る
な
ど
の
対
処
が
望

ま
れ
る
。 

【
現
状
】

事
案
④
の
延
滞
金
の
連
帯
債
務
に
つ
い
て
は
、
各
債
務
者
と
も
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
を
作
成

し
て
い
る
が
、
記
載
金
額
が
少
額
（
月

円
～

円
）
で
あ
り
、
こ
の
ペ
ー
ス
で
は
完
済
で
き
る
期
間

が
年
程
度
と
長
期
で
あ
る
。
誓
約
書
は
、
延
滞
金
の
納
付
命
令
に
関
す
る
当
初
の
督
促
の
際
に
作
成
し
た

も
の
で
あ
り
、
誓
約
当
初
か
ら
こ
れ
ま
で
の
間
、
各
々
の
債
務
者
の
返
済
資
力
調
査
を
し
て
い
な
い
。
山
梨

県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
証
拠
資
料
の
提
出
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

現
状
で
は
分
納
誓
約
書
ど
お
り
に
返
済
し
て
い
る
者
は
わ
ず
か
で
、
殆
ど
の
債
務
者
が
期
限
の
利
益
喪
失

の
状
態
で
あ
る
。
中
に
は

年
以
上
納
付
も
な
く
県
と
の
連
絡
も
取
れ
て
い
な
い
債
務
者
も
存
在
す
る
。
当

該
状
況
か
ら
、
消
滅
時
効
が
到
来
し
て
い
る
連
帯
債
務
者
も
い
る
。

【
問
題
点
及
び
完
全
策
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
と
お
り
、
分
割
納
付
は
債
務
者
の
生
活
状
況
・
納
付
資
力
を

調
査
し
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
分
納
に
あ
た
っ
て
は
、
納
付
計

画
を
立
て
た
上
で
分
納
誓
約
書
の
期
間
を
お
お
む
ね

年
と
し
、

年
目
以
降
は
再
度
協
議
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。債
務
者
の
現
状
の
生
活
状
況
財
産
状
況
を
調
査
し
た
上
で
、
返
済
余
裕
を
勘
案
し
て
早
期
の
返
済
を
促
す

べ
き
で
あ
る
。
滞
る
債
務
者
に
は
、
少
額
な
が
ら
も
計
画
ど
お
り
に
返
済
し
て
い
る
債
務
者
と
の
公
平
性
の

観
点
か
ら
、
延
滞
金
で
あ
ろ
う
と
も
厳
格
に
徴
収
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
分
割
納
付
は
本
来
法
的
根
拠
が
な
い
も
の
で
、
例
外
的
に
滞
納
初
期
の
短
期
間
で
利
用
す
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
ま
た
毎
年
債
務
者
の
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
短
期
的
な
債
務
承
認
及
び
分
納
誓
約
と
し
、

原
則
的
な
回
収
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
。

 【意
見
事
項
】
行
政
代
執
行
に
か
か
る
回
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
事
例
集
の
作
成
に
つ
い
て

 

県
税
事
務
所
と
の
連
携
や
他
行
政
機
関
の
情
報
参
照
に
よ
り
、
行
政
代
執
行
に
か
か
る
回
収
マ
ニ
ュ
ア

ル
や
事
例
集
作
り
を
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
債
権
回
収
業
務
に
お
い
て
有
用
と
考
え
る
。 

地
方
税
の
徴
収
対
策
の
一
層
の
推
進
に
係
る
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
（
平
成

年
月

日
総
税
企
第

号
総
務
省
自
治
税
務
局
企
画
課
長
）

（
３
）

地
方
団
体
内
に
お
け
る
各
種
公
金
の
徴
収
の
連
携
強
化

抜
粋

地
方
団
体
の
歳
入
を
確
実
に
確
保
す
る
観
点
か
ら
も
、
地
方
団
体
内
部
で
は
専
門
的
な
徴
収
ノ
ウ
ハ
ウ
を

有
す
る
税
務
担
当
部
局
の
活
用
を
図
る
こ
と
は
有
用
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
に
関
す
る

個
人
情
報
保
護
に
十
分
か
つ
慎
重
な
配
慮
を
行
い
つ
つ
、
各
地
方
団
体
の
実
情
等
に
応
じ
、
検
討
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
国
民
健
康
保
険
法
第

条
の
２
及
び
地
方
自
治
法
第

条
の
３
③
）
こ
と
か
ら
、
国
税
徴
収
法
第

条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
滞
納
者
等
に
対
し
財
産
に
関
す
る
必
要
な
質
問
及
び
検
査
へ
の
応
答
義
務
が

課
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
情
報
は
滞
納
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
秘
密
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
、
地
方
税
法
第

条
に
定
め
る
守
秘
義
務
に
関
し
、
地
方
税
と
国
民
健
康
保
険
料
を
一
元
的
に
徴
収

す
る
た
め
、
滞
納
者
の
財
産
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
差
し
支
え
な
い
。

す
な
わ
ち
強
制
徴
収
公
債
権
同
士
で
の
情
報
共
有
は
可
能
と
解
釈
さ
れ
る
。

担
当
課
と
し
て
は
引
き
続
き
、
国
税
や
県
税
事
務
所
の
協
力
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
財
産
調
査
と
滞
納
処
分
を

粘
り
強
く
続
け
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

 【指
摘
事
項
】
遅
滞
な
い
延
滞
金
の
調
定
及
び
納
入
請
求
の
実
施
に
つ
い
て

 

延
滞
金
は
滞
納
額
が
完
済
さ
れ
た
後
に
遅
滞
な
く
調
定
し
て
納
入
請
求
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。 

【
現
状
】

事
案
④
に
つ
い
て
は
、
連
帯
債
務
者
に
よ
っ
て
行
政
代
執
行
費
用
が
平
成

年
月
に
完
納
さ
れ
た
。
請

求
額
の
全
額
が
回
収
さ
れ
た
た
め
、
延
滞
金
は
こ
の
時
点
で
確
定
す
る
。
こ
の
延
滞
金
の
調
定
は
通
常
、
平

成
年
度
の
決
算
に
お
い
て
調
定
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
調
定
が
さ
れ
納
付
通
知
が
行
わ
れ

た
の
が
平
成

年
月
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

請
求
に
あ
た
り
慎
重
を
期
し
た
と
は
い
え
、
完
納
か
ら
延
滞
金
調
定
ま
で

年
半
程
度
経
過
し
て
お
り
、

延
滞
金
に
つ
い
て
も
当
然
に
調
定
を
経
て
初
め
て
納
入
通
知
と
な
る
た
め
、
こ
れ
を
い
た
ず
ら
に
引
き
延
ば

す
こ
と
は
相
続
の
発
生
等
で
回
収
を
困
難
に
し
か
ね
な
い
。
ま
た
、
安
易
に
時
効
を
伸
ば
す
こ
と
は
時
効
制

度
の
趣
旨
か
ら
権
利
の
濫
用
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
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【
参
考
】

セ
メ
ン
ト
安
定
化
工
法
（
大
蔵
地
区
）

【
現
状
】

行
政
代
執
行
に
よ
る
債
権
の
性
質
上
、
多
額
と
な
り
が
ち
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
債
務
者
の
特
性
か
ら
回

収
が
困
難
で
あ
り
、
他
の
債
権
と
比
較
す
る
と
債
務
者
の
悪
質
性
の
点
で
も
県
と
し
て
特
に
強
硬
な
対
応
が

必
要
と
な
る
。
国
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
強
い
権
限
を
発
揮
で
き
る
一

方
で
、
通
常
の
経
常
的
な
債
権
以
上
に
専
門
知
識
や
特
殊
な
手
法
が
求
め
ら
れ
る
点
が
多
々
あ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
回
収
が
長
期
に
渡
る
間
に
県
担
当
者
が
交
代
と
な
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
た
め
、
引
継
ぎ
を

円
滑
に
進
め
る
た
め
の
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
必
要
と
さ
れ
る
。

現
状
で
も
担
当
課
は
県
税
事
務
所
の
職
員
と
兼
務
体
制
に
よ
る
連
携
を
は
か
り
、
回
収
に
関
す
る
処
理
や

法
解
釈
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
体
制
を
と
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
が
頻
繁
に
発
生
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
か
ら
行
政
代
執
行
に
関
す
る
債
権

に
つ
い
て
の
回
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
事
例
集
を
作
成
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

山
梨
県
滞
納
債
権
処
理
方
針
に
あ
る
と
お
り
、
「
債
権
の
種
類
や
性
質
を
踏
ま
え
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成

し
て
滞
納
の
縮
減
を
図
る
」
必
要
が
あ
る
。
上
記
の
観
点
か
ら
、
山
梨
県
総
合
県
税
事
務
所
等
の
徴
税
機
関

と
連
携
し
て
、
過
去
事
例
集
や
専
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
こ
と
が
、
回
収
率
を
上
げ
る
た
め
に
有
用
と

思
料
す
る
。

な
お
他
県
の
例
で
言
え
ば
、
茨
城
県
で
は
「
行
政
代
執
行
費
用
回
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し
て
い
る
。

ま
た
、
埼
玉
県
で
は
「
行
政
代
執
行
事
例
集
」
を
作
成
し

に
お
い
て
公
開
し
て
い
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

九
三



3.1.13.
産産
業業
労労
働働
部部

産産
業業
振振
興興
課課

 

・
債
権
の
名
称

①
中
小
企
業
高
度
化
資
金
償
還
金

②
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
償
還
金

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
法
令
改
正
等
、
制
度
、
仕
組
み
が
頻
繁
に
改
正
さ
れ
る
た
め
、
常
に
注
意
深
く
制
度
等
の
改
正
内
容

を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に
未

収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅲ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
の
管
理
が
不
十
分
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅳ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に
欠

け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

ⅴ
福
祉
的
要
素
は
高
く
な
い
が
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が

あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
が
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
網
羅
的
な
管
理
等
（
僅
少
な
債
権
を
督
促
・
催
告
の
対
象
か
ら
事
実
上
除
外
す
る
な
ど
し
て

お
ら
ず
、
網
羅
性
に
も
留
意
し
て
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等
を

適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

ⅳ
債
権
の
評
価
（
回
収
可
能
性
等
）
の
妥
当
性
（
債
権
の
性
質
に
応
じ
て
、
財
産
調
査
や
滞
納
処
分
等

の
強
制
徴
収
に
よ
る
回
収
可
能
性
を
適
切
に
評
価
し
て
い
る
か
。
）

ⅴ
債
権
の
決
算
書
及
び
各
種
資
料
（
公
表
・
非
公
表
）
上
で
の
表
示
の
妥
当
性
（
歳
入
歳
出
決
算
書
等

で
の
適
正
な
表
示
に
は
留
意
し
て
い
る
。
）

セ
メ
ン
ト
安
定
化
工
法
（
東
向
地
区
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

九
四



②
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
償
還
金

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

１
．
中
小
企
業
高
度
化
資
金
償
還
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
中
小
企
業
高
度
化
資
金
償
還
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

中
小
企
業
者
が
協
同
し
て
経
営
体
質
の
改
善
、
環
境
変
化
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
に
、
独
立
行
政
法
人

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
と
山
梨
県
が
財
源
を
出
し
合
っ
て
資
金
面
か
ら
支
援
す
る
事
業
で
あ
り
、
も
っ

て
地
域
の
中
小
企
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
7
1
0
,
0
0
0

△
5
,
1
7
0
,
0
0
0

△
2
2
0
,
0
0
0

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

△
7
1
0
,
0
0
0

△
5
,
1
7
0
,
0
0
0

△
2
2
0
,
0
0
0

　
滞
納
繰
越
分

中
小
企
業
設
備
近
代
化

資
金
償
還
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成

割
合

滞
納

額
構

成
割

合

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

滞
納

件
数

（
件

、
％

）
滞

納
金

額
（

円
、

％
）

債
権

名
称

中
小

企
業

設
備

近
代

化
資

金
償

還
金

滞
納

年
齢

・
決
算
情
報
等

①
中
小
企
業
高
度
化
資
金
償
還
金

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

中
小
企
業
高
度
化

資
金
償
還
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

中
小
企
業
高
度
化

資
金
償
還
金

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

九
五



 【意
見
事
項
】
実
質
的
に
回
収
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
債
権
の
債
権
放
棄
に
つ
い
て

 

免
責
決
定
を
受
け
て
い
る
等
､実
質
的
に
回
収
が
不
能
と
な
っ
て
い
る
債
権
に
つ
い
て
、
山
梨
県
債
権

回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
て
債
権
放
棄
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
。
効
率
的
な
債
権
管
理
お
よ
び
適
正
な
財
政
の
表
示
の
観
点
か
ら
実
質
的
に
回
収
が
不
能
と
な
っ

て
い
る
債
権
に
つ
い
て
は
債
権
放
棄
が
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

該
当
債
権
で
あ
る
債
務
者

に
対
す
る
債
権
に
関
す
る
現
状
ま
で
の
経
緯
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
先
の
法
人

が
、
平
成

年
月
分
、
平
成

年
月
分
及
び
平
成

年

月
分
償
還
を
延
滞
し
た
。

・
平
成

年
月
、
山
梨
県
は
甲
府
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
担
保
物
件
の
競
売
等
申
立
て
を
行
っ
た
。
そ
の

後
平
成

年
に
落
札
。

・
平
成

年
月
、
連
帯
保
証
人
で
あ
る
法
人

が
甲
府
地
方
裁
判
所
に
破
産
申
立
て
を
行
い
、
平
成

年
月
、
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
後
平
成

年
月
に
破
産
手
続
廃
止
決
定
。

・
平
成

年
月
、
主
債
務
者

、
連
帯
保
証
人
で
あ
る
個
人

及
び
個
人

が
東
京
地
方
裁
判
所
に
破
産

申
立
を
行
い
、
同
日
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
後
平
成

年
月
に
破
産
廃
止
決
定
お
よ
び
免
責
決

定
。

（
出
典
：
産
業
振
興
課
提
出
資
料
を
監
査
人
が
加
筆
）

以
上
よ
り
、
す
べ
て
の
主
債
務
者
及
び
連
帯
保
証
人
が
破
産
手
続
廃
止
決
定
お
よ
び
免
責
決
定
を
受
け
て

お
り
、
個
人

及
び
個
人

に
は
自
然
債
務
が
存
在
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
山
梨
県
と
し
て
は
実
質
的
に

回
収
手
段
が
な
い
状
態
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
債
権
放
棄
の
要
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
。

（
２
）
私
法
上
の
債
権
放
棄
の
要
件

地
方
自
治
体
に
お
け
る
権
利
の
放
棄
は
、
議
会
の
議
決
を
要
す
る
重
要
案
件
で
あ
り
、
そ
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
慎
重
を
期
し
て
安
易
に
放
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
私
法
上
の
債
権
を
放
棄
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ア
徴
収
努
力

事
業
計
画
の
作
成
に
お
い
て
診
断
・
助
言
を
行
う
等
、
診
断
と
融
資
を
一
体
化
し
て
行
い
、
長
期
・
低

利
で
貸
し
付
け
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

な
お
、
平
成

年
度
よ
り
債
権
管
理
回
収
業
務
を
債
権
回
収
会
社
に
委
託
し
て
い
る
。

（
産
業
振
興
課
提
出
資
料
参
照
）

・
債
権
の
名
称

中
小
企
業
高
度
化
資
金
償
還
金

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
高
度
化
資
金
貸
付
規
則

山
梨
県
高
度
化
資
金
貸
付
要
綱

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳

・
中
小
企
業
高
度
化
資
金
、
増
減
情
報

（
２
）
監
査
手
続

・
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

（
単
位
：
円
）

区
分

期
中
増
加

期
中
減
少

年
度
末
残
高

平
成
30年

度
―

―
令
和
元
年
度

令
和
2年

度
令
和
3年

度

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
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な
お
、
破
産
法
に
基
づ
い
て
免
責
決
定
さ
れ
た
債
権
が
、
都
道
府
県
知
事
の
専
決
事
項
又
は
議
会
の
議
決

に
よ
り
債
権
放
棄
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
条
例
を
設
け
て
い
る
他
県
の
条
例
内
容
を
例
示
し
て
お
く
。

県
が
保
有
す
る
債
権
の
放
棄
に
関
す
る
条
例

第
３
条

知
事
は
、
県
が
保
有
す
る
債
権
（
時
効
に
よ
る
消
滅
に
つ
い
て
、
時
効
の
援
用
を
要
し
な
い
も
の

を
除
く
。
以
下
「
私
債
権
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

当
該
私
債
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
消
滅
時
効
が
完
成
し
、
か
つ
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
す
る
見
込
み
が
な
い
と
き
。

２
債
務
者
が
死
亡
し
、
債
務
者
の
相
続
人
が
限
定
承
認
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
続
財
産
の
価

額
が
強
制
執
行
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
私
債
権
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
他
の
債
権
の
額
の
合
計
額
を

超
え
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
。

３
債
務
者
が
破
産
法
（
平
成

年
法
律
第

号
）
第

条
第
１
項
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ

の
責
任
を
免
れ
た
と
き
。

（
出
典
：
兵
庫
県

県
が
保
有
す
る
債
権
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
一
部
抜
粋
）

佐
賀
県
債
権
の
管
理
に
関
す
る
条
例

放
棄

第
条

知
事
は
、
非
強
制
徴
収
債
権

間
接
貸
付
債
権
を
除
く
。
次
項
及
び
第

項
に
お
い
て
同
じ
。

に

つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第

条
第

項
第

号
の
規
定
に
よ

る
議
会
の
議
決
を
経
て
、
当
該
非
強
制
徴
収
債
権
及
び
こ
れ
に
係
る
損
害
賠
償
金
等
を
放
棄
す
る
も
の
と
す

る
。

私
債
権
に
つ
い
て
消
滅
時
効
の
期
間
が
経
過
し
た
と
き

債
務
者
が
そ
の
援
用
を
し
な
い
特
別
の
理
由
が

あ
る
と
き
を
除
く
。

。

破
産
法

平
成

年
法
律
第

号
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
債
務
者
が
当
該
非
強
制
徴
収
債
権

に
つ
き
そ
の
責
任
を
免
れ
た
と
き
。

債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
が
限
定
承
認
を
し
た
と
き
又
は
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
な
い
と
き
に
お
け
る
相
続
財
産
の
価
額
が
、
強
制
執
行
の
費
用
並
び
に
当
該
非
強
制
徴
収
債
権
に

優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
県
の
債
権
及
び
県
以
外
の
者
の
権
利
の
価
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
と
見
込
ま
れ

る
と
き
。

第
条
の
規
定
に
よ
り
徴
収
を
停
止
し
、
そ
の
日
か
ら

年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
な
お
同
条
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

（
出
典
：
佐
賀
県
債
権
の
管
理
に
関
す
る
条
例
一
部
抜
粋
､ア

ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
は
監
査
人
が
追
記
）

相
当
程
度
の
徴
収
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
。

（
ア
）

督
促
、
催
告
、
交
渉
、
調
査
（
所
在
調
査
、
現
地
調
査
、
財
産
調
査
な
ど
）
や
、
相
当
程
度
の

徴
収
努
力
を
行
い
、
そ
の
記
録
が
あ
る
も
の
。

（
イ
）

債
務
者
が
行
方
不
明
で
あ
る
な
ど
、
徴
収
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
案
件
に
お
い
て
は
、
可
能
な

限
り
の
所
在
調
査
を
行
い
、
そ
の
記
録
が
あ
る
も
の
。

イ
他
の
法
令
等
と
の
関
係

他
の
法
令
等
の
手
続
に
よ
り
債
権
の
消
滅
等
に
至
る
こ
と
が
な
い
も
の
。

地
方
自
治
法
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
に
定
め
る
履
行
延
期
の
特
約
、
免
除
や
、
民
法
及
び
商
法
等
に
定

め
る
時
効
に
か
か
る
債
務
者
の
援
用
に
よ
り
債
権
が
消
滅
す
る
も
の
な
ど
債
権
の
消
滅
等
に
至
る
案
件
以
外

の
も
の
。

ウ
時
効
の
完
成

既
に
民
法
及
び
商
法
等
に
定
め
る
消
滅
時
効
の
期
間
が
経
過
し
て
い
る
も
の
。

エ
債
務
者
か
ら
援
用
の
確
認
が
得
ら
れ
な
い

行
方
不
明
な
ど
特
段
の
事
情
等
に
よ
り
援
用
の
確
認
が
で
き
な
い
も
の
。

※
債
務
者
等
が
行
方
不
明
、
ま
た
は
自
己
破
産
の
申
立
を
し
裁
判
所
が
免
責
決
定
を
行
っ
た
者
、
会
社
倒

産
等
に
よ
り
実
体
が
存
在
せ
ず
に
登
記
上
の
み
存
続
し
て
い
る
法
人
な
ど
、
そ
の
他
特
段
の
事
情
等
に
よ

り
、
事
実
上
援
用
の
確
認
が
で
き
な
い
も
の
。

た
だ
し
、
保
証
人
か
ら
納
付
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
放
棄
で
き
な
い
。

放
棄
で
き
る
の
は
保
証
人
も
放
棄
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
債
務
者
が
支
払
猶
予
を
求
め
て
い
る
場
合
で
、
そ
れ
が
時
効
の
放
棄
若
し
く
は
時
効
援
用
権
の

喪
失
に
当
た
る
と
き
は
、
適
用
対
象
外
で
あ
る
。

オ
時
効
期
間
は
到
来
し
て
い
な
い
が
、
債
務
者
、
相
続
人
、
連
帯
保
証
人
の
い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
も
の

（
出
典
：
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
）

こ
の
よ
う
に
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
時
効
期
間
が
経
過
し

た
う
え
で
、
そ
れ
が
特
段
の
事
情
に
よ
っ
て
援
用
の
確
認
が
得
ら
れ
て
い
な
い
か
、
債
務
者
等
が
存
在
し
て

い
な
い
場
合
の
み
認
め
る
厳
格
な
規
程
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
債
権
放
棄
に
つ
い
て
は
財
源
の
確
保
を
図

る
面
か
ら
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
き
ち
ん
と
債
務
を
履
行
し
て
い
る
大
多
数
の

県
民
が
不
公
平
感
を
感
じ
て
信
頼
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
の
趣
旨
か
ら
で
あ
る
。
（
出
典
：
山
梨

県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
一
部
抜
粋
）

し
か
し
な
が
ら
、
破
産
法
に
基
づ
い
て
免
責
決
定
を
受
け
た
場
合
等
実
質
的
に
回
収
が
不
可
能
と
な
っ
て

い
る
債
権
に
ま
で
債
権
放
棄
を
認
め
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
債
権
放
棄

を
認
め
な
い
こ
と
は
、
い
た
ず
ら
に
債
権
管
理
コ
ス
ト
を
か
け
る
こ
と
と
な
り
､か

え
っ
て
県
民
に
と
っ
て
も

不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
し
、
実
質
的
に
回
収
不
能
で
あ
る
債
権
を
表
示
す
る
こ
と
は
適
正
な
財

政
の
表
示
の
観
点
か
ら
言
っ
て
も
望
ま
し
く
な
い
。
以
上
よ
り
、
免
責
決
定
を
受
け
て
い
る
等
、
実
質
的
に

回
収
が
不
能
と
な
っ
て
い
る
債
権
に
つ
い
て
は
債
権
放
棄
が
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。
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（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
連
帯
保
証
人
へ
の
適
時
な
催
告
等
の
実
施
に
つ
い
て

 

昭
和

53
年
に
当
初
貸
付
を
行
っ
た
長
期
滞
留
し
て
い
る
延
滞
債
権
に
つ
い
て
、
令
和

2
年
に
主
債
務

者
が
死
亡
す
る
ま
で
連
帯
保
証
人
へ
の
接
触
を
行
っ
て
い
な
い
。
回
収
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
も

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
て
連
帯
保
証
人
へ
の
催
告
等
の
選
択
肢
を
適

時
に
検
討
し
､そ
れ
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

該
当
債
権
に
関
す
る
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
昭
和

年
当
初
貸
付
を
行
う
（

本
合
計

円
）
。

・
昭
和

年
、
不
渡
り
事
故
､滞

納
債
権
が
生
じ
る
。

・
そ
の
後
少
額
の
分
割
納
付
を
行
っ
て
い
る
が
平
成

年
以
後
の
回
収
実
績
は

円
で
あ
り
、
延
滞

債
権
の
残
高
は

円
で
あ
っ
た
。

・
令
和

年
本
人
死
亡
。

・
令
和

年
相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
。

・
令
和

年
連
帯
保
証
人
と
の
個
別
交
渉
を
開
始
。

（
出
典
：
産
業
振
興
課
提
出
資
料
）

以
上
よ
り
、
昭
和

年
に
当
初
貸
付
を
行
っ
た
債
権
は

年
後
の
昭
和

年
に
は
延
滞
債
権
が
発
生
し
て

い
る
が
､延

滞
債
権
が
発
生
し
て
か
ら
主
債
務
者
が
死
亡
す
る
令
和

年
ま
で
の

年
近
く
連
帯
保
証
人
と
の

接
触
を
図
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
催
告
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

２
催
告

（
１
）
催
告
の
方
法

督
促
状
を
送
付
し
、
期
限
ま
で
に
納
付
が
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
随
時
催
告
し
て
納
付
を
促
す
。

２
．
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
償
還
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
償
還
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

中
小
企
業
者
が
現
有
設
備
を
高
性
能
の
設
備
に
買
い
替
え
、
又
は
新
し
い
設
備
を
し
よ
う
と
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
資
金
を
貸
し
付
け
る
制
度
で
、
中
小
企
業
の
近
代
化
が
一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。
平
成

年
月
か
ら
は
公
益
財
団
法
人
や
ま
な
し
産
業
支
援
機
構
を
貸
付
主
体
と
す
る
制

度
と
な
っ
た
た
め
山
梨
県
は
既
貸
付
分
に
係
る
債
権
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
平
成

年
度
よ
り
債
権
管
理
回
収
業
務
を
債
権
回
収
会
社
に
委
託
し
て
い
る
。

（
産
業
振
興
課
提
出
資
料
参
照
）

・
債
権
の
名
称

中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
償
還
金

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

設
備
近
代
化
資
金
貸
付
規
則

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳

・
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
、
増
減
情
報

（
２
）
監
査
手
続

・
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
単
位
：
円
）

区
分

期
中
増
加

期
中
減
少

年
度
末
残
高

平
成
30年

度
―

―
令
和
元
年
度

令
和
2年

度
令
和
3年

度
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3.1.14.
産産
業業
労労
働働
部部

労労
政政
雇雇
用用
課課

 

・
債
権
の
名
称

緊
急
雇
用
創
出
事
業
に
基
づ
く
交
付
金
返
還
額
相
当
額
の
損
害
賠
償
金
等

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に

未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
の
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効

の
援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等

を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
評
価
（
回
収
可
能
性
等
）
の
妥
当
性
（
債
権
の
性
質
に
応
じ
て
、
財
産
調
査
や
滞
納
処
分

等
の
強
制
徴
収
に
よ
る
回
収
可
能
性
を
適
切
に
評
価
し
て
い
る
か
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

損
害
賠
償
金

催
告
に
は
、
主
に
文
書
、
電
話
、
現
地
訪
問
な
ど
が
あ
る
。

債
務
者
が
納
付
に
応
じ
な
い
場
合
や
破
産
・
行
方
不
明
の
場
合
な
ど
は
、
連
帯
保
証
人
に
催
告
す
る
。
債
務

者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
、
相
続
人
に
催
告
す
る
（
相
続
放
棄
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

（
２
）
～
（
４
）

略

（
５
）
連
帯
保
証
人
へ
の
催
告

連
帯
保
証
人
は
、
催
告
の
抗
弁
権
（
債
務
者
に
ま
ず
催
告
す
る
よ
う
請
求
で
き
る
権
利
）
と
検
索
の
抗
弁
権

（
債
務
者
の
財
産
を
先
に
執
行
す
る
よ
う
に
主
張
で
き
る
権
利
）
が
な
い
。

早
期
に
債
権
を
回
収
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
主
債
務
者
と
催
告
交
渉
を
行
い
、
支
払
い
が
な
い
場
合
は
連
帯

保
証
人
に
催
告
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第

条
の

）
す
る
と
伝
え
る
と
効
果
的
で
あ
る
。

（
出
典
：
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
）

こ
の
よ
う
に
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
主
債
務
者
が
納
付
に
応
じ
な
い
場
合

に
は
早
期
回
収
す
る
趣
旨
よ
り
連
帯
保
証
人
へ
催
告
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
当
該
債
権
に
つ
い
て
は
主
債

務
者
が
死
亡
す
る
令
和

年
ま
で
分
割
納
付
が
行
わ
れ
て
は
い
た
が
少
額
で
あ
り
、
ま
た
、
延
滞
債
権
の
発

生
か
ら

年
近
く
経
過
し
た
後
に
初
め
て
連
帯
保
証
人
へ
の
接
触
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
延
滞
債
権
の
早
期
回
収
の
た
め
に
催
告
や
交
渉
の
方
法
を

定
め
て
お
り
債
権
管
理
担
当
者
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
て
適
時
最
良
の
選
択
を
行
う
事
が
求
め
ら
れ

る
。当
該
債
権
に
つ
い
て
は

年
近
く
経
過
し
た
後
初
め
て
連
帯
保
証
人
へ
の
接
触
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
時

点
で

名
の
連
帯
保
証
人
の
う
ち

名
は
死
亡
し
相
続
が
発
生
し
て
い
た
。
も
う

名
は
高
齢
化
し
資
力
が

低
下
し
て
お
り
､相

当
程
度
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
連
帯
保
証
人
で
あ
る
こ
と
の
理
解
が
得
ら
れ
な

い
よ
う
な
状
況
に
あ
り
債
権
回
収
が
困
難
に
な
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

以
上
よ
り
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
て
連
帯
保
証
人
へ
の
催
告
等
の
選
択

肢
を
適
時
に
検
討
し
､そ

れ
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
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二
十
七
日
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山
梨
県
滞
納
債
権
処
理
方
針

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

滞
納
者
は
１
社
の
み
で
あ
り
、
債
権
管
理
は
紙
台
帳
で
あ
る
「
延
滞
債
権
管
理
簿
」
に
拠
っ
て
い

る
。

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
債
務
者
へ
の
直
接
接
触
や
信
用
調
査
会
社
の
利
用
等
に
よ
る
状
況
把
握

に
つ
い
て

 

コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
相
手
方
会
社
の
所
在
地
に
直
接
訪
問
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
相
手

方
会
社
の
事
業
状
況
が
明
ら
か
で
な
く
、
回
収
の
た
め
の
資
料
が
不
足
し
て
い
た
。 

そ
こ
で
、
直
接
訪
問
し
て
相
手
方
会
社
代
表
者
に
接
触
を
図
る
な
ど
し
、
現
在
の
状
況
の
聴
き
取
り
を

す
る
こ
と
や
、
信
用
調
査
会
社
に
よ
る
企
業
調
査
等
を
行
い
、
会
社
の
事
業
状
況
を
確
認
し
、
そ
の
状

況
に
応
じ
て
、
債
権
回
収
又
は
徴
収
停
止
等
の
適
切
な
措
置
を
執
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

本
件
未
収
債
権
は
、
平
成
２
９
年
１
１
月
１
８
日
確
定
判
決
に
基
づ
く
請
求
権
で
、
債
務
者
が
１
社
の
み

の
債
権
で
あ
る
。
私
債
権
の
た
め
、
任
意
調
査
の
方
法
で
し
か
財
産
調
査
が
出
来
な
い
。

現
状
で
は
、
債
務
者
と
な
る
会
社
代
表
者
と
の
連
絡
が
つ
か
ず
、
債
務
者
が
会
社
の
た
め
、
毎
年
商
業
登

記
簿
を
確
認
し
、
納
付
書
を
送
付
し
て
い
る
。
し
か
し
、
納
付
書
は
届
い
て
い
る
が
、
債
務
者
代
表
者
か
ら

は
何
ら
反
応
が
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
相
手
方
会
社
の
所
在
地
に
直
接
訪
問
す
る
な

ど
の
実
地
調
査
ま
で
は
出
来
て
い
な
い
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

・
損
害
賠
償
金
等
に
係
る
未
収
債
権
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
損
害
賠
償
金
等
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

平
成
２
６
年
度
会
計
検
査
院
実
地
検
査
に
お
い
て
、
平
成
２
３
、
２
４
年
度
に
県
が
緊
急
雇
用
創
出
事

業
と
し
て
委
託
を
し
た
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
サ
テ
ラ
イ
ト
運
営
業
務
に
つ
い
て
、
委
託
先
企
業
が
雇
用
し
た
者

（
各
年
度
５
名
）
の
う
ち
一
部
（
平
成
２
３
年
度
２
名
、
平
成
２
４
年
度
１
名
）
が
新
規
雇
用
失
業
者
に

該
当
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
交
付
金
（
１
７
，
２
２
８
，
５
４
６
円
）
を
国
に
返
還
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
県
か
ら
委
託
先
企
業
に
対
し
て
、
交
付
金
返
還
額
相
当
額
の
損
害
賠
償
金
等
の
支
払
い
を
請

求
し
た
後
、
調
停
を
４
回
実
施
し
た
が
不
調
停
と
な
っ
た
た
め
、
平
成
２
９
年
８
月
２
５
日
、
甲
府
地
方

裁
判
所
に
提
訴
し
、
同
年
１
１
月
１
８
日
に
判
決
が
確
定
し
た
。

そ
の
後
、
委
託
先
企
業
に
支
払
い
を
求
め
た
が
、
支
払
い
が
な
く
、
知
れ
て
い
る
預
金
口
座
に
対
す
る

差
押
も
功
を
奏
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
上
記
返
還
交
付
金
額
が
未
収
債
権
と
な
っ
て
い
る
。

・
債
権
の
名
称

緊
急
雇
用
創
出
事
業
に
基
づ
く
交
付
金
返
還
額
相
当
額
の
損
害
賠
償
金
等

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

民
法
、
地
方
自
治
法

地
方
自
治
法
施
行
令

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
滞
納
に
係
る
年
齢
（
発
生
年
度
）
別
の
滞
納
件
数
及
び
滞
納
額
の
内
訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

損
害
賠
償
金

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
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公
報
号
外
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二
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六
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・
債
権
の
名
称

山
梨
県
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金
返
還
金

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に

未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅲ
福
祉
的
要
素
は
高
く
な
い
が
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が

あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
金
額
、
件
数
等
の
管
理
に
お
け
る
正
確
性
（
債
権
金
額
や
件
数
の
正
確
性
を
複
数
職
員
で
チ
ェ

ッ
ク
す
る
体
制
を
組
ん
で
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等
を

適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

山
梨
県
創
造
技
術
研
究

開
発
費
補
助
金
返
還
金

本
件
未
収
債
権
は
、
前
記
概
要
の
と
お
り
、
知
れ
て
い
る
預
金
口
座
に
対
す
る
差
押
が
功
を
奏
さ
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
他
の
財
産
や
売
掛
金
等
か
ら
債
権
回
収
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。
問
題
点
と
し
て
は
、
金
額

が
多
額
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
債
権
回
収
の
た
め
の
調
査
と
し
て
は
、
登
記
簿
の
確
認
及
び
納
付
書
の
送

付
の
み
で
あ
り
、
債
権
回
収
努
力
が
十
分
に
図
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
改
善
策
と
し
て
、
債
権
回
収
の
た
め
の
財
産
調
査
と
し
て
、
郵
便
物
が
届
く
登
記
簿
上
の
住
所

へ
直
接
訪
問
し
て
代
表
者
か
ら
の
聴
き
取
り
を
行
う
、
又
は
、
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
等
の
信
用
調
査
会
社
を

利
用
す
る
な
ど
し
て
、
債
務
者
で
あ
る
会
社
に
活
動
実
態
が
あ
る
か
確
認
す
る
な
ど
、
会
社
が
事
業
継
続
を

し
て
財
産
回
収
が
可
能
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

そ
の
上
で
、
債
務
者
の
事
業
が
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
従
い
、
債
務
者
か
ら
、
時
効
中
断
の
た
め
債
務
承
認
を
取
り
つ
け
、
履
行
期
限
の
延
長
の
た
め
合
意
及
び

分
割
納
付
計
画
に
基
づ
い
た
分
割
納
付
な
ど
に
よ
る
債
権
回
収
を
行
う
こ
と
を
要
望
す
る
。

な
お
、
仮
に
債
務
者
が
財
産
も
な
く
、
既
に
事
業
を
停
止
し
て
再
開
の
見
込
み
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
回

収
期
間
が
長
期
化
し
事
務
コ
ス
ト
が
増
加
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
徴
収
停
止
、
債
務
免
除
・
放
棄
等
の
措

置
を
検
討
す
る
よ
う
に
要
望
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
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〇
一



補
助
金
返
還
命
令
を
送
付
し
た
平
成

年
度
以
降
の

社
の
経
営
状
態
は
芳
し
く
な
く
、
一
括
返
還
は

困
難
な
状
況
で
あ
り
、
分
割
納
付
が
行
わ
れ
て
い
る
。
納
付
状
況
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
令
和

年

度
末
の
未
収
債
権
残
高
は

円
と
な
っ
て
い
る
。

・
債
権
の
名
称

山
梨
県
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金
返
還
金

・
債
権
の
性
格

非
強
制
徴
収
公
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
分
担
金
そ
の
他
の
歳
入
金
の
延
滞
金
徴
収
条
例

山
梨
県
補
助
金
等
交
付
規
則

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
：
延
滞
債
権
管
理
簿

１
補
助
金
返
還
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
補
助
金
返
還
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

県
は
食
料
品
製
造
業
を
営
む

社
に
対
し
、
平
成

年
度
に
山
梨
県
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金

円
を
交
付
し
た
。
そ
の
内
訳
は
、
機
械
装
置
費
に
対
す
る
補
助
金

円
、
原
材
料
費

に
対
す
る
補
助
金

円
で
あ
っ
た
。
な
お
、
県
は
、
こ
の
補
助
金
に
対
す
る
国
庫
補
助
金
と
し
て
地

域
活
性
化
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金

円
の
交
付
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
補
助
金
は
、
山
梨
県
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金
交
付
要
綱
等
に
基
づ
き
、
地
域
産
業
の
振
興

に
寄
与
す
る
中
小
企
業
者
が
自
ら
行
う
新
製
品
、
新
技
術
等
に
関
す
る
技
術
研
究
又
は
試
作
に
要
す
る
経

費
に
つ
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
小
企
業
の
技
術
開
発
を
促
進
し
、
も
っ
て
中
小
企

業
製
品
の
高
付
加
価
値
化
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
庫
補
助
金
の
交
付
根
拠
で
あ
る
地
域
活
性
化
創
造
技
術
研
究
開
発
費
等
補
助
金
交
付
要
綱
等
に
よ
れ

ば
、
補
助
金
交
付
の
対
象
は
機
械
措
置
の
購
入
に
要
す
る
経
費
等
と
な
っ
て
い
て
、
機
械
装
置
の
購
入
費

を
補
助
対
象
経
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
補
助
事
業
期
間
内
に
購
入
契
約
を
締
結
し
支
払
が
あ
っ

た
こ
と
を
確
認
で
き
る
支
出
で
あ
り
、
か
つ
、
事
業
主
体
が
当
該
機
械
装
置
の
所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
場
合
と
さ
れ
て
い
る
。

平
成

年
度
の
会
計
検
査
院
に
よ
る
会
計
実
地
検
査
に
よ
り
、

社
が
購
入
し
た
機
械
装
置
は
割
賦
契

約
に
よ
る
購
入
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
支
払
が
補
助
事
業
期
間
内
に
完
了
し
て
お
ら
ず
、
指
摘

事
項
と
な
り
、
機
械
装
置
分
の
補
助
金
（

円
、
内

円
が
国
庫
補
助
金
）
が
取
消
処

分
と
な
っ
た
。

県
は
、
取
消
処
分
と
な
っ
た
補
助
金
の
内
、
国
庫
補
助
金

円
を
国
へ
返
還
し
、

社
に
対
し

平
成

年
月

日
に
平
成

年
度
山
梨
県
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金
に
係
る
返
還
命
令
に
つ
い

て
（
通
知
）
（
以
下
、
「
補
助
金
返
還
命
令
」
と
い
う
）
を
送
付
し
た
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
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和
五
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四
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3.1.16.
産産
業業
労労
働働
部部

産産
業業
技技
術術
短短
期期
大大
学学
校校

 

・
債
権
の
名
称

授
業
料

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に

未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅲ
福
祉
的
要
素
は
高
く
な
い
が
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が

あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等
を

適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
評
価
（
回
収
可
能
性
等
）
の
妥
当
性
（
債
権
の
性
質
に
応
じ
て
、
財
産
調
査
や
滞
納
処
分
等

の
強
制
徴
収
に
よ
る
回
収
可
能
性
を
適
切
に
評
価
し
て
い
る
か
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

産
業
技
術
短
期
大
学
校
授
業
料

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【指
摘
事
項
】
書
面
に
よ
る
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
の
入
手
に
つ
い
て

 

県
は
、
随
時
、A
社
代
表
取
締
役
と
の
面
談
を
行
い
、
そ
の
際
、
分
割
に
よ
る
返
還
額
と
返
還
期
限
を
口

頭
に
よ
り
約
束
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
県
が
正
式
に
承
認
し
、
分
割
納
付
計
画
書
等
の
提
出
は
受
け

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
毎
年
入
手
し
て
い
る
決
算
書
や
、
面
談
に
よ
る
事
情
聴
取
等
か
ら
債
務
承
認

及
び
分
割
納
付
誓
約
書
等
を
作
成
し
、
書
面
に
よ
り
分
割
に
よ
る
返
還
額
と
返
還
期
限
の
明
確
化
、
債

務
承
認
に
よ
る
適
切
な
時
効
管
理
を
徹
底
す
る
よ
う
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

上
記
「
（
１
）
概
要
」
に
も
記
載
し
た
と
お
り
、
県
は

社
に
対
し
平
成

年
月

日
に
補
助
金
返
還

命
令
を
送
付
し
、
平
成

年
月

日
に
「
補
助
金
返
還
に
関
す
る
念
書
」
を
取
り
交
わ
し
、
更
に
同

日
、

社
の
代
表
取
締
役
と
「
連
帯
保
証
書
」
の
取
り
交
わ
し
を
行
っ
て
い
る
が
、
補
助
金
全
額
の
返
還
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

社
の
経
営
状
態
が
芳
し
く
な
く
、
返
還
の
目
途
が
立
た
な
い
た
め
で
あ

る
。県
は
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
随
時
、

社
代
表
取
締
役
と
の
面
談
に
よ
る

事
情
聴
取
を
行
い
、
毎
年
の
決
算
書
の
入
手
と
決
算
書
に
基
づ
く
、
分
割
の
返
還
額
及
び
返
還
期
限
を
口
頭

に
よ
り
随
時
約
束
し
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

問
題
点
は
、
分
割
に
よ
る
返
還
金
額
と
そ
の
返
還
期
限
が
口
頭
に
よ
る
約
束
の
み
で
あ
る
。
口
頭
の
み
で

は
、
債
務
承
認
に
よ
る
時
効
管
理
が
曖
昧
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
定
め
る
、
書
面
に
よ
る
誓
約
書
の
取
り
交
わ
し
が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
毎
年
入
手
し
て
い
る
決
算

書
等
を
分
割
納
付
の
裏
付
け
と
す
る
と
と
も
に
、
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
定
め
る
、
債
務
承
認

及
び
分
割
納
付
誓
約
書
等
を
作
成
し
、
分
割
に
よ
る
返
還
額
と
返
還
期
限
の
書
面
に
よ
る
明
確
化
、
債
務
承

認
に
よ
る
適
切
な
時
効
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

山
梨
県
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・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
：
分
割
納
付
債
権
管
理
簿

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
分
割
納
付
額
の
裏
付
け
と
な
る
証
拠
資
料
の
提
供
依
頼
に
つ
い
て

 

分
割
納
付
金
額
を
月
額

1
万
円
と
し
て
「債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
」を
取
り
交
わ
し
て
い
る

が
、
県
の
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
い
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
証
拠
資
料
の
提
示
を
要
求

し
、
適
切
な
分
割
納
付
額
の
設
定
を
行
い
、
早
期
の
債
権
回
収
を
図
る
よ
う
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

学
生
で
あ
っ
た

は
、
入
学
後
、
平
成

年
度
前
期
分
（

円
）
、
後
期
分
（

円
）
、
平

成
年
前
期
分
（

円
）
、
後
期
分
（

円
）
の
授
業
料
が
未
納
で
あ
っ
た
。
平
成

年
月

に
退
学
す
る
こ
と
と
な
り
、
未
納
で
あ
っ
た
授
業
料
合
計

円
を
ア
ル
バ
イ
ト
等
に
よ
り
少
額
ず
つ
で

は
あ
る
が
納
付
す
る
意
思
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
退
学
時
（
平
成

年
月

日
）
に
「
債
務
承
認

及
び
分
割
納
付
誓
約
書
」
を
取
り
交
わ
し
た
が
、
経
済
的
な
理
由
か
ら
当
該
計
画
ど
お
り
に
は
納
付
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
た
め
、
毎
年
催
告
書
を
送
付
し
、
随
時
電
話
や
現
地
訪
問
等
を
行
っ
た
。
結
果
、
納
付
状
況
は

以
下
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

１
．
授
業
料
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
授
業
料
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
は
、
幅
広
い
専
門
知
識
や
高
度
な
技
術
を
習
得
し
、
豊
か
な
想
像

力
と
判
断
力
を
兼
ね
備
え
た
技
術
者
を
育
成
し
、
県
内
の
産
業
や
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、

「
も
の
づ
く
り
と
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
」
の
教
育
理
念
の
も
と
、
平
成

年
月
に
「
生
産
技
術
科
」
、

「
電
子
技
術
科
」
、
「
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
科
」
、
「
情
報
技
術
科
」
の

科
を
設
置
し
て
開
校
し
て
い
る

県
立
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
で
あ
る
。

「
生
産
技
術
科
」
・
「
電
子
技
術
科
」
で
は
、
山
梨
の
主
力
産
業
で
あ
る
機
械
・
電
子
工
業
の
発
展

に
貢
献
す
る
人
材
の
育
成
を
、
「
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
科
」
で
は
、
観
光
立
県
山
梨
を
担
う
お
も
て
な
し
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
育
成
を
、
「
情
報
技
術
科
」
で
は
急
速
に
進
行
す
る

技
術
に
対
応
す
る
人
材

の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。

（
出
典
：
山
梨
県
立
産
業
技
術
大
学
校

よ
り
抜
粋
）

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の
授
業
料
に
係
る
未
収
債
権
は
、
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学

校
設
置
及
び
管
理
条
例
（
以
下
、
「
条
例
」
と
い
う
）
に
基
づ
き
、
条
例
第

条
第

項
に
規
定
す
る

額
（
年
額
）
を
、
条
例
第

条
第

項
及
び
第

項
に
基
づ
き
、
前
期
分
は

月
に
、
後
期
分
は

月

に
、
年

回
納
付
す
べ
き
と
こ
ろ
、
納
付
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
債
権
で
あ
る
。

・
債
権
の
名
称

授
業
料

・
債
権
の
性
格

非
強
制
徴
収
公
債
権

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
滞
納
に
係
る
年
齢
（
発
生
年
度
）
別
の
滞
納
件
数
及
び
滞
納
額
の
内
訳
】

件
数

構
成

割
合

滞
納

額
構

成
割

合

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

滞
納

件
数

（
件

、
％

）
滞

納
金

額
（

円
、

％
）

債
権

名
称

産
業
技
術
短
期
大
学
校
授
業
料

滞
納

年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
〇
四



先
の
意
見
事
項
に
も
記
載
し
た
と
お
り
、
県
と

と
は
、
「
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
」
を
平
成

年
月

日
、
平
成

年
月

日
、
令
和

年
月

日
の

回
に
渡
り
取
り
交
わ
し
、
納
付
金
額

は
、
相
談
に
よ
り

ヶ
月
１
万
円
と
し
て
い
る
。
令
和

年
月

日
に
取
り
交
わ
し
た
「
債
務
承
認
及
び
分

割
納
付
誓
約
書
」
に
お
け
る
納
入
計
画
の
期
間
は
、
令
和

年
月

日
を
第

回
目
と
し
、
令
和

年

月
日
が
最
後
の
納
付
日
と
な
っ
て
お
り
、

年
ヶ
月
の
期
間
と
な
っ
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

問
題
点
は
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
た
分
割
納
付
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
点
で
あ
る
。
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
分
割
納
付
の
期
間
は
原
則

年
以
内

と
し
、

年
目
以
降
は
再
度
協
議
す
る
と
あ
る
。
令
和

年
月

日
に
取
り
交
わ
し
た
「
債
務
承
認
及
び
分

割
納
付
誓
約
書
」
に
お
け
る
納
入
計
画
の
期
間
は
、
令
和

年
月

日
を
第

回
目
と
し
、
令
和

年

月
日
が
最
後
の
納
付
日
と
な
っ
て
お
り
、

年
ヶ
月
に
も
期
間
が
及
ん
で
い
る
。
債
務
者
の
経
済
的
事

情
に
よ
り
機
械
的
に
期
間
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
る
こ
と
は
承
知
で
あ
る

が
、
原
則
的
に
は
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
た
納
入
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と

し
、
例
外
的
な
対
応
（
分
納
期
間
が
長
期
の
場
合
な
ど
）
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、
慎
重
に
判
断
し

た
そ
の
過
程
を
書
面
等
に
記
録
す
る
な
ど
の
対
応
を
要
望
す
る
。

 【意
見
事
項
】
延
滞
金
の
減
免
検
討
に
つ
い
て

 

山
梨
県
分
担
金
そ
の
他
の
歳
入
金
の
延
滞
金
徴
収
条
例
（以
下
、
「延
滞
金
徴
収
条
例
」と
い
う
）第

2
条
第

2
項
に
基
づ
く
、
延
滞
金
の
減
免
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
履
行
期
限
ど
お
り
納
入
し
た
者
と
の

公
平
性
の
点
か
ら
も
、
そ
の
運
用
は
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
債
務
者
の
資
力
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
適
用
条
件
が
示
さ
れ
、
延
滞
金
減
免
と
ほ
ぼ
同
様
の
効
果
が
得
ら
れ
る
履
行
延
期
の
特
約
（地
方

自
治
法
施
行
令
第

171
条
の

6）制
度
の
適
用
を
検
討
さ
れ
た
い
。 

【
現
状
】

上
記
の
と
お
り

は
、
滞
納
し
て
い
る
授
業
料
を
完
納
し
て
い
な
い
た
め
、
現
在
延
滞
金
の
請
求
は
行
わ

れ
て
い
な
い
が
、
今
後
発
生
す
る
延
滞
金
に
つ
い
て
、
延
滞
金
徴
収
条
例
第

条
第

項
の
規
定
に
基
づ
き

延
滞
金
の
減
免
を
検
討
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
延
滞
金
徴
収
条
例
第

条
の
定
め
は
以
下
の

と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
「
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
」
は
、
平
成

年
月

日
、
平
成

年
月

日
、
令

和
年

月
日
の

回
に
渡
り
取
り
交
わ
し
て
い
る
。
納
付
金
額
は
、

と
の
相
談
に
よ
り

ヶ
月
１
万
円

と
な
っ
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

令
和

年
月
と
令
和

年
月
に
市
町
村
役
場
か
ら

の
実
態
調
査
の
回
答
を
得
て
お
り
、
当
該
実
態
調

査
の
回
答
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
分
割
納
付
金
額
に
つ
い
て
月
額

万
円
と
す
る
根
拠
が
不
明
確
で
あ
る
。
月

万
円
の
支
払
い
が
継
続
す
る
と
仮
定
す
る
と
、

年
超
も
の
回
収
期
間
と
な
り
、
回
収
不
能
と
な
る
リ
ス
ク
が

増
す
こ
と
に
な
る
。
県
の
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
分
割
納
付
を
認
め
る
判
断
材
料
と
し

て
、
収
入
状
況
や
財
産
状
況
が
分
か
る
資
料
の
提
示
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
分
割
納
付
を
認
め
る
際

に
は
、
分
割
納
付
額
の
裏
付
け
と
な
る
根
拠
資
料
の
提
示
を
依
頼
し
、
当
該
根
拠
資
料
に
基
づ
き
、
適
切
な

分
割
納
付
額
の
設
定
を
行
い
、
早
期
の
債
権
回
収
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

 【意
見
事
項
】
例
外
的
対
応
に
係
る
判
断
過
程
の
明
確
化
に
つ
い
て

 

分
割
納
付
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
原
則
的
に
は
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基

づ
い
た
納
入
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
、
例
外
的
な
対
応
（分
納
期
間
が
長
期
の
場
合
な
ど
）を
せ

ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、
慎
重
に
判
断
し
た
そ
の
過
程
を
書
面
等
に
記
録
す
る
な
ど
の
対
応
を
要

望
す
る
。 

【
現
状
】

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
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そ
の
他
の
方
法
と
し
て
は
、
履
行
延
期
の
特
約
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第

条
の

）
制
度
の
適
用
を
検

討
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
同
制
度
は
債
務
者
の
無
資
力
や
災
害
等
、
適
用
場
面
が
例
示
さ
れ
て
お
り
、

延
長
さ
れ
た
期
限
ま
で
延
滞
金
の
期
間
計
算
を
停
止
す
る
効
果
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
（
当
該
特
約
が
承

認
さ
れ
る
時
点
ま
で
の
延
滞
金
の
発
生
は
止
め
ら
れ
な
い
が
、
）
実
質
的
に
延
滞
金
の
免
除
と
同
様
の
効
果

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
当
該
制
度
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
総
務
部
長
及
び
会
計
管
理

者
の
合
議
が
必
要
と
な
り
（
山
梨
県
財
務
規
則
第

条
第

項
第

号
）
、
関
係
部
署
の
判
断
が
入
る
こ
と

に
よ
り
、
よ
り
公
平
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
制
度
の
適
用
を
検
討
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

延
滞
金
徴
収
条
例
第

条
第

項
に
よ
れ
ば
、
「
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
延
滞
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
。

学
校
と
し
て
は
、
債
務
者

の
授
業
料
延
滞
に
至
っ
た
家
庭
環
境
及
び
経
済
的
困
窮
状
況
に
鑑
み
、
他
の

学
生
に
比
べ
て
特
に
救
済
を
要
す
る
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
状
に
お
い
て
、
延
滞
金
徴
収
条
例
第

条

第
項
の
「
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
」
が
あ
る
と
判
断
し
、
延
滞
金
の
減
免
を
行
う
予
定
と
の
こ
と
で

あ
る
。

し
か
し
、
延
滞
金
徴
収
条
例
第

条
第

項
の
規
定
に
基
づ
く
「
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
」
と
し
て

認
め
る
に
際
し
、
県
の
他
の
歳
入
に
係
る
延
滞
金
と
の
整
合
性
や
、
履
行
期
限
ど
お
り
納
入
し
た
者
と
の
公

平
性
の
観
点
か
ら
も
、
特
に
慎
重
に
そ
の
取
扱
運
用
を
決
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
る
と
、
「
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
」
へ
の
該
当
性
判
断
に
つ
い
て
、
そ
の

恣
意
的
な
運
用
を
制
限
す
る
た
め
、
一
定
の
全
庁
的
な
判
断
基
準
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
延
滞
金
徴
収
条
例
の
対
象
と
な
る
債
権
は
、
当
該
授
業
料
の
他
、
使
用
料
、
負
担
金
等
内
容
が
異
な

り
、
所
管
部
署
も
教
育
関
係
か
ら
福
祉
、
土
木
等
全
庁
的
な
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
債
権
が
成
立
す
る
根
拠
も

異
な
る
こ
と
か
ら
、
当
然
「
や
む
を
得
な
い
」
と
す
る
事
情
も
様
々
で
あ
り
、
事
前
に
ど
の
債
権
に
も
一
律

に
通
用
す
る
よ
う
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
個
別

具
体
の
事
情
を
考
慮
し
て
所
管
部
署
の
裁
量
の
範
囲
内
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
産
業
技
術
短
期
大
学
校

独
自
で
、
恣
意
的
な
運
用
と
な
ら
な
い
よ
う
授
業
料
延
滞
金
の
減
免
に
関
す
る
基
準
を
設
け
て
判
断
す
る
方

法
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
延
滞
金
減
免
の
基
準
設
計
の
際
に
は
、
会
計
課
等
の
関
係
部
署
と
の
協
議
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
。

山
梨
県
分
担
金
そ
の
他
の
歳
入
金
の
延
滞
金
徴
収
条
例

（
一
部
抜
粋
、
下
線
監
査
人
追
加
）

第
条

歳
入
金
を
督
促
状
の
指
定
期
限
後
に
納
付
す
る
者
か
ら
は
、
当
該
納
付
金
額
に
、
納
期
限

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
金
額
が
百
円
以
上
で
あ
る
と
き
は
当
該

金
額

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

に
つ
き
年
十
・
七
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
を
加
算
し
て
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
延
滞

金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
又
は
そ
の
全
額
が
十
円
未
満
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
全
額
を
徴
収
し
な
い
。

知
事
は
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
延
滞

金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
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・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
2
,
6
2
2
,
0
0
0

△
2
,
4
8
5
,
0
0
0

△
2
,
1
1
2
,
7
0
5

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
2
,
6
2
2
,
0
0
0

△
2
,
4
8
5
,
0
0
0

△
2
,
1
1
2
,
7
0
5

農
業
改
良
資
金
償
還
金
及
び
違
約
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成

割
合

滞
納

額
構

成
割

合

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

農
業
改
良
資
金
貸
付
金
延
滞
違
約
金

滞
納

件
数

（
件

、
％

）
滞

納
金

額
（

円
、

％
）

債
権

名
称

農
業
改
良
資
金
貸
付
金
償
還
金

滞
納

年
齢

3.1.17.
農農
政政
部部

農農
業業
技技
術術
課課

 

・
債
権
の
名
称

農
業
改
良
資
金

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に
未

収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
長
期
滞
納
者
へ
の
督
促
、
催
告
は
滞
納
債
権
が
多
い
た
め
、
専
従
職
員
の
配
置
が
必
要
で
あ
る
。

ⅲ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
の
管
理
が
不
十
分
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅳ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に
欠

け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

ⅴ
福
祉
的
要
素
は
高
く
な
い
が
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が

あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
が
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
切
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等
を

適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
期
間
（
事
業
年
度
）
帰
属
の
正
確
性
（
債
権
発
生
時
に
す
み
や
か
に
調
定
を
実
施
し
、
債
権

の
年
度
の
ず
れ
な
ど
が
生
じ
な
い
よ
う
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
〇
七



（
２
）
監
査
手
続

・
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【指
摘
事
項
】
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
の
作
成
徹
底
に
つ
い
て

 

農
業
改
良
資
金
に
関
す
る
延
滞
債
権
の
う
ち
、
現
状
一
部
が
分
割
納
付
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
の
書
面
を
作
成
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が

3
割
程
度
し
か
存
在
し
て
い

な
い
。
回
収
事
務
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
､山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し

た
が
っ
て
､分
割
納
付
を
行
う
際
に
は
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
を
徴
す
こ
と
と
さ
れ
た
い
。 

【
現
状
】

農
業
改
良
資
金
に
つ
い
て
滞
納
が
生
じ
た
場
合
に
は
､質

問
お
よ
び
資
料
閲
覧
の
結
果
、
全
て
の
ケ
ー
ス

で
､督

促
お
よ
び
催
告
を
行
い
､そ

れ
で
も
納
付
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
原
則
口
頭
に
よ
り
資
力
ま
た
は
資

産
の
状
況
を
確
認
し
、
分
割
納
付
を
行
う
と
い
う
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
割
納
付
に

関
す
る
納
付
計
画
に
つ
い
て
は
口
頭
で
確
認
し
､債

務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
を
作
成
せ
ず
に
口
答
に
よ

る
約
定
を
交
わ
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
全
体
の

割
程
度
存
在
し
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
一
括
納
付
、
あ
る
い
は
、
月
々
の
返
済
額
の
納
付
が

困
難
で
あ
る
と
の
申
し
出
が
あ
る
債
務
者
に
対
し
て
は
、
必
要
書
類
を
提
出
さ
せ
、
債
務
者
の
生
活
状
況
・

納
付
資
力
を
調
査
し
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
分
割
納
付
を
認
め
る
こ
と
も
考
慮
す

【
農
業
改
良
資
金
貸
付
金
延
滞
違
約
金
の
決
算
推
移
】

（
単
位
：
円
）

区
分

期
中
増
加

期
中
減
少

年
度
末
残
高

平
成
30年

度
―

―
令
和
元
年
度

令
和
2年

度
令
和
3年

度

１
．
農
業
改
良
資
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
農
業
改
良
資
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

農
業
改
良
資
金
は
農
業
者
が
農
業
経
営
の
改
善
を
目
的
と
し
て
、
新
た
な
農
業
部
門
の
経
営
若
し
く
は

農
畜
産
物
の
加
工
の
事
業
の
経
営
を
開
始
し
、
又
は
農
畜
産
物
若
し
く
は
そ
の
加
工
品
の
新
た
な
生
産
若

し
く
は
販
売
の
方
式
を
導
入
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
､昭

和
年
に
旧
農
業
改
良
資
金
助
成
法
（
昭

和
年

月
日
法
律
第

号
）
の
制
定
に
よ
り
創
立
さ
れ
た
融
資
制
度
で
あ
る
。

平
成

年
に
、
農
業
改
良
資
金
が
日
本
政
策
金
融
公
庫
を
貸
付
主
体
と
す
る
新
制
度
に
移
行
し
た
た
め

山
梨
県
の
貸
付
業
務
は
終
了
し
、
現
在
、
既
貸
付
分
に
係
る
債
権
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

（
農
業
技
術
課
提
出
資
料
参
照
）

・
債
権
の
名
称

農
業
改
良
資
金

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

農
業
改
良
資
金
融
通
法
（
旧
農
業
改
良
資
金
助
成
法
）
等

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳
と
電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
の
併
用

・
農
業
改
良
資
金
、
増
減
状
況

【
農
業
改
良
資
金
貸
付
金
の
決
算
推
移
】

（
単
位
：
円
）

区
分

期
中
増
加

期
中
減
少

年
度
末
残
高

平
成
30年

度
―

―
令
和
元
年
度

令
和
2年

度
令
和
3年

度

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
〇
八



以
上
よ
り
平
成

年
度
か
ら
平
成

年
度
に
か
け
て
発
生
し
た
延
滞
債
権
で

年
以
上
経
過
し
て
お

り
、
回
収
事
務
が
長
期
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
分
割
納
付
額
に
つ
い
て
は
口
頭
で
約
定
さ
れ
て
お
り

年
度
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
令
和

年
度
元
本
残
高
を
令
和

年
度
回
収
額
で
除
し
た
回
収
可

能
年
数
を
計
算
す
る
と
最
短
で
も

年
、
最
長
で

年
と
い
う
結
果
と
な
る
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば

訪
問
時
の
面
談
で
返
済
に
応
じ
な
い
又
は
面
談
を
拒
否
す
る
債
務
者
に
対
し
て
法
的
措
置
を
検
討
し
、
少
額

の
返
済
が
行
わ
れ
て
い
る
債
務
者
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
と
の
こ
と
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
分
割
納
付
の
期
間
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
て

い
る
。

（
２
）
分
割
納
付
の
期
間

分
割
納
付
を
認
め
る
場
合
は
、
滞
納
分
と
新
規
発
生
分
を
合
わ
せ
て
完
納
に
至
る
納
付
計
画
を
立
て
る
。

分
割
納
付
の
期
間
は
原
則

年
以
内
と
し
、

年
目
以
降
は
再
度
協
議
す
る
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
民
事
訴
訟
法
第

条
の

第
項
に
お
け
る
「
和
解
に

代
わ
る
決
定
」
の
規
定
を
準
用
し
、

年
を
限
度
と
し
て
分
割
納
付
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

延
滞
金
は
、
分
割
期
間
中
も
発
生
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

（
出
典
：
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
）

こ
の
よ
う
に
、
分
割
納
付
を
認
め
る
場
合
に
は
そ
の
期
間
は
原
則

年
以
内
と
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
は
最
大

年
を
限
度
と
し
て
分
割
納
付
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
梨
県
債
権

回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
期
限
の
利
益
の
喪
失
の
取
り
決
め
を
し
て
い
た
場
合
で
分
割
納
付
が

単
位
：
円

①
令
和
3年

度
回
収
額

②
令
和
3年

度
末

元
本
残
高

③
（
②
÷
①
）

回
収
可
能

年
数
（
年
）

（
出
典
：
農
業
技
術
課
提
出
資
料
を
監
査
人
が
加
工
）

る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
た
だ
単
に
「
分
割
納
付
誓
約
書
」
を
提
出
さ
せ

る
だ
け
で
な
く
、
消
滅
時
効
の
更
新
事
由
で
あ
る
民
法
第

条
の
「
承
認
」
を
兼
ね
た
「
債
務
承
認
及
び

分
割
納
付
誓
約
書
」
を
徴
し
、
消
滅
時
効
の
更
新
を
図
る
と
と
も
に
、
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書

に
、
分
割
納
付
が

回
以
上
不
履
行
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
期
限
の
利
益
を
喪
失
し
、
強
制
執
行
等
の
措
置

を
受
け
て
も
異
議
は
な
い
こ
と
を
明
記
し
債
務
者
に
承
認
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
書
面
の
交
付
を
前
提

と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
債
務
者
の
生
活
状
況
・
納
付
資
力
を
鑑
み
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
分
割
納
付
を
認
め
た
う

え
で
、
改
め
て
債
務
承
認
や
期
限
の
利
益
喪
失
の
事
項
を
書
面
と
し
て
残
す
こ
と
で
、
債
務
者
に
早
期
の
納

付
を
促
し
、
回
収
事
務
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
履
行
期
限
の
繰
り
上
げ
お
よ
び
債
務
名
義
の
取

得
や
強
制
執
行
の
申
立
て
な
ど
の
法
的
措
置
を
行
使
す
る
前
提
と
な
る
重
要
な
手
続
き
と
考
え
ら
れ
る
。

農
業
改
良
資
金
の
延
滞
債
権
に
係
る
分
割
納
付
に
つ
い
て
､書

面
に
よ
ら
ず
口
頭
で
行
っ
た
場
合
は
、
分
割

納
付
金
額
や
納
付
時
期
が
曖
昧
に
な
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
ま
た
、
履
行
期
限
の
繰
り
上
げ
お
よ
び
債
務
名
義

の
取
得
や
強
制
執
行
の
申
立
て
な
ど
の
法
的
措
置
を
行
使
す
る
前
提
の
証
明
根
拠
が
曖
昧
と
な
り
、
回
収
事

務
に
大
き
な
支
障
を
き
た
す
結
果
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
問
題
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
分
割
納
付
を
行
う
際
に
は
回
収
事
務
の
実
効
性
を
確
保
等
す
る
観
点
か
ら
、
山
梨
県
債
権
回

収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
た
「
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
」
を
徴
す
こ
と
と
さ
れ
た

い
。

 【指
摘
事
項
】
外
部
委
託
等
も
含
め
た
適
切
な
回
収
事
務
の
立
案
に
つ
い
て

 

分
割
納
付
を
行
っ
て
い
る
延
滞
債
権
に
つ
い
て
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が

っ
た
分
割
納
付
の
期
間
を
設
け
て
い
な
い
た
め
、
回
収
期
間
が
長
期
化
し
事
務
コ
ス
ト
が
増
加
し
て
い

る
と
と
も
に
、
長
期
化
に
よ
る
債
務
者
の
死
亡
等
に
よ
り
回
収
が
困
難
に
な
る
事
案
が
増
加
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。 

債
務
者
の
事
情
を
勘
案
し
な
が
ら
、
外
部
委
託
等
も
含
め
会
計
課
と
も
協
議
し
適
切
な
回
収
事
務
を

立
案
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。 

【
現
状
】

前
述
の
と
お
り
､農

業
改
良
資
金
に
つ
い
て
滞
納
が
生
じ
た
場
合
に
は
､原

則
口
頭
に
よ
り
資
力
ま
た
は
資

産
の
状
況
を
確
認
し
、
分
割
納
付
を
行
う
と
い
う
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
各
債
務
者
の
令
和

年

度
に
お
け
る
分
割
納
付
に
よ
る
回
収
実
績
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
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四
月
二
十
七
日

一
〇
九



平
成

年
月

と
面
談
、
後
日

が
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認

令
和

年
月

回
収
実
績
の
な
い
ま
ま
現
在
に
至
る

（
出
典
：
農
業
技
術
課
提
出
延
滞
債
権
管
理
簿
）

以
上
の
と
お
り
、
当
該
債
権
に
つ
い
て
、
主
債
務
者

は
当
初
の
履
行
期
限
到
来
の
前
後
よ
り
行
方
不
明

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
接
触
が
で
き
な
い
ま
ま
平
成

年
月
に
死
亡
を
確
認
し
て
い
る
。
な
お
、

の

相
続
人
の
相
続
放
棄
も
確
認
し
て
い
る
。
連
帯
保
証
人

は
平
成

年
月
に
死
亡
し
、
そ
の
相
続
人
の
相

続
放
棄
を
確
認
し
て
い
る
。
連
帯
保
証
人

は
平
成

年
ま
で
接
触
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
平

成
年

月
に
接
触
を
図
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
当
該
債
権
に
つ
い
て
、
令
和

年
月
現
在
に
お
い
て
納
付
義
務
が
あ
る
の
は

の
み
で
あ

る
が
生
活
保
護
を
受
給
し
て
お
り
、
資
力
が
あ
る
と
は
言
い
難
く
そ
の
回
収
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。一
方
で
、
元
本
に
対
す
る
違
約
金
は
そ
の
期
間
に
応
じ
て
発
生
し
続
け
て
い
る
た
め
、
回
収
期
間
が
長
期

化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
違
約
金
の
金
額
も
増
加
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

な
お
、
当
該
債
権
に
つ
い
て
は
時
効
期
限
も
近
づ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
令
和

年
度

月
時
点
で
は
、

債
務
承
認
又
は
法
的
手
続
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
点
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
私
債
権
に
つ
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
債
権

の
保
全
及
び
取
り
立
て
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
徴
収
停
止
､履

行
期
限
を
延
長
す
る
特
約
又
は
処
分
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
履
行
延
期
、
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
免
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
旧
農
業
改
良
資
金
助
成
法
で
は
、
災
害
や
債
務
者
の
死
亡
等
に
よ
り
支
払
が
困
難
と
な
っ
た
場
合

に
支
払
猶
予
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
関
係
法
令
の
中
で
は
、
旧
農
業
改
良
資
金
助
成
法
が
特
別
法
と
し

て
優
先
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
支
払
猶
予
が
適
用
さ
れ
、
支
払
猶
予
を
行
っ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
遅
延
損
害

金
等
は
発
生
し
な
い
。
こ
れ
ら
は
徴
収
努
力
を
し
て
も
な
お
債
務
者
が
そ
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
､そ

の
履
行
を
求
め
続
け
る
こ
と
は
､か

え
っ
て
事
務
コ
ス
ト
が
か
さ
む

こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
債
権
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
。

当
該
債
権
に
つ
い
て
は
、
令
和

年
月
時
点
で
回
収
実
績
が
な
く
、
ま
た
、
納
付
義
務
の
あ
る

は
生

活
保
護
受
給
者
で
あ
り
債
権
回
収
の
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
違
約
金
は
増
加
し
続
け
て
お

り
､時

間
の
経
過
と
と
も
に
債
権
回
収
事
務
が
よ
り
困
難
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
農
業
技
術
課
と
し
て
は
債

務
承
認
又
は
法
的
手
続
を
検
討
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
該
債
権
等
に
つ
い
て
､徴

収
停
止
、
支
払

猶
予
、
債
務
免
除
の
適
用
要
件
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
債
権
の
保
全
を
図
り
な
が
ら
、
訴
訟

費
用
等
の
事
務
コ
ス
ト
や
法
的
手
続
を
行
っ
た
場
合
の
回
収
見
込
額
を
勘
案
し
、
会
計
課
等
と
協
議
し
当
該

処
理
の
検
討
も
行
う
こ
と
を
要
望
す
る
。

回
以
上
不
履
行
に
な
っ
た
場
合
に
は
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
一
括
納
付
を
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
長
期

に
わ
た
る
分
割
納
付
を
予
定
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
分
割
納
付
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
資
力
ま
た
は
資
産
の
状
況
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
納
付
金
額
は
異

な
る
が
、
令
和

年
度
末
元
本
残
高
を
令
和

年
度
回
収
額
で
除
し
た
回
収
可
能
年
数
を
計
算
し
た
場
合
に

最
短
で
も

年
、
最
長
で

年
と
い
う
結
果
と
な
り
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た

が
っ
た
処
理
と
な
っ
て
い
な
い
点
が
問
題
で
あ
る
。

確
か
に
債
務
者
の
事
情
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
､す

べ
て
の
事
案
に
つ
い
て
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
た
処
理
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該

分
割
納
付
の
よ
う
に
、
い
た
ず
ら
に
回
収
期
間
が
長
期
化
さ
せ
る
こ
と
は
債
務
者
等
の
高
齢
化
、
相
続
に
伴

う
権
利
関
係
の
複
雑
化
等
、
回
収
事
務
が
煩
雑
化
し
、
ま
た
、
回
収
の
困
難
性
が
増
加
す
る
た
め
望
ま
し
い

処
理
と
は
い
え
な
い
。

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
た
処
理
が
困
難
な
延
滞
債
権
に
つ
い
て
は
、
回
収

可
能
性
と
回
収
コ
ス
ト
を
考
慮
し
た
う
え
で
外
部
委
託
等
も
含
め
会
計
課
と
も
協
議
し
適
切
な
回
収
事
務
を

立
案
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

 【意
見
事
項
】
徴
収
停
止
等
、
徴
収
緩
和
措
置
の
検
討
に
つ
い
て

 

回
収
事
務
の
実
効
性
及
び
効
率
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
徴
収
停
止
、
支
払
猶
予
、
債
務
免
除
の
適
用

要
件
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
処
理
の
検
討
を
行
い
回
収
事
務
コ
ス
ト
の
低
減
を

図
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

農
業
改
良
資
金
に
関
す
る
延
滞
債
権
の
う
ち
元
本
回
収
実
績
の
な
い
債
権
が
存
在
し
て
い
る
が
、
お
お
ま

か
な
経
緯
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

債
務
者
：

､連
帯
保
証
人

名
：

時
期

状
況

平
成

年
月

が
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
旨
の
情
報
あ
り

平
成

年
～

平
成

年
に
つ
い
て
訪
問
等
す
る
が
不
在

平
成

年
月

履
行
期
限
到
来
（
延
滞
債
権
発
生
）

平
成

年
月

の
死
亡
を
確
認
（
相
続
人
は
相
続
放
棄
）

平
成

年
月

の
死
亡
を
確
認
（
相
続
人
は
相
続
放
棄
）

平
成

年
～

平
成

年
に
つ
い
て
所
在
調
査
を
行
い
、
何
度
も
訪
問
す
る
が
不
在
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１
．
都
市
公
園
法
第

条
の
規
定
に
よ
る
原
因
者
負
担
金
（
舞
鶴
城
ト
イ
レ
放
火
）
に
係
る
未
収
債
権
に
つ

い
て

（
１
）
概
要

・
都
市
公
園
法
第

条
の
規
定
に
よ
る
原
因
者
負
担
金
（
舞
鶴
城
ト
イ
レ
放
火
）
に
係
る
未
収
債
権
の
基

本
情
報
に
つ
い
て

平
成

年
月
に
稲
荷
曲
輪
ト
イ
レ
が
放
火
さ
れ
、
半
焼
し
た
。
当
該
工
事
の
復
旧
に
伴
い
要
し
た

費
用

万
円
を
、
原
因
者
に
請
求
し
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
。

・
債
権
の
名
称

都
市
公
園
法
第

条
の
規
定
に
よ
る
原
因
者
負
担
金
（
舞
鶴
城
ト
イ
レ
放
火
）
に
係
る
未
収
債
権

・
債
権
の
性
質

非
強
制
徴
収
公
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

地
方
自
治
法

都
市
公
園
法

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
山
梨
県
出
納
局
）

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳
：
名
称
「
舞
鶴
城
公
園
ト
イ
レ
放
火
火
災
関
連
文
書
」

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
滞
納
に
係
る
年
齢
（
発
生
年
度
）
別
の
滞
納
件
数
及
び
滞
納
額
の
内
訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

都
市
公
園
法
第
1
3
条
の
規
定

に
よ
る
原
因
者
負
担
金
（
舞

鶴
城
公
園
内
ト
イ
レ
復
旧
工

事
）

滞
納
年
齢

3.1.18.
県県
土土
整整
備備
部部

都都
市市
計計
画画
課課

 

・
債
権
の
名
称

都
市
公
園
法
第

条
の
規
定
に
よ
る
原
因
者
負
担
金
（
舞
鶴
城
ト
イ
レ
放
火
）

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に

未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に
欠

け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

ⅲ
福
祉
的
要
素
は
高
く
な
い
が
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が

あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
評
価
（
回
収
可
能
性
等
）
の
妥
当
性
（
債
権
の
性
質
に
応
じ
て
、
財
産
調
査
や
滞
納
処
分
等

の
強
制
徴
収
に
よ
る
回
収
可
能
性
を
適
切
に
評
価
し
て
い
る
か
。
）

ⅲ
債
権
の
決
算
書
及
び
各
種
資
料
（
公
表
・
非
公
表
）
上
で
の
表
示
の
妥
当
性
（
歳
入
歳
出
決
算
書
等

で
の
適
正
な
表
示
に
は
留
意
し
て
い
る
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

都
市
公
園
法
第
1
3
条
の

規
定
に
よ
る
原
因
者
負

担
金
（
舞
鶴
城
公
園
内

ト
イ
レ
復
旧
工
事
）
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実
施
し
て
い
る
が
、
原
因
者
は
、
過
去
に
自
己
破
産
を
し
て
お
り
、
所
有
財
産
（
預
貯
金
・
不
動
産
）
は
現

状
な
い
こ
と
を
本
人
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
今
後
も
、
支
払
い
能
力
を
勘
案
し
て
、
請

求
手
続
き
を
粛
々
と
実
行
し
て
頂
き
た
い
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

問
題
は
、
当
該
建
物
が
火
災
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
理
由
が
、
客
観
的
な
記
録
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い

な
い
点
で
あ
る
。

県
有
建
物
等
火
災
共
済
委
託
基
準
（
令
和

年
月

日
改
正
）
（
以
下
「
基
準
」
と
い
う
）
に
よ
る

と
、
当
該
ト
イ
レ
は
台
帳
価
格
が

万
円
（

年
月
時
点
）
の
木
造
建
物
で
あ
り
、
基
準
に
規
定
す
る

委
託
対
象
建
物
に
該
当
す
る
（
基
準

⑴
①
ア
）
。
県
は
、
県
所
管
の
公
共
施
設
は
非
常
に
数
が
多
く
、
全
て

に
つ
い
て
火
災
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
は
、
多
額
の
費
用
も
か
か
る
こ
と
か
ら
、
「
県
有
建
物
等
火
災
共
済

委
託
基
準
」
の
「
１
趣
旨
」
に
基
づ
き
、
委
託
基
準
記
載
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
対
し
て
、
火
災
保
険

に
加
入
す
る
か
否
か
を
、
重
要
度
や
危
険
度
に
応
じ
判
断
し
て
い
た
。
当
該
ト
イ
レ
に
つ
い
て
は
、
通
常
火

の
気
の
無
い
場
所
で
火
災
の
起
こ
る
可
能
性
が
低
い
こ
と
や
、
常
時
多
く
の
人
の
利
用
の
な
い
施
設
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
火
災
保
険
加
入
の
対
象
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
費
用
対
効
果
を
考
慮
し
て
火
災
保
険
の
加
入
に

つ
い
て
意
思
決
定
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
判
断
基
準
が
、
建
物
等
を
管
理
す
る

者
の
判
断
に
一
任
さ
れ
る
の
は
、
資
産
管
理
の
観
点
か
ら
望
ま
し
く
な
い
。
基
準
に
該
当
す
る
が
、
付
保
し

な
い
理
由
な
ど
を
取
り
ま
と
め
て
管
理
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

な
お
、
「
今
回
の
放
火
事
案
を
受
け
、
公
園
内
の
他
の
木
造
建
物
の
う
ち
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
加
入
す
る
方
針
と
し
て
い
る
。
」
と
い
う
回
答
を
県
か
ら
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
費
用
対
効
果
を
勘
案

し
て
柔
軟
に
適
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
時
に
は
、
そ
の
判
断
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
取
り
ま

と
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

（
２
）
監
査
手
続

・
概
要
説
明
等
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
公
開
さ
れ
た
情
報
の
収
集
、
分
析
、
閲
覧

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
県
有
資
産
の
付
保
状
況
確
認
に
つ
い
て

 

県
有
の
資
産
に
つ
い
て
、
付
保
の
状
況
を
確
認
し
、
県
有
建
物
等
火
災
共
済
委
託
基
準
に
則
り
必
要
と

思
わ
れ
る
建
物
等
に
損
害
保
険
等
適
切
に
加
入
し
、
保
全
さ
れ
て
い
る
か
検
証
さ
れ
る
よ
う
、
ま
た
、

費
用
対
効
果
を
勘
案
し
て
柔
軟
に
適
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う

取
り
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

（
経
緯
）

平
成

年
月
に
稲
荷
曲
輪
ト
イ
レ
が
放
火
さ
れ
、
半
焼
し
た
。
当
該
工
事
の
復
旧
に
伴
い
要
し
た
費
用

万
円
を
、
原
因
者
に
請
求
し
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
。

（
復
旧
ト
イ
レ
の
概
要
）

木
造
平
屋
建
て

一
部

（
ビ
ッ
ト
部
）

建
築
面
積

㎡
延
べ
面
積

㎡
男
子
小
３
大
２
女

子
４
身
障
者
用
１
洗
面
７

（
請
求
金
額
）

復
旧
工
事
に
要
し
た
費
用

円
（
ト
イ
レ
解
体
撤
去
・
再
建
費
等
）

（
概
要
）

都
市
公
園
法
第

条
の
規
定
で
は
、
「
公
園
管
理
者
は
、
都
市
公
園
を
損
傷
し
た
行
為
に
よ
り
必
要
が
生

じ
た
工
事
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
原
因
者
に
費
用
を
負
担
さ
せ
る
」
と
あ
り
、
当
該
原
因
者
に
、
上
記
の

請
求
金
額
を
請
求
し
て
い
る
。
債
権
徴
収
事
務
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
。
県
は
、
原
因
者
に
対
し
納
入
通
知
書
を
送
付
、
納
期
限
に
支
払
い
が
な
か
っ
た
た

め
、
督
促
の
手
続
き
を
実
施
し
た
。
そ
の
後
、
催
告
を
継
続
中
で
あ
る
。
ま
た
、
並
行
し
て
、
財
産
調
査
を

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
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・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

①
県
営
住
宅
等
使
用
料

②
県
営
住
宅
等
駐
車
場
使
用
料

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

県
営
住
宅
等
使
用
料

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

県
営
住
宅
等
駐
車
場
使

用
料

3.1.19.
県県
土土
整整
備備
部部

建建
築築
住住
宅宅
課課

住住
宅宅
対対
策策
室室

 

・
債
権
の
名
称

①
県
営
住
宅
等
使
用
料

②
県
営
住
宅
等
駐
車
場
使
用
料

③
県
営
住
宅
等
明
渡
不
履
行
損
害
賠
償
金

④
県
営
住
宅
退
去
者
破
損
賠
償
金

⑤
県
営
住
宅
等
退
去
修
繕
費

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
件
数
が
多
い
た
め
、
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等
、
Ｉ
Ｔ
の
活
用
が
不
可
欠
で
あ
り
、
債
権
管
理
シ
ス
テ

ム
の
仕
組
等
を
熟
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
長
期
滞
納
者
へ
の
督
促
、
催
告
は
滞
納
債
権
が
多
い
た
め
、
専
従
職
員
の
配
置
が
必
要
で
あ
る
。

ⅲ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
の
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅳ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に
欠

け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

ⅴ
福
祉
的
要
素
の
高
い
債
権
で
あ
る
た
め
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す

る
必
要
が
あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
期
間
（
事
業
年
度
）
帰
属
の
正
確
性
（
債
権
発
生
時
に
す
み
や
か
に
調
定
を
実
施
し
、
債
権

の
年
度
の
ず
れ
な
ど
が
生
じ
な
い
よ
う
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
）

ⅲ
債
権
の
決
算
書
及
び
各
種
資
料
（
公
表
・
非
公
表
）
上
で
の
表
示
の
妥
当
性
（
歳
入
歳
出
決
算
書
等

で
の
適
正
な
表
示
に
は
留
意
し
て
い
る
。
）

山
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県
公
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号
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⑤
県
営
住
宅
等
退
去
修
繕
費

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

県
営
住
宅
等
退
去
修
繕

費

③
県
営
住
宅
等
明
渡
不
履
行
損
害
賠
償
金

④
県
営
住
宅
退
去
者
破
損
賠
償
金

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

県
営
住
宅
等
明
渡
不
履

行
損
害
賠
償
金

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

県
営
住
宅
退
去
者

破
損
賠
償
金
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１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
県
営
住
宅
等
使
用
料
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報

山
梨
県
営
住
宅
及
び
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
係
る
使
用
料
（
家
賃
）
の
滞
納
に
よ
り
未
収
と

な
っ
て
い
る
債
権
で
、
入
居
者
あ
る
い
は
連
帯
保
証
人
か
ら
の
支
払
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の

・
債
権
の
名
称

県
営
住
宅
等
使
用
料
（
家
賃
）

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

公
営
住
宅
法
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
、
公
営
住
宅
法
施
行
規
則
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進

に
関
す
る
法
律
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅

の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
、
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
、
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施

行
規
則

山
梨
県
営
住
宅
管
理
事
務
取
扱
要
綱

山
梨
県
営
住
宅
使
用
料
等
滞
納
整
理
事
務
処
理
要
領

県
営
住
宅
家
賃
滞
納
に
係
る
訴
訟
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
令
和
３
年
度
版
）

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

県
営
住
宅
の
管
理
全
般
に
つ
い
て
は
、
管
理
代
行
制
度
に
よ
り
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
が
行
っ
て
お

り
、
家
賃
（
使
用
料
）
の
収
納
事
務
も
同
公
社
が
行
っ
て
い
る
。
同
公
社
は
、
家
賃
の
収
納
の
情
報
に

つ
い
て
は
「
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
」
と
い
う
ソ
フ
ト
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

か
月
以
上
の
滞
納

が
発
生
し
た
場
合
は
、
同
公
社
の
独
自
様
式
で
あ
る
「滞
納
整
理
カ
ー
ド
」に
督
促
状
況
等
を
記
録
し
、
そ
の
内

容
を
ア
ッ
トホ
ー
ム
に
入
力
し
、
県
と
共
有
し
て
い
る
。

（
２
）
監
査
手
続

・
根
拠
条
例
、
規
則
、
管
理
台
帳
、
各
賃
貸
借
契
約
書
等
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成

割
合

滞
納

額
構

成
割

合

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

県
営

住
宅

退
去

者
破

損
賠

償
金

収
納

状
況

県
営

住
宅

等
退

去
修

繕
費

収
納

状
況

債
権

名
称

滞
納

年
齢

滞
納

件
数

（
件

、
％

）
滞

納
金

額
（

円
、

％
）

県
営

住
宅

等
使

用
料

収
納

状
況県

営
住

宅
等

駐
車

場
使

用
料

収
納

状
況

県
営

住
宅

等
明

渡
不

履
行

損
害

賠
償

金
収

納
状

況
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し
な
い
こ
と
と
な
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
何
ら
か
の
書
面
（
債
務
弁
済
合
意
書
な
ど
）
に
基
づ
き
、
債
務

額
の
確
認
と
そ
の
弁
済
時
期
や
金
額
の
合
意
を
と
る
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他

方
で
、
３
０
年
以
上
も
前
の
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
債
務
者
の
所
在
や
相
続
人
の
把
握
が
困
難
で
あ
る

こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
場
合
に
は
積
極
的
に
権
利
放
棄
に
基
づ
く
不
納
欠
損
処
理
を
検

討
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
債
権
発
生
か
ら
長
期
間
経
過
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
連
絡
先
把
握
な
ど
の
取
り
組

み
を
し
つ
つ
、
そ
れ
が
困
難
な
場
合
に
は
、
回
収
可
能
性
の
有
無
を
考
慮
し
て
、
徴
収
停
止
や
不
納
欠
損

処
理
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
３
）
債
務
者
へ
の
督
促
活
動
を
進
め
る
た
め
に
職
員
の
配
置
を
す
る
な
ど
し
て
、
住
所
の
把
握
、
連
帯
保

証
人
も
含
め
た
督
促
な
ど
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
出
典
：
建
築
住
宅
課
住
宅
対
策
室
提
供
資
料
）

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
過
年
度
分
の
契
約
書
の
所
在
確
認
に
つ
い
て

 

過
年
度
分
（特
に
平
成
３
年
以
前
発
生
分
）の
収
入
未
済
額
の
一
部
に
つ
い
て
、
契
約
書
の
所
在
が
把

握
で
き
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
、
早
急
に
所
在
確
認
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
。
な
お
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
債
務
者
と
債
務
弁
済
事
項
に
つ
い
て
の
合
意
書
の
締
結
や
権
利
放
棄
に
基
づ
く
不
納
欠
損
処
理

の
実
施
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。 

 【意
見
事
項
】
督
促
等
の
促
進
に
よ
る
滞
留
債
権
解
消
に
つ
い
て
①

 

収
入
未
済
額
が
、
令
和
３
年
度
に
お
い
て
合
計
３
２
９
，４
３
０
，８
５
５
円
と
極
め
て
多
額
に
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
滞
納
使
用
料
の
督
促
等
を
す
す
め
、
未
済
額
の
減
少
に
努
め
る
よ
う
要
望
す

る
。 

【
現
状
】

（
１
）
使
用
料
の
滞
納
に
つ
い
て
は
、
長
年
の
懸
案
と
な
っ
て
い
る
が
、
平
成
３
年
以
前
の
滞
納
分
に
つ
い

て
は
、
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
上

つ
の
調
定
で
纏
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
（
収
納
額
等
一
覧
表
参
照
）
、

債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
債
務
名
義
人
、
滞
納
額
、
納
期
限
等
に
つ
い
て
適
正
に
把
握
管
理
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
一
部
の
債
権
に
つ
い
て
、
当
時
の
賃
貸
借
契
約
書
等
の
契
約
書
類
の
所
在
が
把
握
で
き

て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
２
）
収
納
額
等
一
覧
表
の
と
お
り
、
収
入
未
済
額
は
多
額
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
既
に
３
０
年
以
上
前
か

ら
の
入
居
者
の
滞
納
分
が
あ
り
、
債
務
者
に
対
す
る
督
促
の
た
め
の
連
絡
先
の
把
握
や
実
際
の
督
促
活
動

の
実
施
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
中
に
は
死
亡
し
て
い
る
者
も
相
当
数
見
込
ま
れ
る
が
、
連
絡
先
把

握
の
た
め
の
取
り
組
み
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
な
ど
、
債
務
者
へ
の
督
促
活
動
が
不
十

分
な
状
況
に
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

（
１
）
所
在
の
把
握
で
き
て
い
な
い
一
部
の
賃
貸
借
契
約
書
に
つ
い
て
は
早
急
に
そ
の
所
在
を
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
。
万
が
一
、
そ
の
所
在
が
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
債
権
の
根
拠
と
な
る
契
約
書
面
が
存
在
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平
成
２
３
年
度
の
収
入
未
済
額
は
１
０
，
０
０
０
円
、
平
成
２
４
年
度
の
収
入
未
済
額
は
４
７
，
６
０
０

円
と
低
額
と
な
っ
て
お
り
、
費
用
対
効
果
を
考
慮
し
た
督
促
活
動
を
図
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

３
．
県
営
住
宅
等
明
渡
不
履
行
損
害
賠
償
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
県
営
住
宅
等
明
渡
不
履
行
損
害
賠
償
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報

入
居
者
が
不
正
行
為
に
よ
る
入
居
や
、
家
賃
を
３
か
月
以
上
滞
納
し
た
な
ど
の
事
由
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
知
事
は
契
約
を
解
除
し
、
住
宅
の
明
渡
し
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
該
請
求
を
受

け
た
者
は
、
明
渡
し
を
行
う
日
ま
で
の
期
間
に
一
定
の
損
害
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
、
当
該
損
害
賠
償
金
に
つ
い
て
入
居
者
あ
る
い
は
連
帯
保
証
人
か
ら
の
支
払
が
な
さ
れ
て
い
な
い

も
の

・
債
権
の
名
称

県
営
住
宅
等
明
渡
不
履
行
損
害
賠
償
金

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
と
同
じ

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
と
同
じ

（
２
）
監
査
手
続

・
根
拠
条
例
、
規
則
、
管
理
台
帳
、
各
賃
貸
借
契
約
書
等
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
相
続
人
、
連
帯
保
証
人
等
へ
の
督
促
等
促
進
に
つ
い
て

 

滞
納
者
２
名
の
う
ち
、
１
名
が
死
亡
、
も
う
１
名
が
自
己
破
産
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
続
人
、
連
帯
保

証
人
な
ど
へ
の
督
促
を
進
め
、
回
収
が
不
可
能
な
事
情
が
あ
れ
ば
（時
効
援
用
な
ど
）不
納
欠
損
処
理

を
進
め
る
よ
う
要
望
す
る
。 

２
．
県
営
住
宅
等
駐
車
場
使
用
料
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

山
梨
県
営
住
宅
及
び
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
で
駐
車
場
を
賃
貸
し
て
い
る
者
に
つ
い

て
、
駐
車
場
使
用
料
の
滞
納
に
よ
り
未
収
と
な
っ
て
い
る
債
権
で
、
入
居
者
か
ら
の
支
払
が
な
さ
れ
て

い
な
い
も
の

・
債
権
の
名
称

県
営
住
宅
等
駐
車
場
使
用
料

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
と
同
じ

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
と
同
じ

（
２
）
監
査
手
続

・
根
拠
条
例
、
規
則
、
管
理
台
帳
、
各
賃
貸
借
契
約
書
等
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
督
促
等
の
促
進
に
よ
る
滞
留
債
権
解
消
に
つ
い
て
②

 

県
営
住
宅
使
用
料
滞
納
分
の
収
納
の
取
り
組
み
と
合
わ
せ
て
、
未
収
債
権
の
解
消
に
努
め
る
よ
う
要

望
す
る
。 

【
現
状
】

未
収
は
、
最
も
古
い
も
の
で
も
平
成
２
３
年
度
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
滞
納
は
長
期
化
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
令
和
３
年
度
で
は
、
収
納
率
が
９
９
．
２
４
％
と
な
っ
て
お
り
収
入
未
済
額
は
少
な
い
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】
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 【意
見
事
項
】
相
続
人
の
所
在
確
認
、
督
促
の
実
施
に
つ
い
て

 

滞
納
者
の
う
ち
、
本
人
が
死
亡
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
へ
の
督
促
を
進
め
る
こ
と
を
要
望

す
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
住
所
の
把
握
を
進
め
る
な
ど
し
て
、
督
促
を
進
め
滞
納
額

の
解
消
に
努
め
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

７
件
で
合
計
２
０
１
，
８
２
５
円
の
滞
納
額
と
な
っ
て
い
る
。
滞
納
者
本
人
の
死
亡
と
相
続
人
の
存
在
が

確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
相
続
人
の
現
住
所
の
把
握
や
督
促
の
実
施
ま
で
進
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外

の
滞
納
者
に
つ
い
て
も
、
現
住
所
の
把
握
や
実
際
の
督
促
ま
で
進
ん
で
い
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

本
人
が
死
亡
し
て
い
る
債
権
に
つ
い
て
は
相
続
人
へ
の
督
促
活
動
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
１
件
の
滞
納
額
は
、
最
小
で
３
，
８
０
０
円
と
い
う
も
の
や
１
万
円
台
の
も
の
も
あ
り
、
相
続
人
の
住

所
が
県
外
な
ど
の
場
合
は
、
現
地
へ
赴
い
て
の
督
促
は
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
問
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
点
を
留
意
し
な
が
ら
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

本
人
が
生
存
し
て
い
る
場
合
は
、
現
住
所
の
把
握
に
努
め
、
現
地
へ
の
訪
問
な
ど
に
よ
り
督
促
を
進
め
て

い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

５
．
県
営
住
宅
等
退
去
修
繕
費
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
県
営
住
宅
等
退
去
修
繕
費
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報

県
営
住
宅
等
退
去
時
に
、
入
居
し
て
い
た
者
は
、
原
状
回
復
義
務
と
し
て
の
退
去
修
繕
費
用
を
支
払

う
必
要
が
あ
る
が
、
当
該
修
繕
費
に
つ
い
て
入
居
者
あ
る
い
は
連
帯
保
証
人
か
ら
の
支
払
が
な
さ
れ
て

い
な
い
も
の

・
債
権
の
名
称

県
営
住
宅
等
退
去
修
繕
費

・
債
権
の
性
格

私
債
権

【
現
状
】

滞
納
者
は
２
名
で
あ
り
、
１
名
が
死
亡
、
も
う
１
名
が
自
己
破
産
で
、
い
ず
れ
も
滞
納
者
本
人
に
対
す
る

督
促
は
不
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

未
収
金
額
は
、
約
８
３
万
円
、
約
６
４
万
円
と
比
較
的
高
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
回
収
の
必
要
性
は
高

い
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

（
１
）
１
件
は
滞
納
者
が
死
亡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
続
人
へ
の
督
促
活
動
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
連
帯
保
証
人
の
所
在
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
所
在
の
把
握
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

（
２
）
も
う
１
件
の
滞
納
者
は
自
己
破
産
を
し
て
い
る
が
、
連
帯
保
証
人
の
所
在
は
判
明
し
て
お
り
、
過
去

に
債
務
承
認
等
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
督
促
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

４
．
県
営
住
宅
退
去
者
破
損
賠
償
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
県
営
住
宅
退
去
者
破
損
賠
償
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報

県
の
出
先
機
関
が
県
営
住
宅
を
直
接
管
理
し
て
い
た
昭
和

年
代
に
生
じ
た
退
去
修
繕
料
で
、
未
だ

支
払
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の

・
債
権
の
名
称

県
営
住
宅
退
去
者
破
損
賠
償
金

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
と
同
じ

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
と
同
じ

（
２
）
監
査
手
続

・
根
拠
条
例
、
規
則
、
管
理
台
帳
、
各
賃
貸
借
契
約
書
等
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】
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・
債
権
の
名
称

①
用
地
買
収
返
還
金

②
甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
使
用
料
（
一
般
自
動
車
待
機
場
）

③
工
事
契
約
解
除
の
違
約
金
及
び
延
滞
利
息

④
道
路
占
用
料

⑤
河
川
占
用
料

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に
未

収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
長
期
滞
納
者
へ
の
督
促
、
催
告
は
滞
納
債
権
が
多
い
た
め
、
専
従
職
員
の
配
置
が
必
要
で
あ
る
。

ⅲ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
の
管
理
が
不
十
分
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅳ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に
欠

け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

ⅴ
関
係
資
料
一
式
に
つ
い
て
、
当
初
の
文
書
保
存
期
間
を
超
え
て
保
管
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
が
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
網
羅
的
な
管
理
等
（
僅
少
な
債
権
を
督
促
・
催
告
の
対
象
か
ら
事
実
上
除
外
す
る
な
ど
し
て

お
ら
ず
、
網
羅
性
に
も
留
意
し
て
い
る
。
）

ⅲ
債
権
金
額
、
件
数
等
の
管
理
に
お
け
る
正
確
性
（
債
権
金
額
や
件
数
の
正
確
性
を
複
数
職
員
で
チ
ェ

ッ
ク
す
る
体
制
を
組
ん
で
い
る
。
）

ⅳ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等
を

適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

ⅴ
債
権
の
評
価
（
回
収
可
能
性
等
）
の
妥
当
性
（
債
権
の
性
質
に
応
じ
て
、
財
産
調
査
や
滞
納
処
分
等

の
強
制
徴
収
に
よ
る
回
収
可
能
性
を
適
切
に
評
価
し
て
い
る
か
。
）

ⅵ
債
権
の
期
間
（
事
業
年
度
）
帰
属
の
正
確
性
（
債
権
発
生
時
に
す
み
や
か
に
調
定
を
実
施
し
、
債
権

の
年
度
の
ず
れ
な
ど
が
生
じ
な
い
よ
う
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
）

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
と
同
じ

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

１
．
県
営
住
宅
等
使
用
料
と
同
じ

（
２
）
監
査
手
続

・
根
拠
条
例
、
規
則
、
管
理
台
帳
、
各
賃
貸
借
契
約
書
等
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
債
務
者
本
人
や
連
帯
保
証
人
に
対
す
る
督
促
促
進
に
つ
い
て

 

未
収
金
の
回
収
に
向
け
て
、
債
務
者
本
人
や
連
帯
保
証
人
に
対
す
る
督
促
を
進
め
る
よ
う
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

近
年
の
督
促
活
動
に
よ
り
、
多
く
の
滞
納
の
解
消
が
な
さ
れ
た
が
、
令
和
３
年
度
に
お
い
て
修
繕
費
の
未

納
者
は
１
８
名
（
退
去
時
支
払
困
難
者
に
お
け
る
住
宅
供
給
公
社
に
よ
る
修
繕
実
施
分
を
含
む
）
と
な
っ
て

い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

引
き
続
き
、
入
居
者
本
人
や
連
帯
保
証
人
へ
の
督
促
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

ま
た
、
退
去
時
支
払
困
難
者
は
、
元
々
資
力
が
乏
し
い
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
回
収
見
込
み
が
低
い
場
合

は
、
徴
収
停
止
な
ど
の
措
置
を
採
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
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②
甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
使
用
料
（
一
般
自
動
車
待
機
場
）

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
使
用
料

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
使
用
料

滞
納
年
齢

・
決
算
情
報
等

①
用
地
買
収
返
還
金

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

用
地
買
収
返
還
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

用
地
買
収
返
還
金

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外
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二
十
六
号

令
和
五
年
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・
債
権
年
齢
調
べ

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

前
払
金
返
還
利
息

滞
納
年
齢

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

違
約
金
及
び
滞
納
利
息

滞
納
年
齢

③
工
事
契
約
解
除
の
違
約
金
及
び
延
滞
利
息

・
年
度
推
移
情
報

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

前
払
金
返
還
利
息

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

違
約
金
及
び
滞
納
利
息

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
二
一



⑤
河
川
占
用
料

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
1
7
,
6
1
1
,
8
1
5

△
2
1
,
0
0
8
,
8
2
7

△
1
8
,
9
9
3
,
2
3
8

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

△
1
7
,
6
1
1
,
8
1
5

△
2
1
,
0
0
8
,
8
2
7

△
1
8
,
9
9
3
,
2
3
8

　
滞
納
繰
越
分

河
川
占
用
料

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

河
川
占
用
料

滞
納
年
齢

④
道
路
占
用
料

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

道
路
占
用
料

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

道
路
占
用
料

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
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【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【指
摘
事
項
】
債
権
の
発
生
時
期
と
調
定
時
期
の
乖
離
に
つ
い
て

 

平
成

6
年
及
び
平
成

7
年
に
返
還
請
求
権
が
発
生
し
て
い
る
が
､調
定
を
行
っ
た
の
が
平
成

16
年

2
月
と
債
権
発
生
か
ら
長
期
間
経
過
し
た
後
と
な
っ
て
い
る
。
債
務
者
が
弁
済
を
す
る
妨
げ
に
な
ら
な
い

よ
う
債
権
発
生
後
適
時
に
調
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
い
。 

【
現
状
】

概
要
で
説
明
の
と
お
り
当
該
債
権
は
、
平
成

年
、

年
に
土
地
の
不
動
産
売
買
契
約
を
締
結
し
、
売
買
代

金
の
支
払
い
を
行
っ
た
が
、
そ
の
後
平
成

年
、

年
に
当
該
土
地
が
競
売
決
定
さ
れ
山
梨
県
が
権
利
を
行
使

す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
た
め
、
売
買
代
金
の
返
還
請
求
権
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
経

緯
は
不
明
で
あ
る
が
関
連
資
料
の
閲
覧
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
に
対
し
て
平
成

年
度
及
び
平
成

年
度
に
内

容
証
明
郵
便
で
代
金
の
返
還
請
求
を
行
っ
た
後
、
平
成

年
月
に
調
定
を
行
い
納
入
通
知
書
を
送
付
し
て

い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
点
】

地
方
自
治
法
に
よ
れ
ば
調
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

（
歳
入
の
収
入
の
方
法
）

第
二
百
三
十
一
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
を
収
入
す
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
れ
を
調
定
し
、
納
入
義
務
者
に
対
し
て
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
典
：
地
方
自
治
法
）

ま
た
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
債
務
者
に
弁
済
を
促
す
意
味
か
ら
も
、
調
定
行

為
を
遅
延
し
て
、
債
務
者
が
弁
済
を
す
る
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
。こ
の
よ
う
に
、
収
入
す
る
べ
き
債
権
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ
の
内
容
を
明
確
に
し
、
ま
た
、
債
務
者
へ

の
弁
済
を
促
す
た
め
に
も
適
時
に
調
定
を
行
い
納
入
通
知
書
を
通
知
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
債
権
に
つ
い
て
、
返
還
請
求
権
が
平
成

年
及
び

年
に
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
定

を
行
い
納
入
通
知
書
を
送
付
し
た
の
が
平
成

年
で
あ
り
、
債
権
の
発
生
か
ら
調
定
ま
で

年
経
過
し
て
お

り
相
当
程
度
遅
延
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

１
．
用
地
買
収
返
還
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）

概
要

・
用
地
買
収
返
還
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

用
地
買
収
返
還
金
の
う
ち

円
に
つ
い
て
は
、
平
成

年
、

年
に
山
梨
県
は
債
務
者
よ
り

土
地
の
不
動
産
売
買
契
約
を
締
結
し
、
各
年
度
中
に
売
買
代
金
を
支
払
っ
た
。
し
か
し
、
登
記
に
つ
い

て
は
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
お
り
抵
当
権
者
か
ら
の
抹
消
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
当
該
土
地
は

競
売
に
か
け
ら
れ
、
所
有
権
が
他
者
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
当
該
債
務
者
へ
の
土
地
の
売
買

代
金
の
返
還
請
求
権
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
残
り
の

円
に
つ
い
て
は
、
土
地
売
買
契
約
の
解
除
す
る
合
意
書
の
締
結
に
よ
る
前

払
金
の
返
還
金
で
あ
る
が
、
既
に
回
収
済
み
で
あ
る
。

（
中
北
建
設
事
務
所
提
出
資
料
参
照
）

・
債
権
の
名
称

用
地
買
収
返
還
金

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳

（
２
）

監
査
手
続

・
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
二
三



甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
一
般
自
動
車
駐
車
場
に
お
い
て
､長

期
駐
車
車
両
が
存
在
し
、
所
有
者
の
親
族

と
立
会
の
も
と
レ
ッ
カ
ー
移
動
し
た
が
、
レ
ッ
カ
ー
移
動
ま
で
に
発
生
し
た
一
般
自
動
車
待
機
場
使
用

料
に
係
る
未
収
債
権
で
あ
る
。

（
出
典
：
中
北
建
設
事
務
所
提
出
資
料
参
照
）

・
債
権
の
名
称

甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
使
用
料
（
一
般
自
動
車
待
機
場
）

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
設
置
及
び
管
理
条
例
､山

梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳

（
２
）
監
査
手
続

・
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
少
額
債
権
に
つ
い
て
の
効
率
的
な
回
収
事
務
検
討
に
つ
い
て

 

当
該
債
権
は
金
額
が
僅
少
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
直
接
要
し
た
費
用
等
と
回
収
可
能
性
を
勘
案
し
､効

率
的
な
回
収
事
務
を
検
討
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

概
要
で
説
明
の
と
お
り
、
当
該
債
権
は
甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
一
般
自
動
車
駐
車
場
に
お
け
る
一
般
自
動

車
待
機
場
使
用
料
に
係
る
未
収
債
権
で
あ
る
。
当
該
債
権
に
対
す
る
現
在
ま
で
の
大
ま
か
な
経
緯
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
調
定
が
遅
延
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
り
、
そ
こ
に
合
理
的
な
理
由
は
な
い
。
ま

た
、
調
定
前
に
債
務
者
が
弁
済
の
意
思
表
示
を
行
っ
て
い
た
記
録
も
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
調
定
の
遅
延

が
債
務
者
の
弁
済
を
妨
げ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

回
収
事
務
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
行
う
た
め
に
も
、
債
権
発
生
後
適
時
に
調
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た

い
。

 【指
摘
事
項
】
延
滞
債
権
管
理
簿
へ
の
適
切
な
記
録
に
つ
い
て

 

交
渉
経
緯
等
の
具
体
的
な
記
録
が
延
滞
債
権
管
理
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
交
渉
の
記
録
に
よ

り
経
緯
を
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
効
果
的
及
び
効
率
的
な
債
権
管
理
の
観
点
か
ら
山
梨
県

債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
て
延
滞
債
権
管
理
簿
へ
の
適
切
な
記
録
を
さ
れ
た
い
。 

【
現
状
】

当
該
債
権
に
つ
い
て
、
延
滞
債
権
管
理
簿
の
記
載
は
書
面
督
促
年
月
日
､訪

問
督
促
等
年
月
日
の
部
分
に
催

告
と
思
わ
れ
る
日
付
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
記
載
に
乏
し
い
。

【
問
題
点
及
び
改
善
点
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
延
滞
債
権
の
適
正
な
管
理
の
た
め
、
債
権
を
管
理
す
る
所

属
等
は
延
滞
債
権
管
理
簿
を
整
備
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
定
の
記
載
も
求
め
て
お
り
交
渉
記
録

に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
時
、
対
応
方
法
、
場
所
、
対
応
し
た
者
、
交
渉
内
容
、
そ
の
他
補
足
内
容
等
を
記
載

す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
債
権
管
理
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
に
重
要
な
資
料
と
な
る
こ
と
や
、
担

当
者
間
の
情
報
の
共
有
を
行
う
た
め
の
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
債
権
に
つ
い
て
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
求
め
て
い
る
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
な
い
た
め
､交

渉
の
記
録
は
別
途
保
存
し
て
い
る
も
の
の
、
担
当
者
間
の
情
報
の
共
有
に
支
障
を
き
た
し

て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

効
果
的
及
び
効
率
的
な
債
権
管
理
の
観
点
か
ら
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
て

延
滞
債
権
管
理
簿
へ
の
適
切
な
記
録
を
さ
れ
た
い
。

２
．
甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
一
般
自
動
車
待
機
場
使
用
料
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
一
般
自
動
車
待
機
場
使
用
料
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
二
四



道
路
工
事
契
約
の
解
除
に
伴
う
前
払
金
支
払
時
か
ら
返
還
時
ま
で
の
延
滞
利
息
及
び
違
約
金
に
係
る

未
収
債
権
で
あ
る
。

（
中
北
建
設
事
務
所
提
出
資
料
参
照
）

・
債
権
の
名
称

工
事
契
約
解
除
の
違
約
金
及
び
延
滞
利
息

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
帳
簿
と
電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
の
併
用

（
２
）
監
査
手
続

・
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

特
記
事
項
な
し

４
．
道
路
占
用
料
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
道
路
占
用
料
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

使
用
期
間

～
に
係
る
道
路
占
用
料
の
未
収
債
権
で
あ
り
、
既
に
回
収
済
み
で
あ
る
。

（
中
北
建
設
事
務
所
提
出
資
料
参
照
）

・
債
権
の
名
称

道
路
占
用
料

・
令
和

年
月

債
権
発
生
（

円
）

・
令
和

年
月

本
人
と
連
絡
が
つ
か
な
い
た
め
親
族
に
電
話
連
絡
､納

付
依
頼

・
令
和

年
月

本
人
と
連
絡
、
納
付
依
頼
､そ

の
後
現
在
ま
で
連
絡
つ
か
ず

・
令
和

年
月

令
和

年
月
に
転
居
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

・
令
和

年
月

転
居
先
を
訪
問
､不

在

・
令
和

年
月

転
居
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

・
令
和

年
月

転
居
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

・
令
和

年
月

転
居
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

（
出
典
：
中
北
建
設
事
務
所
提
出
資
料
参
照
）

以
上
の
と
お
り
、
債
務
者
は
転
居
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
現
在
の
住
民
票
上
の
住
所
は
山
梨
県
外
で
あ

る
。
ま
た
、
電
話
も
不
通
で
あ
る
状
態
が
続
い
て
お
り
､連

絡
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。
都
度
、
住
所

地
に
催
告
書
を
通
知
し
て
い
る
が
、
現
在
も
回
収
実
績
が
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

中
北
建
設
事
務
所
と
し
て
は
今
後
の
明
確
な
方
針
は
決
定
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
点
】

当
該
債
権
は
、
金
額
は
僅
少
で
は
あ
る
が
債
務
者
が
転
居
を
繰
り
返
す
等
、
連
絡
を
行
う
こ
と
自
体
ま
ま

な
ら
ず
、
回
収
が
難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
時
点
ま
で
に
債
権
回
収
事
務
に
直
接
要
し
た
費
用
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

項
目

金
額
（
円
）

郵
送
代

旅
費

合
計

（
出
典
：
中
北
建
設
事
務
所
提
出
資
料
参
照
）

債
権
回
収
事
務
に
関
す
る
コ
ス
ト
は
､直

接
要
し
た
費
用
だ
け
で
な
く
間
接
的
に
要
し
た
人
件
費
等
の
コ
ス

ト
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
時
点
で
債
権
金
額
に
比
し
て
高
い
割
合
の
債
権
回
収

事
務
コ
ス
ト
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
、
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
債
権
回
収
事
務
コ
ス
ト
を
見
積
も
り
、
状
況
に
応
じ
て
徴
収
停
止
等
の
選
択

肢
も
視
野
に
入
れ
て
、
効
率
的
な
回
収
事
務
を
検
討
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

３
．
工
事
契
約
解
除
の
違
約
金
及
び
延
滞
利
息
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
工
事
契
約
解
除
の
違
約
金
及
び
延
滞
利
息
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

山
梨
県
公
報
号
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第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
二
五



河
川
法

山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
管
理

（
２
）
監
査
手
続

・
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
及
び
意
見
事
項
】

特
記
事
項
な
し

・
債
権
の
性
格

強
制
徴
収
公
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

道
路
法

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
管
理

（
２
）
監
査
手
続

・
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
及
び
意
見
事
項
】

特
記
事
項
な
し

５
．
河
川
占
用
料
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
河
川
占
用
料
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

使
用
許
可
期
間
：

～
に
係
る
河
川
占
用
料
の
未
収
債
権
で
あ
り
、
既
に
回
収
済
み
で

あ
る
。

（
中
北
建
設
事
務
所
提
出
資
料
参
照
）

・
債
権
の
名
称

河
川
占
用
料

・
債
権
の
性
格

強
制
徴
収
公
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
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・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

注
4

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

前
払
金
延
納
利
息

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

前
払
金
延
納
利
息

滞
納
年
齢

3.1.21.
県県
土土
整整
備備
部部

峡峡
南南
建建
設設
事事
務務
所所

本本
所所

 

用
地
課

・
債
権
の
名
称

前
払
金
返
納
利
息

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常

に
未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課

と
し
て
の
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅲ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
な
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に

欠
け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効

の
援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
金
額
、
件
数
等
の
管
理
に
お
け
る
正
確
性
（
債
権
金
額
や
件
数
の
正
確
性
を
複
数
職
員
で
チ

ェ
ッ
ク
す
る
体
制
を
組
ん
で
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
権
利
の
期
間
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参

加
等
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
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令
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【
建
設
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
前
払
金
の
戻
入
に
係
る
利
息
金
額
】

・
債
権
の
名
称

前
払
金
返
納
利
息

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

商
法
等
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳
と
電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
の
併
用

紙
台
帳
：
「
延
滞
債
権
管
理
簿
」

電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
：
「
延
滞
債
権
管
理
簿
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
」

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
現
地
調
査
の
実
施
検
討
に
つ
い
て

 

＜
事
例
②
に
つ
い
て
＞
債
権
管
理
上
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
督
促
、
催
告
、

交
渉
、
調
査
（所
在
調
査
、
現
地
調
査
、
財
産
調
査
な
ど
）等
の
、
相
当
程
度
の
徴
収
手
続
の
実
施
が
必

要
と
な
る
。B
社
及
び

B
社
代
表
取
締
役
に
対
し
て
は
、
机
上
調
査
の
み
で
は
な
く
現
地
調
査
の
実
施

契
約
金
額

円

前
払
金
額

円

出
来
高
相
当
額

円

前
払
金
戻
入
額

円

前
払
金
戻
入
に
係
る
利
息
（
利
率
：

、
期
間
：

日
間
）

円

納
入
済
み
額

円

令
和

年
度
末
債
権
残
高

円

１
．
契
約
解
除
に
伴
う
前
払
金
返
納
利
息
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
契
約
解
除
に
伴
う
前
払
金
返
納
利
息
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

＜
事
例
①
＞

平
成

年
月

日
締
結
の
建
設
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
工
事
に
つ
い
て
、
受
注
者
で
あ
る

社
よ
り
平
成

年
月

日
に
工
事
続
行
不
能
届
書
の
提
出
を
受
け
、
契
約
解
除
と
な
っ
た
。
こ
れ
に

伴
い
、
前
払
金
の
返
還
義
務
が
発
生
。
前
払
金
に
つ
い
て
は
契
約
保
証
請
負
先
か
ら
支
払
い
を
受
け
た

も
の
の
、
入
金
日
ま
で
の
期
間
に
利
息
が
発
生
。
こ
れ
ら
の
利
息
は
契
約
保
証
対
象
外
で
あ
る
た
め

社
に
請
求
し
た
が
、
納
入
が
な
く
未
収
債
権
と
な
っ
た
。

社
は
、
平
成

年
月

日
に
法
人
を
解
散
し
、
平
成

年
月

日
に
は
清
算
結
了
し
て
い

る
。な
お
、

社
代
表
取
締
役
よ
り
平
成

年
月

日
に

円
の
納
入
が
あ
り
、
時
効
を
迎
え
る

令
和

年
に
債
権
放
棄
を
し
、
不
納
欠
損
処
理
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

【
建
設
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
前
払
金
の
戻
入
に
係
る
利
息
金
額
】

＜
事
例
②
＞

平
成

年
月

日
締
結
の
建
設
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
工
事
に
つ
い
て
、
受
注
者
で
あ
る

社
よ
り
平
成

年
月

日
に
工
事
続
行
不
能
届
書
の
提
出
を
受
け
、
契
約
解
除
と
な
っ
た
。
こ
れ

に
伴
い
、
前
払
金
の
返
還
義
務
が
発
生
。
前
払
金
に
つ
い
て
は
契
約
保
証
請
負
先
か
ら
支
払
い
を
受
け

た
も
の
の
、
入
金
日
ま
で
の
期
間
に
利
息
が
発
生
。
こ
れ
ら
の
利
息
は
契
約
保
証
対
象
外
で
あ
る
た
め

社
に
請
求
し
た
が
、
納
入
が
な
く
未
収
債
権
と
な
っ
た
。

社
は
、
平
成

年
月

日
に
会
社
法
第

条
第

項
の
規
定
に
よ
り
、
み
な
し
解
散
と
な

っ
て
い
る
。

契
約
金
額

円

前
払
金
額

円

出
来
高
相
当
額

円

前
払
金
戻
入
額

円

前
払
金
戻
入
に
係
る
利
息
（
利
率
：

、
期
間
：

日
間
）

円

納
入
済
み
額

△
円

令
和

年
度
末
債
権
残
高

円

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
二
八



ⅳ
福
祉
的
要
素
は
高
く
な
い
が
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要

が
あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効

の
援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
金
額
、
件
数
等
の
管
理
に
お
け
る
正
確
性
（
債
権
金
額
や
件
数
の
正
確
性
を
複
数
職
員
で
チ

ェ
ッ
ク
す
る
体
制
を
組
ん
で
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等

を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

道
路
占
用
料

を
検
討
す
る
な
ど
、
出
来
る
限
り
の
徴
収
手
続
を
実
施
し
、
そ
れ
で
も
回
収
が
難
し
い
の
で
あ
れ
ば
債

権
放
棄
を
行
う
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

＜
事
案
②
に
つ
い
て
＞

社
は
休
眠
状
態
に
あ
り
、
法
人
登
記
簿
上
も
み
な
し
解
散
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
県
は
、
未
収
債
権
の
回

収
可
能
性
は
低
い
も
の
と
し
て
、
債
権
放
棄
を
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
平
成

年
月

日
に

社
代

表
取
締
役
の
自
宅
を
訪
問
し
て
以
降
、
文
書
に
よ
る
催
告
と
、
法
人
登
記
簿
の
確
認
に
よ
る

社
の
所
在
調

査
、
住
民
票
取
得
に
よ
る

社
代
表
取
締
役
の
所
在
調
査
、
す
な
わ
ち
机
上
調
査
の
み
を
行
っ
て
い
る
の
み

で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

平
成

年
月

日
以
降
、
現
地
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
法
人
登
記
簿
及
び
代
表
者
住
民
票
の
取
得

等
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
机
上
で
の
調
査
は
継
続
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
債
権
管
理
上
問
題
は
な
い

が
、
現
地
調
査
は
債
務
者
の
生
活
状
況
等
を
把
握
で
き
る
比
較
的
効
果
的
な
手
続
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、

年
超
現
地
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
早
急
な
現
地
調
査
の
実
施
を
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。他
方
で
、
債
権
額
も
少
額
で
あ
り
、
そ
の
費
用
対
効
果
も
考
慮
し
、
例
え
ば
現
地
調
査
の
結
果
、
債
権
の

回
収
は
（
時
間
的
か
つ
費
用
的
に
）
難
し
い
と
い
う
判
断
に
至
っ
た
場
合
、
直
ち
に
債
権
放
棄
の
実
施
も
検

討
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

道
路
課

・
債
権
の
名
称

道
路
占
用
料

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常

に
未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課

と
し
て
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅲ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に

欠
け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
二
九



紙
台
帳
と
電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
の
併
用

紙
台
帳
：
令
和

年
度
及
び
令
和

年
度
道
路
使
用
料

電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
：
令
和

年
度
及
び
令
和

年
度
道
路
使
用
料
（

フ
ァ
イ
ル
）

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

特
記
事
項
な
し

河
川
砂
防
管
理
課

・
債
権
の
名
称

河
川
占
用
料
及
び
河
川
占
用
料
延
滞
金

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に

未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
務
者
と
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と
し

て
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅲ
福
祉
的
要
素
は
高
く
な
い
が
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が

あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
金
額
、
件
数
等
の
管
理
に
お
け
る
正
確
性
（
債
権
金
額
や
件
数
の
正
確
性
を
複
数
職
員
で
チ
ェ

ッ
ク
す
る
体
制
を
組
ん
で
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
権
利
の
帰
属
の
適
正
性
（
未
収
債
権
の
債
務
者
の
承
認
の
確
認
や
破
産
事
務
へ
の
参
加
等
を

適
切
に
実
施
し
て
い
る
。
）

１
．
道
路
占
用
料
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
道
路
占
用
料
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

道
路
の
占
用
と
は
、
道
路
に
一
定
の
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
、
継
続
し
て
道
路
を
使
用
す

る
こ
と
を
い
い
、
道
路
法
第

条
に
定
め
る
と
お
り
、
道
路
を
占
用
す
る
場
合
は
、
道
路
管
理
者
の
許

可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
県
が
管
理
す
る
道
路
を
占
用
す
る
場
合
に
は
道
路
管
理
者
で

あ
る
県
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
道
路
法
第

条
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
は
、
道
路
の

占
用
に
つ
き
占
用
料
を
徴
収
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
山
梨
県
に
お
い
て
も
、
山
梨
県
道
路
法

施
行
条
例
を
定
め
、
道
路
占
用
料
を
徴
収
し
て
い
る
。

・
債
権
の
名
称

道
路
占
用
料

・
債
権
の
性
格

強
制
徴
収
公
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

道
路
法
、
地
方
自
治
法

山
梨
県
分
担
金
そ
の
他
の
歳
入
金
の
延
滞
金
徴
収
条
例

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

道
路
管
理
事
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

道
路
占
用
料

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
三
〇



い
て
流
水
占
用
料
、
土
地
占
用
料
又
は
土
石
採
取
料
そ
の
他
の
河
川
産
出
物
採
取
料
（
以
下
「
流
水
占

用
料
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
流
水
占
用
料
等
の
額
及
び
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条

例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

条
及
び
第

条
に
定
め
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
別
表
（
第
二
条
関
係
）
に
定
め
る
土
地
占
用
料
に
つ
い
て
、
県
で
は
「
河
川
使
用
料
」

と
し
て
占
用
料
を
徴
収
し
て
い
る
。

河
川
占
用
料
は
、
条
例
第

条
に
定
め
る
県
知
事
が
交
付
し
た
納
入
通
知
書
に
記
載
の
納
期
限
ま
で

に
納
付
さ
れ
な
い
場
合
に
未
納
と
な
り
、
収
入
未
済
額
と
し
て
の
債
権
が
発
生
す
る
。

ま
た
、
債
権
区
分
は
、
公
法
上
の
強
制
徴
収
債
権
で
あ
り
、
法
第

条
第

項
に
お
い
て
、
地
方
税

の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
強
制
徴
収
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

＜
事
例
①
＞

社
は
、
温
泉
給
湯
配
水
管
存
置
と
し
て
河
川
区
域
を
占
用
し
て
い
た
法
人
で
あ
る
。

社
は
、
宿
泊

施
設
を
運
営
し
て
い
た
が
、

社
の
親
会
社
が
平
成

年
月

日
に
破
産
手
続
開
始
が
決
定
し
、

社
が
運
営
す
る
宿
泊
施
設
も
営
業
停
止
と
な
り
、
平
成

年
度
、
平
成

年
度
の
河
川
占
用
料
が
未

納
と
な
っ
た
。

平
成

年
月

日
に
指
定
納
付
期
限
を
平
成

年
月

日
と
し
た
督
促
状
を
送
付
す
る
も
納

付
は
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
平
成

年
月

日
に
金
融
機
関

箇
所
に
取
引
状
況
照
会
の
依
頼
文

を
送
付
し
た
が
、
取
引
は
な
い
旨
の
回
答
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
成

年
月

日
に

社
お

よ
び

社
代
表
取
締
役
の
所
在
調
査
を
実
施
し
た
が
、

社
は
本
店
所
在
地
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
た

賃
貸
ビ
ル
は
既
に
退
去
済
み
と
の
回
答
、

社
代
表
取
締
役
は
、
住
民
票
の
附
票
が
除
票
後
、

年
間
の

保
存
期
間
を
経
過
し
て
い
る
た
め
該
当
な
し
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

平
成

年
月

日
に
再
度
財
産
調
査
と
し
て
、
金
融
機
関

箇
所
に
取
引
状
況
照
会
の
依
頼
文

を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
金
融
機
関
Ｘ
よ
り
預
金
残
高

円
が
あ
る
旨
の
回
答
を
受
け
、
平
成

年

月
日
に
差
押
依
頼
を
行
い
、
同
日
差
押
完
了
の
連
絡
を
受
け
た
。
平
成

年
月

日
に
金
融

機
関
Ｘ
か
ら
の
差
押
債
権
の
払
戻
処
理
を
受
け
、

年
後
の
令
和

年
月

日
に
時
効
が
更
新
さ
れ

た
。
当
該
未
収
債
権
は
、
時
効
成
立
の
令
和

年
月

日
に
不
納
欠
損
処
理
予
定
で
あ
る
。

（
単
位
：
円
）

平
成
2
3
年
度
分

平
成
2
4
年
度
分

合
計

河
川
占
用
料
の
額

平
成
3
0
年
6
月
1
3
日

（
預
金
残
高
差
押
え
）

△
6
6
5

△
6
6
5

△
1
,
3
3
0

令
和
3
年
度
末
債
権
残
高

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報
（
下
記
事
例
①
、
②
の
合
計
）

・
債
権
年
齢
調
べ
（
下
記
事
例
①
、
②
の
合
計
）

１
．
河
川
占
用
料
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
河
川
占
用
料
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

河
川
の
占
用
の
許
可
と
は
、
河
川
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

条
か
ら
第

条
の
規
定
に

よ
り
河
川
管
理
者
が
特
定
の
者
に
対
し
て
河
川
を
継
続
的
に
使
用
す
る
権
利
を
設
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
河
川
法
第

条
に
お
い
て
、
河
川
管
理
者
で
あ
る
県
知
事
は
、
河
川
の
占
用
等
に
つ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

河
川
占
用
料
及
び

河
川
占
用
料
延
滞
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成

割
合

滞
納

額
構

成
割

合

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

滞
納

件
数

（
件

、
％

）
滞

納
金

額
（

円
、

％
）

債
権

名
称

河
川

占
用

料
及

び
河

川
占

用
料

延
滞

金

滞
納

年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
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・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

河
川
法
、
地
方
自
治
法
、
地
方
税
法

山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳
と
電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
の
併
用

紙
台
帳
：
債
権
管
理
簿
（

デ
ー
タ
）

電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
：
山
梨
県
財
務
会
計
ポ
ー
タ
ル

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
分
割
納
付
額
の
裏
付
け
と
な
る
客
観
的
な
証
拠
資
料
の
確
認
に
つ
い
て

 

債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
は
取
り
交
わ
し
て
い
る
も
の
の
、
分
割
納
付
額
に
つ
い
て
は
、B
氏

と
の
面
談
に
よ
り
、B
氏
の
提
示
す
る
金
額
と
な
っ
て
い
る
。
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
基
づ
き
、
分
割
納
付
を
認
め
る
判
断
材
料
と
し
て
、
例
え
ば
、
源
泉
徴
収
票
、
給
与
明
細
書
、
課
税

証
明
書
、
借
入
金
資
料
、
御
子
息
の
医
療
費
の
状
況
が
わ
か
る
よ
う
な
資
料
等
の
提
供
を
受
け
、
分
納

額
の
裏
付
け
と
な
る
客
観
的
な
証
拠
資
料
を
確
認
の
う
え
、
適
切
な
分
割
納
付
額
の
再
考
を
要
望
す

る
。 

【
現
状
】

＜
事
案
②
に
つ
い
て
＞

上
記
（
１
）
概
要
に
も
記
載
し
た
と
お
り
、
県
は

氏
と
定
期
的
に
面
談
を
実
施
し
、
債
務
承
認
及
び
分

割
納
付
誓
約
書
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
分
割
納
付
額
に
つ
い
て
は
、

氏
の
提
示
す
る
金
額
と
な

っ
て
お
り
、
当
該
金
額
の
根
拠
と
な
る
資
料
の
提
供
を
受
け
て
い
な
い
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

＜
事
例
②
＞

氏
は
、
河
川
区
域
を
占
用
し
て
生
活
し
て
い
る
個
人
で
あ
る
。

氏
は
個
人
事
業
主
で
あ
っ
た
が
、
当
該
事
業
が
業
績
不
振
と
な
り
、
さ
ら
に
御
子
息
が
難
病
を
患

い
、
多
額
の
治
療
費
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
平
成

年
度
以
降
河
川
占
用
料
の
滞
納
が
継
続
し
て
お

り
、
平
成

年
度
か
ら
分
割
納
付
を
行
っ
て
い
る
。
令
和

年
度
末
の
未
収
債
権
残
高
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
な
お
、
令
和

年
度
分
の
河
川
占
用
料
は
、

氏
が
収
入
を
示
す
資
料
を
提
出
し
な
か
っ

た
た
め
、
許
可
書
を
発
行
で
き
ず
、
調
定
で
き
て
い
な
い
。

県
は
、
平
成

年
月

日
、
平
成

年
月

日
、
令
和

年
月

日
と
市
町
村
役
場
へ

課
税
等
調
査
照
会
を
実
施
し
、
収
入
額
、
所
有
財
産
、
滞
納
税
額
等
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

令
和

年
度
に
は
、

氏
と
の
面
談
を
行
い
、
通
帳
の
提
示
を
受
け
、
預
金
残
高
の
確
認
も
行
っ
て
い

る
。
な
お
、
定
期
的
な
面
談
に
よ
り
、
分
割
納
付
額
は

氏
と
の
相
談
の
上
、
債
務
承
認
及
び
分
割
納

付
誓
約
書
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
。

・
債
権
の
名
称

河
川
占
用
料

・
債
権
の
性
格

強
制
徴
収
公
債
権

（
単
位
：
円
）

河
川
占
用
料

納
付
済
額

延
滞
金

納
付
済
額

令
和
3
年
度
末
債

権
残
高

平
成
2
2
年
度

△
9
7,
0
20

平
成
2
3
年
度

△
9
7,
0
20

平
成
2
4
年
度

△
9
7,
0
20

平
成
2
5
年
度

△
9
7,
0
20

平
成
2
6
年
度

△
9
7,
0
20

平
成
2
7
年
度

△
9
7,
0
20

平
成
2
8
年
度

△
7
0,
0
00

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

△
6
52
,
12
0
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梨
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用
地
課

・
債
権
の
名
称

前
払
金
返
納
利
息

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に

未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
の
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
網
羅
的
な
管
理
等
（
僅
少
な
債
権
を
督
促
・
催
告
の
対
象
か
ら
事
実
上
除
外
す
る
な
ど
し
て

お
ら
ず
、
網
羅
性
に
も
留
意
し
て
い
る
。
）

ⅲ
債
権
の
評
価
（
回
収
可
能
性
等
）
の
妥
当
性
（
債
権
の
性
質
に
応
じ
て
、
財
産
調
査
や
滞
納
処
分
等

の
強
制
徴
収
に
よ
る
回
収
可
能
性
を
適
切
に
評
価
し
て
い
る
か
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

注
4

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

前
払
金
返
納
利
息

問
題
点
は
、
県
と

氏
と
は
、
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
は
取
り
交
わ
し
て
い
る
も
の
の
、
分
割

納
付
額
に
つ
い
て
は
、

氏
の
提
示
す
る
金
額
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
分
割
納
付
を
認
め
る
判
断
材
料
と
し
て
、
例
え
ば
、
源
泉
徴
収
票
、
給
与
明
細
書
、

課
税
証
明
書
、
借
入
金
資
料
、
御
子
息
の
医
療
費
の
状
況
が
わ
か
る
よ
う
な
資
料
等
の
提
供
を
受
け
、
分
納

額
の
裏
付
け
と
な
る
客
観
的
な
証
拠
資
料
を
確
認
の
う
え
、
適
切
な
分
割
納
付
額
の
再
考
を
行
う
必
要
が
あ

る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
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地
方
自
治
法
第

条
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

条
等

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳
「
延
滞
債
権
管
理
簿
」

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
債
権
の
発
生
経
緯
や
交
渉
等
の
経
緯
の
記
録
に
つ
い
て

 

担
当
者
の
引
継
ぎ
や
、
債
務
者
と
の
交
渉
の
た
め
に
も
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

に
基
づ
き
、
債
権
発
生
の
経
緯
や
、
先
方
と
の
や
り
取
り
等
交
渉
の
経
緯
を
含
め
た
記
録
は
適
切
に
残

す
よ
う
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。 

【
現
状
】

当
該
未
収
債
権
は
、
平
成

年
度
に
発
生
し
、
当
時
の
資
料
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
当
時
の

社
と
の

や
り
取
り
等
の
記
録
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
時
効
の
開
始
時
期
が
不
明
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
山

梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
延
滞
債
権
管
理
簿
が
整
備
さ
れ
、
法
人
登
記
事
項
証
明

書
の
確
認
、
法
人
代
表
者
の
住
民
票
の
確
認
等
の
所
在
調
査
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
以
下
の
と
お
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。

延
滞
債
権
の
適
正
な
管
理
の
た
め
、
債
権
を
管
理
す
る
所
属
等
は
、
「
延
滞
債
権
管
理
簿
」
を
整
備
す
る

も
の
と
す
る
。
ま
た
、
「
延
滞
債
権
管
理
簿
」
へ
の
記
載
開
始
時
期
は
「
督
促
手
続
き
」
（
山
梨
県
税
外
収

入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
第
２
条
）
開
始
時
点
と
す
る
。

現
在
で
は
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
延
滞
債
権
管
理
簿
が
整
備
さ
れ
、
法

人
登
記
事
項
証
明
書
の
確
認
、
法
人
代
表
者
の
住
民
票
の
確
認
等
の
所
在
調
査
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る

が
、
未
収
債
権
発
生
以
前
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
の

社
と
の
や
り
取
り
の
状
況
が
不
明
と
な

・
債
権
年
齢
調
べ

１
．
契
約
解
除
に
伴
う
前
払
金
返
納
利
息
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
契
約
解
除
に
伴
う
前
払
金
返
納
利
息
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

平
成

年
月

日
締
結
の
建
設
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
工
事
に
つ
い
て
、
受
注
者
で
あ
る

社

よ
り
平
成

年
月

日
に
工
事
続
行
不
能
届
書
の
提
出
を
受
け
、
契
約
解
除
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴

い
、
違
約
金
及
び
前
払
金
と
出
来
高
相
当
額
と
の
差
額
の
返
還
が
発
生
。
い
ず
れ
も
契
約
保
証
請
負
先

か
ら
支
払
い
を
受
け
た
も
の
の
、
前
払
金
と
出
来
高
相
当
額
と
の
差
額
の
返
還
額
に
つ
き
、
入
金
日
ま

で
の
期
間
に
利
息
が
発
生
。
こ
れ
ら
の
利
息
は
契
約
保
証
対
象
外
で
あ
る
た
め

社
に
請
求
し
た
が
、

代
表
者
よ
り
、
「
過
去
の
県
の
工
務
担
当
者
の
対
応
等
に
不
満
が
あ
り
、
納
入
す
る
つ
も
り
は
な
い
」

と
の
回
答
を
得
、
そ
の
後
、
会
社
は
事
実
上
倒
産
状
態
と
な
り
、
未
収
債
権
と
な
っ
た
。

＜
建
設
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
前
払
金
の
戻
入
に
係
る
利
息
金
額
＞

・
債
権
の
名
称

前
払
金
返
納
利
息

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
滞
納
に
係
る
年
齢
（
発
生
年
度
）
別
の
滞
納
件
数
及
び
滞
納
額
の
内
訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成

割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円

、
％

）
債
権
名
称

前
払
金
返
納
利
息

滞
納
年
齢

契
約
金
額

円

前
払
金
額

円

出
来
高
相
当
額

円

前
払
金
戻
入
額

円

前
払
金
戻
入
に
係
る
利
息
（
利
率
：

、
期
間
：

日
間
）

円

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
三
四



ⅰ
法
令
改
正
等
、
制
度
、
仕
組
み
が
頻
繁
に
改
正
さ
れ
る
た
め
、
常
に
注
意
深
く
制
度
等
の
改
正
内
容

を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
金
額
、
件
数
等
の
管
理
に
お
け
る
正
確
性
（
債
権
金
額
や
件
数
の
正
確
性
を
複
数
職
員
で
チ
ェ

ッ
ク
す
る
体
制
を
組
ん
で
い
る
。
）

ⅱ
債
権
の
期
間
（
事
業
年
度
）
帰
属
の
正
確
性
（
債
権
発
生
時
に
す
み
や
か
に
調
定
を
実
施
し
、
債
権

の
年
度
の
ず
れ
な
ど
が
生
じ
な
い
よ
う
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
）

ⅲ
債
権
の
決
算
書
及
び
各
種
資
料
（
公
表
・
非
公
表
）
上
で
表
示
の
妥
当
性
（
歳
入
歳
出
決
算
書
等
で

の
適
正
な
表
示
に
は
留
意
し
て
い
る
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

道
路
占
用
料

っ
て
い
る
。
担
当
者
の
引
継
ぎ
や
、
債
務
者
と
の
交
渉
の
た
め
に
も
、
交
渉
の
経
緯
を
含
め
た
記
録
は
適
切

に
残
す
よ
う
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。

 【意
見
事
項
】
少
額
債
権
の
徴
収
停
止
検
討
に
つ
い
て

 

A
社
は
事
実
上
倒
産
状
態
で
あ
り
、
か
つ
、
未
収
債
権
残
高
も

29,342
円
と
少
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
徴
収
停
止
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

上
記
（
１
）
概
要
に
も
記
載
し
た
と
お
り
、
当
該
未
収
債
権
は
、
平
成

年
度
に
発
生
し
て
お
り
、
発
生

後
、
一
度
も
納
入
が
な
く
、
今
後
も
納
入
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
。
さ
ら
に

社
は
事
実
上
倒
産
状
態
で
あ

り
、
か
つ
、
未
収
債
権
残
高
も

円
と
少
額
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
以
下
の
と
お
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。

履
行
期
限
後
相
当
の
期
間
を
経
過
し
て
も
な
お
、
完
全
に
履
行
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
実

態
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
こ
れ
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
以
後
保
全
及
び
取
り
立
て
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

保
全
及
び
取
り
立
て
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第

１
７
１
条
の
５
）
。

ア
法
人
で
あ
る
債
務
者
が
事
業
を
休
止
し
た
場
合

イ
債
務
者
の
所
在
不
明
の
場
合

ウ
債
権
金
額
が
少
額
の
場
合

社
は
事
実
上
倒
産
状
態
で
あ
り
、
未
収
債
権
残
高
も

円
と
少
額
で
あ
る
た
め
、
管
理
事
務
の
費

用
対
効
果
を
考
え
る
と
、
徴
収
停
止
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
。

道
路
課

・
債
権
の
名
称

道
路
占
用
料

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
三
五



（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

特
記
事
項
な
し

河
川
砂
防
管
理
課

・
債
権
の
名
称

河
川
占
用
料
及
び
河
川
占
用
料
延
滞
金

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
管
理
件
数
が
少
な
い
た
め
表
計
算
ソ
フ
ト
や
紙
ベ
ー
ス
で
の
管
理
で
あ
る
が
、
未
収
管
理
等
、
常
に

未
収
債
権
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
網
羅
的
な
管
理
等
（
僅
少
な
債
権
を
督
促
・
催
告
の
対
象
か
ら
事
実
上
除
外
す
る
な
ど
し
て

お
ら
ず
、
網
羅
性
に
も
留
意
し
て
い
る
。
）

ⅱ
債
権
の
期
間
（
事
業
年
度
）
帰
属
の
正
確
性
（
債
権
発
生
時
に
す
み
や
か
に
調
定
を
実
施
し
、
債
権

の
年
度
の
ず
れ
な
ど
が
生
じ
な
い
よ
う
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
）

ⅲ
債
権
の
決
算
書
及
び
各
種
資
料
（
公
表
・
非
公
表
）
上
で
表
示
の
妥
当
性
（
歳
入
歳
出
決
算
書
等
で

の
適
正
な
表
示
に
は
留
意
し
て
い
る
。
）

・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

１
．
道
路
占
用
料
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
道
路
占
用
料
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

道
路
の
占
用
と
は
、
道
路
に
一
定
の
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
、
継
続
し
て
道
路
を
使
用
す

る
こ
と
を
い
い
、
道
路
法
第

条
に
定
め
る
と
お
り
、
道
路
を
占
用
す
る
場
合
は
、
道
路
管
理
者
の
許

可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
県
が
管
理
す
る
道
路
を
占
用
す
る
場
合
に
は
道
路
管
理
者
で

あ
る
県
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
道
路
法
第

条
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
は
、
道
路
の

占
用
に
つ
き
占
用
料
を
徴
収
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
山
梨
県
に
お
い
て
も
、
山
梨
県
道
路
法

施
行
条
例
を
定
め
、
道
路
占
用
料
を
徴
収
し
て
い
る
。

・
債
権
の
名
称

道
路
占
用
料

・
債
権
の
性
格

強
制
徴
収
公
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

道
路
法
、
道
路
法
施
行
令

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
、
道
路
法
施
行
規
則
等

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

電
子
シ
ス
テ
ム
台
帳
「
道
路
占
用
情
報
シ
ス
テ
ム
」

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成
割
合

滞
納
額

構
成
割
合

0
～
1
年
以
内

1
年
超
～
2
年
以
内

2
年
超
～
3
年
以
内

3
年
超
～
4
年
以
内

4
年
超
～
5
年
以
内

5
年
超

合
　
計

滞
納
件
数
（
件
、
％
）

滞
納
金
額
（
円
、
％
）

債
権
名
称

道
路
占
用
料

滞
納
年
齢

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
三
六



具
体
的
な
流
水
占
用
料
等
の
額
及
び
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条

例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

条
及
び
第

条
に
定
め
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
別
表
（
第
二
条
関
係
）
に
定
め
る
土
地
占
用
料
に
つ
い
て
、
県
で
は
「
河
川
使
用
料
」

と
し
て
占
用
料
を
徴
収
し
て
い
る
。

河
川
占
用
料
は
、
条
例
第

条
に
定
め
る
県
知
事
が
交
付
し
た
納
入
通
知
書
に
記
載
の
納
期
限
ま
で

に
納
付
さ
れ
な
い
場
合
に
未
納
と
な
り
、
収
入
未
済
額
と
し
て
の
債
権
が
発
生
す
る
。

ま
た
、
債
権
区
分
は
、
公
法
上
の
強
制
徴
収
債
権
で
あ
り
、
法
第

条
第

項
に
お
い
て
、
地
方
税

の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
強
制
徴
収
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

＜
事
案
①
＞

社
は
、
砂
利
プ
ラ
ン
ト
及
び
骨
材
置
場
と
し
て
河
川
区
域
を
占
用
し
て
い
た
法
人
で
あ
る
。
平
成

年
月

日
に
河
川
占
用
料
の
納
付
書
を
送
付
す
る
が
、
納
付
期
限
で
あ
る
平
成

年
月

日

を
経
過
し
て
も
納
付
が
確
認
出
来
な
い
た
め
、

社
代
表
取
締
役
へ
電
話
に
よ
る
支
払
請
求
を
行
っ
た

が
、
資
金
繰
り
の
目
途
が
立
た
な
い
こ
と
を
理
由
に
納
付
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

平
成

年
月

日
に
指
定
納
付
期
限
を
平
成

年
月

日
と
す
る
督
促
状
を
送
付
す
る
が
納

付
の
確
認
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
平
成

年
月

日
に

社
代
表
取
締
役
と
面
談
を
行
い
、
支

払
請
求
を
行
っ
た
が
納
付
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
納
付
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
平
成

年
月

日
に
各
金
融
機
関
へ
取
引
状
況
照
会
の
依
頼
文
を
送
付
し
、
金
融
機
関
Ｘ
よ
り

社
の

預
金
残
高

円
が
あ
る
旨
の
回
答
を
得
る
。
そ
の
後
も
、
何
度
も
現
地
訪
問
や
、
文
書
に
よ
る
催
告

を
行
っ
た
が
納
付
が
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
平
成

年
月

日
に
差
押
え
業
務
に
着
手
し
、
同
月

日
に
は
金
融
機
関
Ｘ
に
あ
っ
た

社
預
金
残
高

円
の
差
押
え
が
完
了
し
た
。

そ
の
後
も
、
電
話
に
よ
る
催
告
、
現
地
訪
問
や
面
談
を
行
っ
た
結
果
、
納
付
額
は
以
下
の
と
お
り
と

な
り
、
令
和

年
度
末
で

円
が
未
収
債
権
と
な
っ
て
い
る
。

・
債
権
年
齢
調
べ

１
．
河
川
占
用
料
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
河
川
占
用
料
の
基
本
情
報
に
つ
い
て

河
川
の
占
用
の
許
可
と
は
、
河
川
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

条
か
ら
第

条
の
規
定
に

よ
り
河
川
管
理
者
が
特
定
の
者
に
対
し
て
河
川
を
継
続
的
に
使
用
す
る
権
利
を
設
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
河
川
法
第

条
に
お
い
て
、
河
川
管
理
者
で
あ
る
県
知
事
は
、
河
川
の
占
用
等
に
つ

い
て
流
水
占
用
料
、
土
地
占
用
料
又
は
土
石
採
取
料
そ
の
他
の
河
川
産
出
物
採
取
料
（
以
下
「
流
水
占

用
料
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

河
川
占
用
料
及
び
河
川

占
用
料
延
滞
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成

割
合

滞
納

額
構

成
割

合

0
～

1
年

以
内

1
年

超
～

2
年

以
内

2
年

超
～

3
年

以
内

3
年

超
～

4
年

以
内

4
年

超
～

5
年

以
内

5
年

超

合
　

計

滞
納

件
数

（
件

、
％

）
滞

納
金

額
（

円
、

％
）

債
権

名
称

河
川

占
用

料
及

び
河

川
占

用
料

延
滞

金

滞
納

年
齢
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・
債
権
の
名
称

河
川
占
用
料

・
債
権
の
性
格

強
制
徴
収
公
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

河
川
法
、
地
方
自
治
法

山
梨
県
分
担
金
そ
の
他
の
歳
入
金
の
延
滞
金
徴
収
条
例

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

紙
台
帳
「
延
滞
債
権
管
理
簿
」

（
２
）
監
査
手
続

・
当
該
事
案
の
関
連
資
料
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
単
位
：
円
）

平
成
2
0
年
度
分

平
成
2
1
年
度
分

平
成
2
2
年
度
分

合
計

河
川
占
用
料
の
額

納
付
額

△
1
2,
4
80

△
1
2,
4
80

△
1
2,
4
80

△
3
7,
4
40

河
川
占
用
料
未
収
額

延
滞
金
の
額

納
付
額

△
1
9,
8
70

△
9
,7
2
7

△
2
9,
5
97

延
滞
金
未
収
額

令
和
3
年
度
末
債
権
残
高

＜
事
案
②
＞

社
は
、
骨
材
置
場
と
し
て
河
川
区
域
を
占
用
し
て
い
た
法
人
で
あ
る
。
平
成

年
月

日
に

河
川
占
用
料
の
納
付
書
を
送
付
す
る
が
、
納
付
期
限
で
あ
る
平
成

年
月

日
を
経
過
し
て
も
納

付
が
確
認
出
来
な
い
た
め
、

社
代
表
取
締
役
へ
電
話
に
よ
る
支
払
請
求
を
行
っ
た
が
納
付
は
さ
れ
な

か
っ
た
。

平
成

年
月

日
に
指
定
納
付
期
限
を
平
成

年
月

日
と
す
る
督
促
状
を
送
付
す
る
が
納

付
の
確
認
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、

社
代
表
取
締
役
へ
電
話
に
よ
る
支
払
請
求
を
行
っ
た
が
資
金
繰

り
が
厳
し
い
と
の
理
由
か
ら
納
付
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
定
期
的
に
電
話
に
よ
る
現
況
確
認
及

び
催
告
を
行
っ
た
が
、
支
払
い
出
来
る
状
況
で
は
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成

年

月
日
に
各
金
融
機
関
へ
取
引
状
況
照
会
の
依
頼
文
を
送
付
し
、
金
融
機
関
Ｙ
よ
り

社
の
預
金
残
高

円
と
出
資
金

円
が
あ
る
旨
の
回
答
を
得
る
。
そ
の
後
も
、
電
話
に
よ
る
催
告
等
を
行
っ

た
が
納
付
が
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
令
和

年
月

日
に
再
度
各
金
融
機
関
へ
取
引
状
況
照
会
の
依

頼
文
を
送
付
し
、
各
自
治
体
へ
課
税
等
調
査
照
会
の
依
頼
文
を
送
付
し
た
。
平
成

年
度
に
回
答
の
あ

っ
た
金
融
機
関
Ｙ
よ
り
再
度
回
答
が
あ
っ
た
が
、
預
金
残
高

円
は
国
税
の
差
押
え
が
完
了
し
て

お
り
、
出
資
金
は

円
が

円
に
減
少
、
最
低
出
資
金
で
あ
る
た
め
差
押
え
に
は
対
応
で
き

な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
令
和

年
月

日
に

社
代
表
取
締
役
の
自
宅
を
訪
問

し
、
上
記
出
資
金

円
を
解
約
の
上
、

円
の
納
付
を
受
け
た
。
ま
た
、
こ
の
際
、
「
債
務

承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
」
に
署
名
及
び
捺
印
を
収
受
し
て
い
る
。

そ
の
後
も
、
電
話
に
よ
る
催
告
等
を
行
っ
た
結
果
、
納
付
額
は
以
下
の
と
お
り
と
な
り
、
令
和

年

度
末
で

円
が
未
収
債
権
と
な
っ
て
い
る
。

＜
事
案
③
＞

社
は
、

社
が
営
業
す
る
商
業
施
設
の
出
入
口
と
し
て
河
川
区
域
を
占
用
し
て
い
た
法
人
で
あ
る
。

令
和

年
度
末
現
在
、
河
川
占
用
料
の
元
本
は
完
納
済
み
で
あ
り
、
そ
れ
に
係
る
延
滞
金
が
未
収
債
権

と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
延
滞
金
に
関
し
て
も
随
時
納
付
さ
れ
て
お
り
、
令
和

年
度
中
に
完
納
見
込
み
で
あ
る
。
令

和
年
度
末
の
未
収
債
権
残
高
は
以
下
の
と
お
り
。
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【
現
状
】

＜
事
案
③
に
つ
い
て
＞

社
は
、
令
和

年
度
末
現
在
、
河
川
占
用
料
の
元
本
は
完
納
し
て
お
り
、
延
滞
金
の
み
が
未
収
債
権
と
な

っ
て
い
る
。
当
該
延
滞
金
は
、
分
割
納
付
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
が
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
基
づ
く
、
「
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
」
の
作
成
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
当
該
延

滞
金
に
つ
い
て
も
令
和

年
度
中
に
完
納
見
込
み
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

問
題
点
は
、
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
「
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約

書
」
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
未
収
債
権
金
額
は

円
と
少
額
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和

年
度
中
に
完
納
見
込
み
で
は
あ
る
が
、
上
記
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
「
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約

書
」
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

 【意
見
事
項
】
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
の
作
成
に
つ
い
て
①

 

債
務
者
に
債
務
額
を
再
認
識
さ
せ
、
か
つ
債
務
弁
済
を
約
束
さ
せ
る
た
め
に
も
、
早
急
に
山
梨
県
債

権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
県
所
定
の
様
式
で
あ
る
「債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約

書
」を
作
成
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。
ま
た
、
元
本
の
完
納
後
に
延
滞
金
が
発
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

A
社
に
認
識
さ
せ
て
お
く
必
要
性
が
あ
る
。 

【
現
状
】

＜
事
案
①
に
つ
い
て
＞

県
は

社
に
対
し
、
定
期
的
な
電
話
に
よ
る
催
告
、
現
地
訪
問
や
面
談
、
所
在
調
査
は
行
っ
て
い
る
が
、

書
面
に
よ
る
債
務
承
認
を
兼
ね
た
分
納
誓
約
書
の
書
面
作
成
は
行
っ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
山
梨

県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
「
強
制
徴
収
可
能
な
公
法
上
の
債
権
は
、
督
促
を
し
た
場

合
に
、
当
初
の
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
滞
納
金
額
に
年

％
の
割

合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
を
加
算
し
て
徴
収
す
る
（
地
方
自
治
法
第
２
３
１
条
の
３

第
２
項
、
分
担
金
そ
の
他
の
歳
入
金
の
延
滞
金
徴
収
条
例
第
２
条
）
。
た
だ
し
、
個
別
に
法
律
又
は
条
例

に
、
延
滞
金
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
規
定
に
よ
る
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
本
の
完
納

後
に
延
滞
金
が
発
生
す
る
が
、

社
に
は
伝
達
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
、
書
面
に
よ
る
「
債
務
承
認
及
び
分
納
誓
約
書
」
の

作
成
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
書
面
に
よ
り
債
務
承
認
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
時
効
の
更
新
を
図
る
の
み

で
は
な
く
、
書
面
に
よ
る
誓
約
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
債
務
者
に
強
く
債
務
額
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
将
来
的
に
債
権
の
回
収
可
能
性
を
高
め
る
手
段
と
し
て
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
そ
の
際
に
は
、
分

納
額
の
裏
付
け
と
な
る
収
入
状
況
や
資
産
保
有
状
況
等
に
関
す
る
資
料
提
供
を
求
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
元
本
の
認
識
と
併
せ
て
、
元
本
の
完
納
後
に
延
滞
金
が
発
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
状
の

延
滞
金
額
も
併
せ
て
通
知
し
、
あ
ら
か
じ
め
認
識
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
回
収
可
能
性
の
確
保
の
点
で
重
要
と

考
え
ら
れ
る
。 【意
見
事
項
】
債
務
承
認
及
び
分
割
納
付
誓
約
書
の
作
成
に
つ
い
て
②

 

山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
分
割
納
付
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
「債
務
承
認

及
び
分
割
納
付
誓
約
書
」を
作
成
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
三
九



・
決
算
情
報
等

・
年
度
推
移
情
報

①
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
金

②
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
金

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位

:円
）

債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
2
8
,
0
0
0

△
5
7
,
0
0
0

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

△
2
8
,
0
0
0

△
5
7
,
0
0
0

山
梨
県
高
等
学
校
定
時

制
課
程
及
び
通
信
制
課

程
修
学
奨
励
金
貸
付
金

3.1.23.
教教
育育
庁庁

高高
校校
教教
育育
課課

 

・
債
権
の
名
称

①
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金

②
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金

③
山
梨
県
奨
学
金

・
債
権
管
理
上
の
リ
ス
ク

ⅰ
件
数
が
多
い
た
め
、
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等
、
Ｉ
Ｔ
の
活
用
が
不
可
欠
で
あ
り
、
債
権
管
理
シ
ス
テ

ム
の
仕
組
等
を
熟
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

ⅱ
長
期
滞
納
者
へ
の
督
促
、
催
告
は
滞
納
債
権
が
多
い
た
め
、
専
従
職
員
の
配
置
が
必
要
で
あ
る
。

ⅲ
債
務
者
と
の
連
絡
、
催
告
等
の
業
務
に
お
い
て
、
所
定
様
式
の
交
渉
記
録
を
残
さ
な
い
と
所
管
課
と

し
て
の
管
理
が
不
十
分
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

ⅳ
債
権
管
理
に
従
事
す
る
職
員
に
は
高
度
の
知
識
や
業
務
の
習
熟
度
が
求
め
ら
れ
、
正
当
な
注
意
に
欠

け
る
と
債
権
の
確
保
に
不
都
合
が
生
じ
る
。

ⅴ
福
祉
的
要
素
の
高
い
債
権
で
あ
る
た
め
、
滞
納
者
に
対
す
る
督
促
等
や
法
的
措
置
に
は
慎
重
を
期
す

る
必
要
が
あ
る
。

・
債
権
の
管
理
目
標

ⅰ
債
権
の
実
在
性
（
当
該
債
権
は
調
定
後
未
納
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
経
過
し
て
お
ら
ず
又
は
時
効
の

援
用
も
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
的
に
実
在
す
る
。
）

ⅱ
債
権
の
期
間
（
事
業
年
度
）
帰
属
の
正
確
性
（
債
権
発
生
時
に
す
み
や
か
に
調
定
を
実
施
し
、
債
権

の
年
度
の
ず
れ
な
ど
が
生
じ
な
い
よ
う
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
）

ⅲ
債
権
の
決
算
書
及
び
各
種
資
料
（
公
表
・
非
公
表
）
上
で
の
表
示
の
妥
当
性
（
歳
入
歳
出
決
算
書
等

で
の
適
正
な
表
示
に
は
留
意
し
て
い
る
。
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
四
〇



１
．
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報

県
内
の
高
等
学
校
の
定
時
制
課
程
・
通
信
制
課
程
に
在
学
す
る
生
徒
で
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学

が
困
難
な
者
に
対
し
て
、
教
育
の
機
会
均
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
修
学
奨
励
金
を
貸
与
す
る

も
の
。

・
債
権
の
名
称

山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
金

【
債

権
（

収
入

未
済

額
）

滞
納

に
係

る
年

齢
（

発
生

年
度

）
別

の
滞

納
件

数
及

び
滞

納
額

の
内

訳
】

件
数

構
成

割
合

滞
納

額
構

成
割

合

0
～
1
年

以
内

1
年
超

～
2
年

以
内

2
年
超

～
3
年

以
内

3
年
超

～
4
年

以
内

4
年
超

～
5
年

以
内

5
年
超

合
　

計

0
～
1
年

以
内

1
年
超

～
2
年

以
内

2
年
超

～
3
年

以
内

3
年
超

～
4
年

以
内

4
年
超

～
5
年

以
内

5
年
超

合
　

計

0
～
1
年

以
内

1
年
超

～
2
年

以
内

2
年
超

～
3
年

以
内

3
年
超

～
4
年

以
内

4
年
超

～
5
年

以
内

5
年
超

合
　

計

山
梨

県
地

域
改

善
対

策
高

等
学

校
等

奨
学

資
金

貸
与

金

山
梨

県
奨

学
金

貸
付

金

滞
納

件
数

（
件

、
％

）
滞

納
金

額
（

円
、

％
）

債
権

名
称

山
梨

県
高

等
学

校
定

時
制

課
程

及
び

通
信

制
課

程
修

学
奨

励
金

貸
付

金

滞
納

年
齢

③
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
金

・
債
権
年
齢
調
べ

【
債
権
（
収
入
未
済
額
）
決
算
デ
ー
タ
の
推
移
】

（
単
位
:円

）
債
権
名
称

区
　
分

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

R
3
／
R
元

R
3
／
R
2

予
算
現
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

調
定
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

還
付
未
済
残
高

不
納
欠
損
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
入
未
済
額

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

収
納
率

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

　
滞
納
繰
越
分

予
算
現
額
‐
収
入
済
額

△
4
7
4
,
7
4
0

△
1
0
8
,
0
0
0

△
1
,
0
9
7
,
6
0
0

　
現
年
課
税
・
賦
課
分

△
2
5
9
,
2
0
0

△
1
0
8
,
0
0
0

△
1
3
1
,
2
0
0

　
滞
納
繰
越
分

△
2
1
5
,
5
4
0

△
9
6
6
,
4
0
0

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
金

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
四
一



【
現
状
】

令
和
３
年
度
現
在
の
滞
納
者
は
７
名
で
、
滞
納
額
は
合
計
６
５
４
，
０
０
０
円
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
前
年
ま
で
に
８
名
の
滞
納
者
が
い
た
が
、
令
和
３
年
度
に
は
住
所
把
握
な
ど
に
努
め
、
全
て
の
滞
納

者
の
住
所
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
督
促
通
知
の
発
送
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
１
名
が
全
額
返
済
（
３
２
，
０

０
０
円
）
、
２
名
が
分
割
返
済
の
意
向
が
示
さ
れ
納
付
が
開
始
し
た
。
そ
の
他
の
者
は
、
督
促
通
知
は
届
い

て
い
る
が
返
済
に
至
っ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

今
後
も
、
督
促
通
知
を
行
う
な
ど
し
て
返
還
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
現
地
調
査
な
ど

に
よ
る
督
促
活
動
を
進
め
、
滞
納
額
の
解
消
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
令
和
３
年
度
末
で
の
滞
納
者
７
名
の
う
ち
４
名
が
山
梨
県
内
在
住
者
で
あ
る
が
（
滞
納
額
合

計
２
７
４
，
０
０
０
円
）
、
そ
れ
以
外
の
県
外
在
住
者
の
滞
納
分
（
千
葉
県
八
千
代
市
在
住
者
７
２
，
０
０

０
円
、
広
島
県
広
島
市
８
４
，
０
０
０
円
、
東
京
都
瑞
穂
町
２
２
４
，
０
０
０
円
）
に
つ
い
て
は
、
文
書
や

電
話
に
よ
る
督
促
で
も
効
果
が
出
な
か
っ
た
場
合
に
現
地
調
査
等
の
費
用
を
使
っ
て
ま
で
返
還
を
求
め
る
こ

と
は
費
用
対
効
果
の
点
か
ら
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
特
に
債
務
者
が
遠
隔
地
に
い
る
債
権
に
つ
い
て
、
債
権
回
収
に
係
る
費
用
対
効
果
の
検
討

の
結
果
と
し
て
、
現
状
の
と
お
り
督
促
通
知
な
ど
に
よ
る
返
還
に
務
め
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
当
該
手
続

き
で
の
回
収
実
現
が
困
難
な
場
合
に
は
、
徴
収
停
止
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
７
１
条
の
５
）
し
て
、
保

全
及
び
取
立
て
を
し
な
い
こ
と
と
し
、
そ
の
後
、
時
効
期
間
を
経
過
し
た
後
に
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
権

利
放
棄
を
し
て
不
納
欠
損
処
理
を
す
る
と
い
っ
た
措
置
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金

（
１
）
概
要

・
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報

「
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
法
」
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県

内
の
対
象
地
域
に
居
住
す
る
同
和
関
係
者
の
子
弟
、
対
象
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村
の
区
域
に
居
住
す

る
当
該
地
域
出
身
の
同
和
関
係
者
子
弟
の
修
学
促
進
を
図
る
た
め
、
奨
学
金
及
び
通
学
用
品
等
助
成
金

を
貸
与
す
る
も
の
。

・
債
権
の
名
称

山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
金

・
債
権
の
性
格

・
債
権
の
性
格

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例

山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
施
行
規
則

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

貸
付
金
の
管
理
は
、
紙
台
帳
で
あ
る
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
管
理
台
帳
を
作
成

し
て
行
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
同
台
帳
の
内
容
を
年
度
毎
に
転
記
し
た
表
計
算
ソ
フ
ト
に
よ
る
フ
ァ
イ

ル
（
「
●
●
年
度
定
時
制
課
程
・
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
管
理
簿
」
）
に
当
該
年
度
の
返
還
額
、
督

促
の
状
況
な
ど
を
記
入
し
て
、
管
理
等
の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

・
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
金

増
減
状
況

（
２
）
監
査
手
続

・
根
拠
条
例
、
規
則
、
管
理
台
帳
、
各
貸
付
契
約
書
等
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
徴
収
停
止
や
不
納
欠
損
処
理
の
検
討
に
つ
い
て

 

滞
納
者
に
対
す
る
返
還
督
促
や
現
地
調
査
な
ど
を
進
め
る
一
方
、
費
用
対
効
果
を
考
慮
し
つ
つ
返
済

が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
に
は
徴
収
停
止
や
不
納
欠
損
処
理
な
ど
を
図
る
よ
う
要
望
す
る
。 

【
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
金
の
決
算
推
移
】

（
単
位
：
円
）

区
分

期
中
増
加

期
中
減
少

年
度
末
残
高

平
成
30年

度
―

―
令
和
元
年
度

令
和
2年

度
令
和
3年

度
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（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【指
摘
事
項
】
借
用
証
書
の
提
供
未
了
者
に
つ
い
て

 

貸
付
型
の
奨
学
金
で
あ
り
な
が
ら
借
用
証
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
者
が
お
り
、
引
き
続
き
提
出
を

求
め
る
よ
う
要
望
す
る
。 

 【意
見
事
項
】
借
用
証
書
未
提
出
分
の
一
部
債
権
が
未
調
定
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て

 

借
用
証
書
未
提
出
分
の
一
部
債
権
に
つ
い
て
、
未
調
定
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
財
務
会

計
シ
ス
テ
ム
外
の
債
権
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
健
全
な
状
況
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
早
急

な
解
消
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 【意
見
事
項
】
多
額
の
滞
留
債
権
に
つ
い
て

 

ま
た
、
奨
学
金
の
返
還
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
令
和
３
年
度
の
調
定
金
額
で
、
未
収
額
が
１
９
，０
８
２
，８
５

０
円
と
多
額
で
あ
り
、
未
収
の
解
消
に
努
め
る
よ
う
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

（
１
）
昭
和
６
２
年
１
０
月
に
給
付
型
の
奨
学
金
か
ら
貸
付
型
に
変
更
と
な
り
、
そ
れ
以
降
、
借
用
証
書
を

提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
返
還
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
給
付
さ
れ
た
も
の
と
誤
信
し
て
い

る
者
が
あ
る
た
め
、
借
用
証
書
の
提
出
を
求
め
て
も
返
済
へ
の
理
解
が
得
ら
れ
ず
提
出
が
さ
れ
な
い
ケ

ー
ス
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
成
１
４
年
度
の
包
括
外
部
監
査
に
お
い
て
も
借
用
証
書
の
未
提
出
の

問
題
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
（
当
時
は
、
未
提
出
者
数
４
５
名
、
金
額
計
約
７
０
０
０
万
円
）
、
そ
の

後
、
関
係
団
体
と
協
議
し
て
理
解
を
得
た
た
め
、
平
成
２
４
年
か
ら
未
提
出
者
に
対
し
借
用
証
書
の
提

出
を
求
め
る
文
書
を
送
付
し
、
返
還
を
求
め
て
き
た
。

平
成
２
６
年
ま
で
に
１
１
件
の
借
用
証
書
の
提
出
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
現
在
ま
で
提
出
が
な

い
状
況
で
あ
り
、
現
時
点
で
、
３
２
名
が
未
提
出
と
な
っ
て
い
る
。

私
債
権

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例

山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

貸
付
金
の
管
理
は
、
紙
台
帳
で
あ
る
地
域
改
善
奨
励
金
管
理
台
帳
を
作
成
し
て
行
っ
て
お
り
、
さ

ら
に
、
同
台
帳
か
ら
償
還
残
額
が
有
る
債
務
者
と
借
用
証
書
未
提
出
者
を
年
度
毎
に
転
記
し
た
表
計

算
ソ
フ
ト
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
（
「
償
還
残
額
有
の
債
権
者
一
覧
●
年
更
新
」
「
借
用
証
書
未
提
出
者

一
覧
」
）
に
当
該
年
度
の
未
収
金
、
未
調
定
額
、
償
還
残
額
等
を
記
入
し
て
、
管
理
状
況
を
把
握
し

て
い
る
。

・
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
金

増
減
状
況

（
２
）
監
査
手
続

・
根
拠
条
例
、
規
則
、
管
理
台
帳
、
各
貸
付
契
約
書
等
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

【
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
金
の
決
算
推
移
】

（
単
位
：
円
）

区
分

期
中
増
加

期
中
減
少

年
度
末
残
高

平
成
30年

度
―

―
令
和
元
年
度

令
和
2年

度
令
和
3年

度

山
梨
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公
報
号
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
履
行
期
限
が
到
来
し
た
も
の
に
つ
い
て
未
調
定
と
す
る
こ
と
は
、
債
権
が
財
務
会

計
シ
ス
テ
ム
外
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
会
計
の
あ
り
方
と
し
て
は
不
健
全
な
状
況
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
回
収
可
能
性
を
検
討
し
な
い
ま
ま
調
定
を
す
る
こ
と
は
、
回
収
の
見
込
み
が
な
い
歳
入
予
算

を
計
上
す
る
こ
と
に
も
な
る
こ
と
か
ら
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
引
き
続
き
督
促
な
ど
を
行
い
、
回
収
可
能
性
を
検
討
す
る
中
で
、
適
正
に
調
定
を
し
て
い

く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

３
．
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
金
に
係
る
未
収
債
権
に
つ
い
て

（
１
）
概
要

・
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
金
に
係
る
未
収
債
権
の
基
本
情
報

県
内
の
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
で
、
優
秀
な
生
徒
で
あ
っ
て
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難

な
者
に
対
し
て
、
奨
学
金
を
貸
付
け
、
有
用
な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
奨
学
金
を
貸

与
す
る
も
の
。

・
債
権
の
名
称

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
金

・
債
権
の
性
格

私
債
権

な
お
、
未
提
出
者
の
償
還
残
額
の
う
ち
、
未
収
金
と
し
て
調
定
し
て
い
る
の
は
、
５
，
７
２
５
，
３

２
６
円
に
留
ま
り
、
そ
の
他
の
４
９
，
３
３
８
，
０
７
０
円
分
に
つ
い
て
は
未
調
定
と
な
っ
て
お
り
、

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
外
の
債
権
が
存
在
し
て
い
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
奨
学
資
金
の
返
還
義
務
は
、
卒
業
後
６
か
月
経
過
時
点
で
発
生
し
、
年
賦
又
は
半
年
賦
の
均
等
払
い

に
よ
り
２
０
年
以
内
に
返
還
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
令
和
３
年
度
は
滞
納
繰
越
分
の
調
定
額
が
１

９
，
０
６
１
，
３
２
０
円
、
新
規
調
定
額
が
４
６
６
，
２
０
２
円
、
合
計
１
９
，
５
２
７
，
５
２
２
円

（
令
和
３
年
度
中
の
収
納
額
が
４
４
４
，
６
７
２
円
の
た
め
同
年
度
末
の
未
収
金
は
１
９
，
０
８
２
，

８
５
０
円
）
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
滞
納
分
の
督
促
回
収
な
ど
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
滞
納
額
の
解
消
や
減
少
に
は
至
っ
て
い
な

い
。そ
し
て
、
前
述
の
借
用
証
書
未
提
出
者
を
中
心
に
、
償
還
残
額
を
未
調
定
と
し
て
い
る
金
額
が
、
合

計
５
１
，
０
１
２
，
９
７
５
円
（
う
ち
、
支
払
計
画
に
基
づ
き
調
定
し
て
い
る
者
：
１
，
６
７
４
，
９

０
５
円
）
と
な
っ
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

（
１
）
借
用
証
書
の
未
提
出
者
は
現
在
３
２
名
で
、
償
還
残
額
は
、
５
５
，
０
６
３
，
３
９
６
円
と
な
っ
て

い
る
（
う
ち
未
収
金
と
し
て
の
調
定
額
は
、
５
，
７
２
５
，
３
２
６
円
）
。

引
き
続
き
借
用
証
書
の
提
出
を
促
す
と
と
も
に
、
未
提
出
の
ま
ま
で
も
奨
学
金
の
受
給
当
時
に
提
出

し
た
貸
付
の
申
請
書
や
返
還
の
誓
約
書
等
に
基
づ
き
、
返
還
を
求
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
未
提
出
者
の
住
所
の
把
握
な
ど
に
努
め
、
借
用
証
書
の
提
出
を
求
め
る
ほ
か
、
督
促
も

行
い
、
償
還
残
額
を
減
ら
す
よ
う
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

な
お
、
借
用
証
書
の
提
出
の
際
は
、
連
帯
保
証
人
を
徴
求
す
る
な
ど
、
回
収
の
実
効
性
を
高
め
る
べ

き
で
あ
る
。

（
２
）
借
用
証
書
を
提
出
し
た
者
で
も
償
還
残
額
が
１
５
，
０
３
２
，
４
２
９
円
と
な
っ
て
い
る
（
う
ち
未

収
金
は
、
１
３
，
３
５
７
，
５
２
４
円
。
残
り
、
１
，
６
７
４
，
９
０
５
円
は
支
払
計
画
に
よ
り
調
定

を
行
っ
て
い
る
。
）
。

こ
れ
ら
償
還
残
額
が
あ
る
者
の
住
所
の
把
握
な
ど
に
努
め
、
督
促
通
知
を
送
付
す
る
な
ど
し
て
弁
済

や
分
納
の
誓
約
な
ど
を
さ
せ
、
現
地
調
査
な
ど
に
よ
る
督
促
活
動
を
行
う
な
ど
し
て
、
償
還
残
高
を
減

少
さ
せ
る
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

（
３
）
借
用
証
書
の
未
提
出
者
を
中
心
に
、
償
還
残
額
の
う
ち
未
収
金
と
し
て
調
定
し
て
い
な
い
金
額
が
、

５
１
，
０
１
２
，
９
７
５
円
と
極
め
て
高
額
に
上
っ
て
い
る
（
償
還
残
額
合
計
７
０
，
０
９
５
，
８
２

５
円
）
。

一
般
の
会
計
処
理
の
方
法
か
ら
す
る
と
、
貸
付
金
等
の
債
権
の
う
ち
履
行
期
限
が
到
来
し
た
も
の

は
、
貸
付
金
等
の
債
権
残
高
か
ら
減
額
さ
れ
、
「
調
定
額
」
と
し
て
処
理
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
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現
在
、
督
促
通
知
の
送
付
や
電
話
に
よ
る
督
促
な
ど
を
行
い
、
返
還
な
ど
の
相
談
に
応
じ
て
い
る
ほ
か
、

住
所
移
転
者
に
つ
い
て
は
、
住
民
票
な
ど
の
取
得
に
よ
り
移
転
先
や
相
続
人
の
把
握
を
行
っ
て
お
り
、
令
和

３
年
度
で
、
１
，
０
９
７
，
６
０
０
円
を
回
収
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

し
か
し
、
過
去
に
、
督
促
な
ど
を
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
が
長
期
間
に
わ
た
っ
た
こ
と
か
ら
、
滞
納
者
か

ら
の
返
還
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
債
権
回
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
と
、
督
促
を
行
っ
た
場
合
は
、
延
滞
債
権
管
理
簿
に
督
促
の
状
況

を
記
載
し
、
今
後
の
対
応
方
針
を
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
管
理
簿
が
整
備
さ
れ
て

お
ら
ず
、
督
促
状
況
の
把
握
が
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

引
き
続
き
、
滞
納
者
の
住
所
や
連
絡
先
の
把
握
に
努
め
、
督
促
に
努
め
、
回
収
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

・
根
拠
法
令
、
条
例
、
要
綱
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則

・
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
等

貸
付
金
の
管
理
は
、
紙
台
帳
で
あ
る
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
金
管
理
台
帳
を
作
成
し
て
行
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
、
同
台
帳
の
内
容
を
年
度
毎
に
転
記
し
た
表
計
算
ソ
フ
ト
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
（
「
●
●
年
度
山

梨
県
奨
学
金
貸
付
金
管
理
簿
」
）
に
当
該
年
度
の
返
還
額
、
督
促
の
状
況
な
ど
を
記
入
し
て
、
管
理
等

の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

・
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
金

増
減
状
況

（
２
）
監
査
手
続

・
根
拠
条
例
、
規
則
、
管
理
台
帳
、
各
貸
付
契
約
書
等
の
入
手
・
閲
覧

・
担
当
者
へ
の
質
問
の
実
施

（
３
）
監
査
の
結
果

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【指
摘
事
項
】
督
促
活
動
の
履
歴
記
録
等
に
つ
い
て

 

滞
納
者
に
対
す
る
返
還
督
促
な
ど
を
進
め
る
一
方
、
督
促
状
の
発
送
や
滞
納
者
の
対
応
状
況
な
ど
の

督
促
活
動
の
履
歴
等
を
残
す
な
ど
適
正
な
管
理
を
図
る
よ
う
要
望
す
る
。 

【
現
状
】

貸
付
金
の
滞
納
者
は
、
４
１
名
、
償
還
残
額
は
合
計
１
３
，
８
７
５
，
８
３
０
円
で
あ
り
多
額
で
あ
る
。

【
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
金
の
決
算
推
移
】

（
単
位
：
円
）

区
分

期
中
増
加

期
中
減
少

年
度
末
残
高

平
成
30年

度
―

―
令
和
元
年
度

令
和
2年

度
令
和
3年

度
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２
．
貸
借
対
照
表
上
に
お
け
る
債
権
の
開
示
項
目

（
１
）
令
和
２
年
度
山
梨
県
の
一
般
会
計
等
貸
借
対
照
表
の
概
要

な
お
、
令
和
３
年
度
の
財
務
諸
書
類
は
実
際
の
監
査
手
続
中
に
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
開
示
さ
れ
て

い
る
直
近
年
度
（
令
和
２
年
度
）
の
貸
借
対
照
表
を
用
い
て
い
る
。

※
開
示
科
目
の
説
明

事
業
用
資
産

：
庁
舎
な
ど
の
公
用
財
産
、
学
校
・
保
健
所
な
ど
の
公
共
用
財
産

イ
ン
フ
ラ
資
産

：
県
道
、
林
道
、
河
川
、
都
市
公
園
な
ど

基
金

：
財
政
調
整
基
金
、
県
債
管
理
基
金
な
ど

（
短
期

長
期
）
貸
付
金

：
各
種
団
体
や
個
人
等
に
対
す
る
貸
付
金

翌
年
度
に
償
還
期
限
が
到
来
す
る
も
の
を
短
期
、
翌
々
年
度
以

降
に
償
還
期
限
が
到
来
す
る
も
の
を
長
期

未
収
金

：
現
年
分
の
収
入
未
済
額
（
債
権
滞
留
期
間
が

年
以
内
）

　
【

主
な

内
訳

】
　

【
主

な
内

訳
】

　
事

業
用

資
産

、
イ

ン
フ

ラ
資

産
等

1
兆

6
,
2
3
4
億

円
　

地
方

債
9
,
9
1
1
億

円
　

現
預

金
2
7
7
億

円
　

退
職

手
当

引
当

金
9
8
3
億

円
　

基
金

1
,
0
8
6
億

円

　
（

短
期

/
長

期
）

貸
付

金

3
7
4
億

円

　
未

収
金

・
長

期
延

滞
債

権

7
1
億

円

　
徴

収
不

能
引

当
金

△
3
億

円

　
　

（
出

典
：

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「

令
和

2
年

度
一

般
会

計
等

財
務

諸
表

の
概

要
」

を
一

部
監

査
人

加
工

）

純純
資資

産産
77
,,
22
88
00
億億

円円
（

資
産

超
過

）

資資
産産

11
兆兆

88
,,
44
33
22
億億

円円

保保
有有

しし
てて

いい
るる

資資
産産

負負
債債

11
兆兆

11
,,
11
55
22
億億

円円

将将
来来

のの
支支

出出
負負

担担
とと

なな
るる

もも
のの

債債
権権

にに
関関

すす
るる

開開
示示

項項
目目

※※

※※

※※※※

※※

※※

3.2.
徴徴
収収
不不
能能
引引
当当
金金

 

3.2.1.
貸貸
借借
対対
照照
表表
上上
のの
徴徴
収収
不不
能能
引引
当当
金金
にに
つつ
いい
てて

１
．
地
方
公
会
計
に
つ
い
て

総
務
省
の
「
統
一
的
な
基
準
に
よ
る
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
令
和
元
年

月
改
訂
）
」
（
以
下
、

「
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
地
方
公
会
計
の
意
義
と
し
て
は
、
『
地
方
公
共
団

体
の
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
、
財
政
の
透
明
性
を
高
め
、
住
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
よ
り
適
切
に
果
た

す
と
と
も
に
、
財
政
の
効
率
化
・
適
正
化
を
図
る
た
め
、
現
金
主
義
・
単
式
簿
記
に
よ
る
予
算
・
決
算
制
度

を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
財
務
書
類
（
貸
借
対
照
表
、
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
、
純
資
産
変
動
計
算
書
及
び

資
金
収
支
計
算
書
等
）
の
開
示
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。
』
と
さ
れ
て
い
る
。

発
生
主
義
及
び
複
式
簿
記
形
式
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
企
業
会
計
と
同
様
、
資
産
及
び
負
債
の
ス
ト
ッ

ク
情
報
の
明
示
化
、
発
生
主
義
に
よ
る
行
政
コ
ス
ト
の
把
握
を
通
し
て
、
情
報
の
「
見
え
る
化
」
に
よ
り
住

民
や
議
会
へ
の
説
明
責
任
の
適
切
な
履
行
及
び
財
政
の
効
率
化
・
適
正
化
が
期
待
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
よ
り
）

（
出
典
：
総
務
省

統
一
的
な
基
準
に
よ
る
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
令
和
元
年

月
改
訂
）
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
四
六



１
重
要
な
会
計
方
針

中
略

引
当
金
の
計
上
基
準
及
び
算
定
方
法

中
略

②
徴
収
不
能
引
当
金

未
収
金
、
貸
付
金
及
び
長
期
延
滞
債
権
に
つ
い
て
は
過
去
５
年
分
の
不
納
損
率
に
よ

り
、
徴
収
不
能
見
込
額
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

（
出
典
：
令
和

年
度
一
般
会
計
等
財
務
諸
表
等
注
記
よ
り
一
部
抜
粋
）

徴
収
不
能
引
当
金
に
つ
い
て
、
上
記
の
計
上
基
準
と
し
た
根
拠
と
し
て
は
、
総
務
省
「
統
一
的
な
基
準
に

よ
る
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
令
和
元
年
度

月
改
訂
）
」
に
基
づ
き
決
定
し
て
い
る
旨
の
回
答
を
得
た
。

な
お
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
、
『
〇
資
産
評
価
及
び
固
定
資
産
台
帳
整
備
の
手
引
き

Ⅶ
資
産
の
評
価

基
準
・
評
価
方
法

そ
の
他
の
資
産
（
３
）
徴
収
不
能
引
当
金
』
で
の
記
載
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

徴
収
不
能
引
当
金
は
、
債
権
全
体
ま
た
は
同
種
・
同
類
の
債
権
ご
と
に
、
債
権
の
状
況
に
応
じ
て
求
め
た

過
去
の
徴
収
不
能
実
績
率
な
ど
合
理
的
な
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
以
下

の
不
納
欠
損
率
を
用
い
て
算
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
よ
り
適
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
ま
す
。

（
監
査
人
追
加
）

年
度
末
債
権
金
額

×
徴
収
不
能
実
績
率

＝
徴
収
不
能
引
当
金

（
出
典
：
統
一
的
な
基
準
に
よ
る
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
令
和
元
年

月
改
訂
）

長
期
延
滞
債
権

：
過
年
度
分
の
収
入
未
済
額
（
債
権
滞
留
期
間
が
１
年
超
）

徴
収
不
能
引
当
金

：
債
権
に
対
す
る
徴
収
不
能
見
込
額
と
し
て
、
過
去
５
年
間
の
回

収
不
能
実
績
か
ら
見
積
も
っ
た
額

退
職
手
当
引
当
金

：
在
籍
職
員
が
年
度
末
に
自
己
都
合
退
職
す
る
と
仮
定
し
た
場
合

に
必
要
な
退
職
手
当
額

（
出
典
：
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

令
和

年
度
一
般
会
計
等
財
務
諸
表
の
概
要
よ
り
一
部
監
査
人
加
工
）

※
一
般
会
計
等
貸
借
対
照
表
は
、
一
般
会
計
の
他
、

つ
の
特
別
会
計
を
含
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
一
般
会
計
等
財
務
書
類
に
お
け
る
注
記
よ
り
）

（
２
）
決
算
情
報
か
ら
見
る
直
近

か
年
の
債
権
額
及
び
徴
収
不
能
引
当
金
額
の
推
移
状
況

（
出
典
：
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

一
般
会
計
等
財
務
諸
表
等
よ
り
監
査
人
加
工
）

弁
済
期
限
か
ら

年
超
滞
留
し
て
い
る
債
権
で
あ
る
「
長
期
延
滞
債
権
」
が
令
和

年
度
に
は
大
き
く
増

加
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
が
、
徴
収
不
能
見
込
額
と
し
て
計
上
し
て
い
る
「
徴
収
不
能
引
当
金
」
は
大
き
く

変
わ
っ
て
お
ら
ず
（
む
し
ろ
減
少
し
て
お
り
）
、
引
当
率
（
引
当
金

債
権
残
高
）
は
直
近

年
間
で
最
少
の

値
と
な
っ
て
い
る
。

（
な
お
、
徴
収
不
能
引
当
金
は
、
流
動
資
産
の
「
そ
の
他
」
及
び
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
「
そ
の
他
」
に
含

ま
れ
て
い
る
一
部
の
債
権
も
設
定
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
金
額
的
重
要
性
よ
り
上
記
表
に
は
含
め
て
い
な

い
。
）

３
．
徴
収
不
能
引
当
金
の
計
上
基
準

公
表
さ
れ
て
い
る
、
山
梨
県
令
和

年
度
一
般
会
計
等
財
務
諸
表
等
の
注
記
に
よ
る
と
、
徴
収
不
能
引
当

金
の
計
上
基
準
と
し
て
は
以
下
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
。

（
単

位
：

百
万

円
）

平
成

28年
度

平
成

29年
度

平
成

30年
度

令
和

元
年

度
令

和
2年

度

未
収

金
短

期
貸

付
金

長
期

貸
付

金
長

期
延

滞
債

権
　

長
期

延
滞

債
権

 前
年

増
減

率
ー

徴
収

不
能

引
当

金
　

引
当

率
（

引
当

金
/債

権
合

計
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
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現
状
の
県
の
会
計
処
理
は
、
総
務
省
の
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
処
理
で
あ
り
、
将
来
の
徴
収

不
能
額
を
適
時
に
か
つ
適
切
に
見
積
も
る
こ
と
は
、
一
定
の
主
観
性
や
複
雑
性
（
※
）
を
伴
う
作
業
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
過
年
度
の
実
績
に
基
づ
き
一
律
に
見
積
計
上
を
行
う
現
状
の
処
理
は
、
事
務
処
理
の
便
宜
上

か
ら
も
一
定
の
合
理
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

（
※
）
例
え
ば
、
あ
る
債
権
に
つ
い
て
担
保
物
件
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
換
価
価
値
の
見
積
が
必
要
で

あ
り
、
ま
た
連
帯
保
証
人
が
い
る
場
合
そ
の
保
証
人
の
財
産
や
収
入
状
況
等
か
ら
弁
済
に
よ
る
回
収

見
込
額
の
見
積
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
回
収
可
能
額
（
回
収
不
能
額
）
を
い
く
ら
と
評
価

す
る
か
に
つ
い
て
一
定
の
主
観
性
や
複
雑
性
が
付
き
ま
と
う
こ
と
と
な
る
。

【
問
題
点
及
び
改
善
策
】

現
状
の
徴
収
不
能
実
績
率
に
よ
る
引
当
額
が
、
あ
る
べ
き
金
額
（
個
別
に
徴
収
不
能
額
を
見
積
り
算
定
し

た
額
）
と
大
き
く
乖
離
し
な
い
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
例
え
ば
以
下
の
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。

・
少
額
多
数
の
取
引
に
よ
り
発
生
す
る
債
権
（
債
権
グ
ル
ー
プ
）
で
あ
り
、
不
納
欠
損
額
が
ほ
ぼ
同
一
水

準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と

・
適
時
に
不
納
欠
損
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

し
か
し
、
例
え
ば
、
非
経
常
的
に
発
生
し
た
債
権
で
、
そ
の
徴
収
不
能
見
積
額
に
金
額
的
重
要
性
が
認
め

ら
れ
る
債
権
（
公
正
入
札
違
約
金
や
行
政
代
執
行
費
用
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
徴
収
不
能
実
績
率
に

よ
る
算
定
で
は
引
当
額
が
大
き
く
不
足
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

当
然
、
全
て
の
債
権
に
つ
い
て
個
別
に
引
当
額
を
見
積
も
る
こ
と
は
、
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
実
的
な
対
応
方
針
と
し
て
は
、
例
え
ば
債
権
額
及
び
徴
収
不
能
見
込
額
に
金
額
的
重
要
性
が
認
め
ら

れ
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
個
別
評
価
を
実
施
し
、
そ
れ
以
外
の
債
権
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
徴
収
不
能
実

績
率
に
よ
る
な
ど
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
前
述
の
と
お
り
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
『
た
だ
し
、
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
よ
り
適
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
ま
す
。
』

と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｑ
＆
Ａ
集
問
４
８
に
も
な
お
書
で
、
以
下
の
と
お
り
記
載
さ
れ
て

い
る
。

『
上
記
（
徴
収
不
能
実
績
率
に
よ
る
算
定
）
は
合
理
的
な
基
準
の
一
例
で
あ
り
、
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が

よ
り
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
例

え
ば
長
期
延
滞
債
権
に
係
る
徴
収
不
能
引
当
金
に
つ
い
て
は
、
勘
定
科
目
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
個
々
の
債
権

の
事
情
に
応
じ
て
算
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
』

（
具
体
例
）
令
和

年
度
決
算
に
お
け
る
不
納
欠
損
率
の
算
定
及
び
徴
収
不
能
引
当
金
の
計
上

年
度
末
債
権
額

不
納
欠
損
決
定
額

平
成

年
度

Ａ
ａ

平
成

年
度

Ｂ
ｂ

平
成

年
度

Ｃ
ｃ

令
和
元
年
度

Ｄ
ｄ

令
和

年
度

Ｅ
ｅ

令
和

年
度

Ｆ
ｆ

不
納
欠
損
率
（
Ｒ
）

＝
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
＋
ｅ
＋
ｆ

Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ
＋
Ｅ

（
令
和

年
度
末
）
徴
収
不
能
引
当
金

＝
Ｆ

×
不
納
欠
損
率
（
Ｒ
）

【
指
摘
事
項
又
は
意
見
事
項
】

 【意
見
事
項
】
徴
収
不
能
引
当
金
の
計
上
に
つ
い
て

 

徴
収
不
能
引
当
金
の
計
上
基
準
と
し
て
、
統
一
的
な
基
準
に
よ
る
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
定
め
る

直
近

5
か
年
の
徴
収
不
能
実
績
率
に
基
づ
き
算
定
・計
上
し
て
い
る
が
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
但
し
書
き

に
あ
る
「よ
り
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」と
し
て
、
金
額
的
に
重
要
な
徴
収
不
能
見
込
額
が
見

込
ま
れ
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
評
価
・見
積
を
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
よ
う
に
要
望
す
る
。 

引
当
金
額
の
適
正
化
の
た
め
に
は
、
効
率
的
・効
果
的
な
債
権
管
理
体
制
の
整
備
及
び
職
員
の
債
権

回
収
へ
の
意
識
向
上
が
必
要
で
あ
る
。 

【
現
状
】

「
３
．
徴
収
不
能
引
当
金
の
計
上
基
準
」
に
記
載
の
と
お
り
、
県
は
貸
借
対
照
表
の
徴
収
不
能
引
当
金
の

算
定
基
準
と
し
て
、
直
近

か
年
の
徴
収
不
能
実
績
率
に
よ
り
算
定
し
て
い
る
。
徴
収
不
能
引
当
金
の
額

は
、
年
度
末
に
お
け
る
債
権
額
の
う
ち
将
来
的
に
徴
収
不
能
と
見
込
ま
れ
る
額
（
将
来
の
不
納
欠
損
処
理
見

込
額
）
で
あ
り
、
債
権
の
評
価
勘
定
と
し
て
予
め
計
上
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
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公
報
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（金融商品会計基準第27、28項、金融商品会計に関する実務指針第109項～第117項より監査人要約）

債権の区分 債権の内容 貸倒見積高の算定方法 貸倒見積高の算定方法の説明 補足

一般債権
経営状態に経営状態に重大な問題が生じ
ていない債務者に対する債権（以下、2つ
以外の債権）

貸倒実績率法
債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過
去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定

現状の徴収不能実績率による算定と同じ。ただし
基準上では債権のグルーピングを要請

貸倒懸念債権

経営破綻の状態には至っていないが、債
務の弁済に重大な問題が生じているか又
は生じる可能性の高い債務者に対する債
権（※１，２）

財務内容評価法
キャッシュ・フロー見積法

【財務内容評価法】
債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、そ
の残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高
を算定
【キャッシュ・フロー見積法】
債権の元本の回収及び利息の受取に係るキャッシュフローを合理的に
見積もることが可能な債権について適用

【財務内容評価法】
債務者の支払能力を判断する資料の入手が困難な
場合、貸倒懸念債権と初めて認定した期には、担
保の処分見込額及び保証による回収見込額を控除
した残額の50％を引き当て、次年度以降におい
て、毎期見直す等の簡便法を採用することも考え
られる（簡便的な取り扱い有）

破産更生債権等
経営破綻又は実質的に経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権（※３，４）

財務内容評価法
債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、そ
の残額を貸倒見積高とする

※１

※２

※３

※４

債務の弁済に重大な問題が生じているとは、現に債務の弁済がおおむね１年以上延滞している場合のほか、弁済期間の延長など債務者に対し弁済条件の大幅な緩和を行っている場合が含まれる。

債務の弁済に重大な問題が生じる可能性が高いとは、業況が低調ないし不安定、又は財務内容に問題があり、過去の経営成績又は経営改善計画の実現可能性を考慮しても債務の一部を条件どお
りに弁済できない可能性の高いことをいう。財務内容に問題があるとは、現に債務超過である場合のみならず、債務者が有する債権の回収可能性や資産の含み損を考慮すると実質的に債務超過
の状態に陥っている状況を含む。

経営破綻に陥っている債務者とは、法的、形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等の
事由が生じている債務者。

実質的に経営破綻に陥っている債務者とは、法的、形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状態にあると認められる債務者。

※
カ
ッ
コ
書
及
び
下
線

監
査
人
加
筆

具
体
的
な
個
別
評
価
の
方
法
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
企
業
会
計
基
準
第

号
「
金
融
商
品
に
関
す
る
会
計

基
準
」
（
企
業
会
計
基
準
委
員
会
）
、
会
計
制
度
委
員
会
報
告
第

号
「
金
融
商
品
会
計
に
関
す
る
実
務
指

針
」
（
日
本
公
認
会
計
士
協
会
）
に
て
規
定
さ
れ
て
い
る
、
企
業
会
計
上
で
の
貸
倒
引
当
金
（
公
会
計
の
徴

収
不
能
引
当
金
に
該
当
）
の
見
積
算
定
方
法
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
以
下
そ
の
概
要
を
記
載
す

る
。

山
梨
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公
報
号
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二
十
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値
設
定
の
前
提
と
な
る
状
況
が
大
き
く
変
動
し
た
場
合
、
適
正
な
引
当
額
の
算
定
を
担
保
す

る
た
め
、
当
該
基
準
値
の
見
直
し
要
否
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
基
準
値
超
過
の
有
無
の
判
断
は
、
一
債
務
者
ご
と
の
債
権
額
に
て
判
断
す
る
。

※
３

不
納
欠
損
率
の
算
定
の
際
に
は
、
個
別
評
価
と
し
た
債
権
額
及
び
不
納
欠
損
額
は
含
め
な
い

こ
と
と
な
る
こ
と
に
留
意
。

※
４

担
保
処
分
見
込
額
や
保
証
に
よ
る
回
収
見
込
額
、
債
務
者
の
収
入
状
況
や
財
産
状
況
等
に
応

じ
て
回
収
可
能
額
を
見
積
り
、
引
当
金
額
を
算
定
す
る
。
そ
の
他
方
法
と
し
て
、
簡
便
的
な

手
法
で
は
あ
る
が
、
地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
【
事
例
９
】
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
千
葉
県

習
志
野
市
の
事
例
の
よ
う
に
、
債
権
の
回
収
状
況
ス
テ
ー
タ
ス
に
応
じ
、
債
権
額
に
一
定
の

率
を
乗
じ
、
い
わ
ば
機
械
的
に
引
当
金
を
算
定
す
る
方
法
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
下
記
、

【
参
考
】
参
照
。
）
引
当
金
の
算
定
の
際
に
、
率
を
乗
じ
る
方
法
と
し
て
は
、
そ
の
他
に
滞

留
期
間
に
応
じ
逓
増
（
減
）
す
る
一
定
の
率
に
よ
り
引
当
金
を
計
上
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ

る
。

徴
収
不
能
引
当
金
設
定
の
際
に
個
別
評
価
に
よ
る
方
法
を
行
う
こ
と
と
す
る
と
、
上
記
の
と
お
り
個
々
の

債
務
者
ご
と
に
回
収
見
込
み
額
の
算
定
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
担
保
処
分
見
込
額
や
保
証
に
よ
る
回

収
見
込
額
、
債
務
者
の
収
入
状
況
や
財
産
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
県
の
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

定
め
る
、
財
産
調
査
や
所
在
調
査
な
ど
の
日
常
的
債
権
管
理
業
務
の
成
果
に
基
づ
き
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
鑑

み
る
と
、
適
正
な
徴
収
不
能
引
当
金
の
算
定
の
た
め
に
は
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
債
権
管
理
業
務
体
制
が

肝
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
他
方
で
、
徴
収
不
能
引
当
金
算
定
に
個
別
評
価
に
よ
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
回
収

可
能
額
の
算
定
の
た
め
に
必
要
な
情
報
提
供
を
債
権
所
管
部
課
へ
求
め
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
よ
り
効

果
的
な
債
権
管
理
業
務
に
資
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
会
計
基
準
上
の
要
点
と
し
て
は
、
債
権
を
そ
の
回
収
可
能
性
の
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
区
分
し
、

そ
の
債
権
区
分
に
応
じ
て
引
当
金
の
計
上
方
法
を
変
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

上
記
の
企
業
会
計
上
の
取
扱
い
、
実
務
上
の
便
宜
及
び
適
正
な
開
示
内
容
を
踏
ま
え
、
参
考
と
し
て
例
え

ば
以
下
の
と
お
り
、
債
権
区
分
及
び
そ
の
債
権
区
分
に
応
じ
た
引
当
金
の
計
上
基
準
を
提
示
す
る
。

※
１

県
営
住
宅
入
居
料
、
道
路
占
用
料
や
河
川
占
用
料
な
ど
の
経
常
的
債
権
と
公
正
入
札
違
約
金

や
行
政
上
の
強
制
執
行
で
発
生
し
た
経
費
の
求
償
債
権
等
な
ど
の
非
経
常
的
債
権
の
区
分
。

経
常
的
債
権
は
債
務
者
ご
と
で
は
比
較
的
少
額
で
あ
り
、
ま
た
不
納
欠
損
額
の
発
生
も
一
定

期
間
大
き
な
増
減
も
な
い
こ
と
（
が
推
定
さ
れ
る
）
か
ら
、
従
来
の
不
納
欠
損
率
に
よ
る
算

定
で
も
適
切
な
引
当
水
準
と
な
る
も
の
と
思
料
す
る
。

※
２

非
経
常
的
債
権
は
、
文
字
ど
お
り
非
経
常
的
な
事
象
に
よ
り
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
金
額

的
に
も
多
額
に
及
ぶ
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
、
非
経
常
的
債
権

を
全
て
個
別
評
価
（
個
別
に
弁
済
可
能
額
を
算
定
）
と
す
る
こ
と
は
、
（
現
在
の
体
制
で

は
）
事
務
処
理
上
非
常
に
煩
雑
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
切
な
決
算
報
告
が
歪
め
ら
れ
な
い
程

度
で
金
額
的
な
一
定
の
基
準
値
を
設
け
、
当
該
基
準
値
を
超
過
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
個

別
に
引
当
金
の
計
上
額
を
算
定
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
県
の
公
会
計
は
令
和

年
度
よ
り
新
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
処
理
を
行
っ
て
い
る
。
旧
シ
ス

テ
ム
で
使
用
さ
れ
て
い
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
「
金
額
が
高
額
な
場
合
（
概
ね

億
円
以

上
）
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
当
該
取
扱
い
に
準
じ
て
上
記
基
準
値
を
例
え
ば

億
円
と
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
債
権
合
計
額
が
著
し
く
増
減
し
た
場
合
な
ど
、
基
準

発
生
分
類

（
※
1）

金
額
基
準

（
※
2）

経
常
的

ー

〇
円
以
下

〇
円
超

・
徴
収
不
能
の
見
込
み
が
な
い
債
権

→
不
納
欠
損
率
（
※
3）

・
（
一
部
で
も
）
徴
収
不
能
の
懸
念

が
あ
る
債
権

→
個
別
評
価
（
※
4）

非
経
常
的

徴
収
不
能
引
当
金

計
上
基
準

不
納
欠
損
率
（
※
3）

に
よ
る

債
権
区
分
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【
事
例
９
】

○
事
例
名
等

１
．
取
組
の
背
景
、
検
討
を
開
始
し
た
契
機
・
導
入
過
程

（
1
）
取
組
の
背
景

（
2
）
検
討
を
開
始
し
た
契
機
・
導
入
過
程

※
統

一
的

基
準

で
は

「
貸

倒
引

当
金

」
が
「
徴
収
不
能
引
当
金
」
に
呼
称
が
変
更

習
志
野
市
独
自
の
原
則
的
な
算
定
方
法
を
採
用

①
引
当
金
の
算
定
を
担
当
課
が
行
う
。

②
個
々
の
債
権
を
3
つ
に
分
類
す
る
。

　
公
会
計
制
度
の
整
備
に
向
け
て
、
職
員
に
対
し
て
の
周
知
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
取
組
の
背
景
で
あ
る
。

（
参
考
）
職
員
研
修
誌
「
視
点
」
（
平
成
2
0
年
3
月
）

「
財
務
書
類
の
作
成
・
活
用
等
を
通
じ
て
資
産
や
債
務
に
関
す
る
情
報
の
開
示
と
適
正
な
管
理
を
進
め
、
税
収
等
を
効
率
的
に
使
う

こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
運
営
に
求
め
ら
れ
て
い
る
」

　
平
成
2
1
年
度
以
降
、
公
会
計
所
管
課
に
よ
り
「
貸
倒
引
当
金

（
※
）」
の
研
修
会
を
実
施
し
た
。
研
修
内
容
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
。

事
例
名

未
収
債
権
の
徴
収
体
制
の
強
化

団
体
名

千
葉
県
習
志
野
市

債
権
の
種
類

内
容

貸
倒
見
込
率

通
常
債
権

破
産
更
生
債
権
に
準
ず
る
場
合

全
く
回
収
の
見
込
み
が
な
い
場
合

1
0
0
%

貸
倒
の
見
込
み
が
な
い
債
権

0
%

貸
倒
懸
念
債
権
に
準
ず
る
場
合

少
し
で
も
回
収
の
見
込
み
が
あ
る
債
権

5
0
%

所
管
課
は
個
々

の
債
権
の
内
容
を
精
査
し
て
貸
倒
引
当
金
を
算
定
す
る
こ
と
か
ら
、
徴
収
目
標
と
な
り
職
員
の

意
識
改
革
が
向

上
し
た
。
ま
た
、
貸
倒
引
当
金
の
情
報
が
貸
借
対
照
表
に
掲
載
さ
れ
、
個
々
の
債
権
の
貸
倒

引
当

金
も
内

訳
と
し
て
公

表
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
個

々
の

担
当

課
に
よ
る
徴

収
に
は
限

界
が

あ
る

こ
と
か
ら
、
全
庁
統
一
的
な
徴
収
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。

─
379
─

【
参
考
資
料
１
】

地
方
公
会
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
よ
り

（
事
例
９

千
葉
県
習
志
野
市
の
例
）

（
監
査
人
コ
メ
ン
ト
）

債
権
の
種
類
を
金
融
商
品
会
計
基
準
に
順
じ
、
①
通
常
債
権
、
②
貸
倒
懸
念
債
権
に
準
ず
る
場
合
、
③
破

産
更
生
債
権
に
準
ず
る
場
合

に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
貸
倒
見
込
率
を
①
は
０
％
、
②
は
５
０
％
、
③
は
１

０
０
％

と
し
て
お
り
、
事
務
処
理
の
便
宜
に
一
定
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

適
切
な

徴
収
不
能
引
当
金

の
計
上

債
権
所
管
課

債
権
管
理
業
務

品
質
向
上

効
果
的
か
つ
効
率
的
な
債
権
管
理
業
務

債
権
管
理
業
務
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
五
一



【
事
例
９
】

２
．
効
果

３
．
他
の
自
治
体
の
参
考
と
な
る
点
、
今
後
の
課
題
等

（
1
）
他
の
自
治
体
の
参
考
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
点

（
2
）
今
後
の
課
題
等

未
収
金
な
ど
の
債
権
も
資
産
で
あ
る
と
い
う
研
修
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
。
徴
収
不
能
引
当
金
の
算
定
を
財
政
担
当
課
な
ど
で
過

去
の
実
績
か
ら
算
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
あ
え
て
担
当
課
に
こ
の
算
定
作
業
を
要
請
し
て
い
く
こ
と
が
全
庁
的
な
債
権
の

徴
収
体
制
に
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
。

財
務
書
類
の
徴
収
不
能
引
当
金
算
定
が
直
接
的
に
未
収
債
権
の
徴
収
体
制
の
強
化
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
前
か
ら

の
収
入
未
済
額
や
不
納
欠
損
額
な
ど
で
従
前
か
ら
把
握
し
て
い
た
課
題
で
あ
る
。
徴
収
不
能
引
当
金
算
定
は
徴
収
目
標
を
立
て
る

こ
と
で
も
あ
る
の

で
、
そ
の

こ
と
を
研

修
な
ど
で
周

知
し
て
い
く
余
裕
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
公
会
計
改
革
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
の
で
公
会
計
所
管
課
か
ら
の
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
る
。

従
来

は
徴

収
困

難
債
権

と
し
て
徴

収
が
難

し
か
っ
た
債
権

を
債
権
管

理
課
に
債
権

を
移
管

し
た
。
平
成

28
年

度
実

績

で
は

徴
収

額
が

1
億

円
を
超
え
る
ま
で
の
成

果
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は

債
権

管
理
課

だ
け
で
は
な
く
全
庁

的
な
協
力
の

も

と
に
成

し
遂

げ
ら
え
た
も
の

で
あ
る
。
具

体
的
な
も
の
と
し
て
は

①
債

権
管

理
条

例
に
よ
り
、
督

促
や
催

告
な
ど
の

滞
納
事
務

に
関
す
る
基
準
が
明

確
に
な
っ
た
。

②
債

権
管

理
連

絡
会

議
を
年

3
回

実
施

、
担

当
課
に
よ
る
債

権
回

収
状

況
を
報

告
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

③
債

権
管

理
課

に
国
税

局
O
B
の

職
員
を
配

置
し
た
。

④
不

納
欠

損
処

理
を
す
る
所

管
課
は

債
権
管
理

課
に
理
由

書
を
提

出
し
、
市

長
決

裁
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
。

⑤
会

場
型

公
売

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

を
積
極

的
に
活
用
し
た
。

⑥
研

修
や

講
習

会
の

実
施
。
「
債
権
管

理
説
明
会

」
、
「
債

権
管
理
者
実
務

講
習

会
」、

「
徴

収
事
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
講

習
会

」
、
「
滞

納
整
理

実
務
者
講

習
会
」
、
「
新

人
徴
収

事
務

研
修

」
、
「
税

法
改

正
に
伴

う
猶
予

制
度

関
係
勉

強
会
」
、

・副
市
⻑
を
会
⻑
、
財
政
部
⻑
を
副
会
⻑
、
庁
内
全
て
の
次
⻑
及
び
会
計
管
理
者
で
構
成

・5
回
の
検
討
会
を
実
施
し
、
債
権
管
理
の
あ
り
⽅
や
習
志
野
市
債
権
管
理
条
例
の
⽴
案
及
び
調
整
を
⾏
っ
た
。

・徴
収
業
務
を
所
管
す
る
税
制
課
⻑
を
会
⻑
、
債
権
を
所
管
す
る
各
課
の
係
⻑
で
構
成

・全
庁
に
お
け
る
債
権
管
理
の
適
正
化
、
統
⼀
的
な
徴
収
⼿
続
き
に
つ
い
て
規
定

・当
該
課
に
お
い
て
徴
収
困
難
事
案
を
集
中
処
理

・関
係
各
課
に
お
け
る
徴
収
の
取
組
に
つ
い
て
の
情
報
共
有
や
連
絡
体
制
の
構
築

平
成
2
4
年
4
⽉
　
習
志
野
市
債
権
管
理
庁
内
検
討
会
を
設
置

平
成
2
4
年
4
⽉
　
習
志
野
市
債
権
管
理
作
業
部
会
を
設
置

平
成
2
5
年
4
⽉
　
債
権
管
理
条
例
の
制
定

平
成
2
5
年
4
⽉
　
債
権
管
理
課
の
設
置

平
成
2
6
年
9
⽉
　
債
権
管
理
連
絡
会
議
の
設
置

・8
回
の
作
業
部
会
を
実
施
し
、
「庁
内
債
権
検
討
班
」、
「シ
ス
テ
ム
検
討
班
」、
「先
進
市
分
析
班
」、
「収
納
率
向
上
班
」で
検
討

債
権
管
理
課
に
徴
収
移

管
さ
れ
た
債
権
の
徴

収
実
績

（
単
位

：
円
）

平
成

2
5
年
度

平
成
2
6
年
度

平
成

2
7
年
度

平
成
2
8
年
度

徴
収

済
額

徴
収
済
額

徴
収
済

額
徴
収
済
額

市
県
民
税

0
9
,4
5
5
,1
1
4

3
,7
5
5
,7
8
1

1
7
,6
3
4
,3
2
0

法
人
市
民
税

0
0

0
3
5
0
,0
0
0

固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税

0
1
3
,1
8
1
,7
4
8

9
,2
2
0
,4
5
0

8
1
,1
7
6
,8
6
4

軽
自
動
車
税

0
3
4
,6
0
0

2
2
,5
0
0

1
6
,0
0
0

国
民
健
康
保
険

料
0

2
,2
9
8
,8
4
5

4
,0
2
7
,4
7
3

8
,6
0
3
,7
2
3

介
護
保
険
料

0
5
4
,2
0
0

0
1
6
7
,6
4
0

後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料

0
0

0
1
7
0
,6
0
0

保
育
所
保
育
料

7
3
,2
8
0

3
,1
6
7
,5
2
0

1
,3
7
1
,7
3
0

1
,0
9
1
,7
0
0

し
尿
処
理
手
数

料
0

0
5
0
,3
2
0

0
市

営
住
宅
使
用

料
0

0
0

1
8
9
,8
0
0

計
7
3
,2
8
0

2
8
,1
9
2
,0
2
7

1
8
,4
4
8
,2
5
4

1
0
9
,4
0
0
,6
4
7

平
成

2
8
年
度
徴
収
済

額
の
徴
収

方
法

（
単
位

：
円
）

不
動
産

2
,1
7
7
,1
0
0

給
与

1
,3
0
8
,4
0
0

生
命
保
険

6
2
3
,7
0
0

1
0
5
,2
9
1
,4
4
7

1
0
9
,4
0
0
,6
4
7

滞
納

処
分
に
伴
う
換
価
・
取

立
て
に
よ
る

指
導

納
付
に
よ
る

計

─
381
─

【
事

例
９

】

2
8

算
定

年
度

※
歳

出
戻

入
未

済
分

は
現

年
度

分
と

し
て

置
き

換
え

て
く

だ
さ

い
。

調
定

額
（
A

)
収

入
済

額
（
B

)
（
還

付
未

済
額

を
含

む
）

う
ち

還
付

未
済

額
（
C

)
当

期
収

入
済

額
（
D

=
B

-
C

)
未

収
金

残
高

(E
=
A

-
D

)
う

ち
不

納
欠

損
決

定
額

（
F
)

当
期

末
残

高
（
G

＝
E
-
F
)

2
8

8
2,5

58
,32

0
8
2,2

85
,56

0
0

82,28
5,5

60
272

,7
60

0
2
72

,76
0

前
期

未
収

金
（
H

)
調

定
増

減
調

整
欄

（
I)

収
入

済
額

（
J
)

（
還

付
未

済
額

を
含

む
）

う
ち

還
付

未
済

額
（
K
)

当
期

収
入

済
額

（
L
=
J
-
K
)

未
収

金
残

高
(M

=
H

+
I-L

)
う

ち
不

納
欠

損
決

定
額

（
N

)
当

期
末

残
高

（
O

＝
M

-
N

)

1,4
27

,72
5

0
2
28

,00
0

0
22

8,0
00

1,199
,7

25
91

,87
5

1,1
07

,85
0

1
,4

2
7
,7

2
5

当
該

年
度

発
生

分
(現

年
課

税
分

）
年

度

(当
年

度
)

過
年

度
分

(滞
納

繰
越

分
）

=
事

項
別

明
細

書
の

滞
繰

分
調

定
額 徴

収
不

能
引

当
金

の
算

定
に

つ
い

て
(個

別
方

式
）

年
度 予

算
科

目
名

幼
稚

園
保

育
料

【作
業

方
法

】
①

黄
色

の
部

分
の

数
値

を
、

決
算

事
項

別
明

細
書

で
確

認
し

な
が

ら
入

力
。

②
未

収
金

の
残

高
を

債
権

の
内

容
ご

と
に

振
り

分
け

る
。

※
②

は
「当

該
年

度
発

生
分

の
未

収
金

」及
び

「滞
納

繰
越

分
の

未
収

金
」に

分
け

て
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。

入
力

項
目

(こ
れ

以
外

の
入

力
は

不
要

。
自

動
算

出
さ

れ
ま

す
。

）

こ
の

事
例

は
個

別
方

式
（当

該
債

権
が

不
納

欠
損

と
な

る
か

を
個

別
に

検
証

す
る

）の
た

め
、

現
年

の
み

表
示

し
て

い
る

が
、

一
括

方
式

（過
去

５
年

分
の

不
納

欠
損

率
を

基
に

徴
収

不
能

引
当

金
を

計
上

す
る

）の
場

合
は

、
現

年
含

め
５

年
分

の
下

表
を

表
示

し
、

不
納

欠
損

率
を

自
動

算
定

す
る

矢
印

部
分

の
金

額
が

一
致

す
る

よ
う

に
し

て
く
だ

さ
い

債
権

の
内

容
当

年
度

末
期

末
債

権
貸

倒
見

込
率

徴
収

不
能

引
当

金

通
常

債
権

（
貸

倒
の

可
能

性
な

し
）

6
3
,51

0
0.0

0%
0

貸
倒

懸
念

債
権

に
準

ず
る

債
権

場
合

2
09

,25
0

5
0.0

0
%

1
0
4,6

25

破
産

更
正

債
権

に
準

ず
る

場
合

0
10

0.0
0%

0

合
計

27
2
,76

0
3
8.3

6
%

1
0
4
,6

2
5

流
動

負
債

の
徴

収
不

能
引

当
金

↑

不
納

欠
損

率
の

算
定

（
当

該
年

度
発

生
分

）

「
当

該
年

度
発

生
分

」
に

つ
い

て
、

貸
倒

れ
の

見
込

み
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

債
権

の
内

容
当

年
度

末
期

末
債

権
貸

倒
見

込
率

徴
収

不
能

引
当

金

通
常

債
権

（
貸

倒
の

可
能

性
な

し
）

3
4
,8

0
0

0
.0

0
%

0

貸
倒

懸
念

債
権

に
準

ず
る

債
権

場
合

9
3
2
,3

5
0

5
0
.0

0
%

4
6
6
,1

7
5

破
産

更
正

債
権

に
準

ず
る

場
合

1
4
0
,7

0
0

1
0
0
.0

0
%

1
4
0
,7

0
0

合
計

1
,1

0
7
,8

5
0

5
4
.7

8
%

6
0
6
,8

7
5

固
定

負
債

の
徴

収
不

能
引

当
金

↑

「
滞

納
繰

越
分

」
に

つ
い

て
、

貸
倒

れ
の

見
込

み
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

不
納

欠
損

率
の

算
定

（
滞

納
繰

越
分

）

（単
位

：円
）

前
年
度
末
残
高

流
動

固
定

流
動

貸
倒

率
（％

）
固

定
貸

倒
率

（％
）

114,500
0

96,500
0

－
193,000

50.00%
290,670

0
217,600

265,900
0.00%

347,840
62.56%

0
0

0
620

0.00%
0

－
619,010

7,710
414,030

81,380
9.47%

629,870
65.73%

14,507,867
0

13,464,687
231,193

0.00%
47,542,273

28.32%
852,371

0
907,471

8,800
0.00%

3,190,250
28.45%

806,705
104,625

606,875
272,760

38.36%
1,107,850

54.78%
3,304

0
8,472

0
－

8,472
100.00%

135,690
41,160

125,513
88,480

46.52%
254,275

49.36%
1,694,126

823,216
2,234,891

2,352,045
35.00%

4,858,459
46.00%

44,735
13,160

45,120
42,840

30.72%
93,540

48.24%
2,095,829

1,338,301
2,882,641

3,568,801
37.50%

6,405,869
45.00%

72,425
59,360

52,875
131,950

44.99%
116,775

45.28%
40,655,657

7,337,669
34,375,402

24,458,899
30.00%

114,584,673
30.00%

0
0

0
0

－
662,088

0.00%
2,489,035

907,330
2,418,655

2,214,660
40.97%

4,957,310
48.79%

193
0

193
0

－
193

100.00%
90,000

17,500
17,500

35,000
50.00%

35,000
50.00%

293,000
0

114,000
0

－
228,000

50.00%
175,675

0
0

0
－

327,350
0.00%

13,220
0

0
167,390

0.00%
271,440

0.00%
0

0
0

5,756
0.00%

0
－

11,996
0

11,996
0

－
23,992

50.00%
0

0
0

0
－

19,200
0.00%

22,090
5,525

14,450
23,800

23.21%
28,900

50.00%
0

0
0

7,776
0.00%

0
－

内
容

  養
護

老
人

ホ
ー

ム
入

所
者

負
担

金

放
課

後
児

童
育

成
料

給
食

セ
ン

タ
ー

事
業

収
入

（幼
稚

園
）

子
ど

も
手

当
返

還
金

児
童

扶
養

手
当

過
年

度
返

還
金

（歳
出

戻
入

含
む

）

夜
間

金
庫

賃
借

料
戻

入
金

（歳
出

戻
入

）

老
人

保
健

費
過

年
度

返
還

金
（老

人
特

会
よ

り
）

児
童

手
当

過
年

度
返

還
金

　未
熟

児
養

育
医

療
徴

収
金

　重
度

心
身

障
害

者
医

療
費

助
成

金
過

年
度

分
返

還
金

（歳
出

戻
入

）

幼
稚

園
預

か
り

保
育

料

本
年
度
末
残
高

  生
活

保
護

費
返

還
金

(歳
出

戻
入

含
む

）

中
国

残
留

邦
人

生
活

支
援

給
付

金
返

還
金

　特
別

障
害

者
手

当
等

過
年

度
返

還
金

　福
祉

電
話

通
話

料
未

納
分

経
過

的
福

祉
手

当
過

払
金

過
年

度
返

還
金

対
象

債
権

金
額

海
浜

霊
園

使
用

料

こ
ど

も
園

給
食

費
収

入

給
食

セ
ン

タ
ー

事
業

収
入

（小
学

校
）

単
独

校
給

食
事

業
収

入
（幼

稚
園

）

単
独

校
給

食
事

業
収

入
（小

・中
学

校
）

市
営

住
宅

使
用

料

市
営

住
宅

駐
車

場
使

用
料

幼
稚

園
保

育
料

し
尿

処
理

手
数

料

行
政

財
産

一
時

使
用

料
（健

康
福

祉
部

所
管

分
）

徴
収

不
能

引
当

金
原

則
処

理
の

一
覧

─
380
─

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
五
二



利利
害害
関関
係係

包
括
外
部
監
査
の
対
象
と
し
て
の
特
定
の
事
件
に
つ
き
地
方
自
治
法
第

条
の

の
規
定
に
よ
り
記
載

す
べ
き
利
害
関
係
は
な
い
。

【
参
考
資
料
２
】

（
監
査
人
コ
メ
ン
ト
）

貸
倒
引
当
金
は
、
法
人
税
法
に
お
い
て
も
そ
の
取
扱
い
を
定
め
て
い
る
。

法
人
税
法

条
第

項
及
び
同
法
施
行
令

条
第

項
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

破
産
手
続
開
始
決
定
等
の
債
権
の
貸
倒
懸
念
事
象
が
発
生
し
た
際
に
、
一
律

％
の
引
当
計
上
を
認
め
て

い
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
五
三



山
梨
県
公
報
号
外

発
行
者

　
　山

　梨

　県

　
　甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

　
　
　
　
　印
刷
所

　㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷

　甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

一
五
四


